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序 行動原則、心構え 

 

 

 

 

プロアクティブの原則 

○ 疑わしいときは行動せよ 

○ 最悪事態を想定して行動せよ 

○ 空振りは許されるが、見逃しは許されない 

 

災害対応に際しての心構え 

一 完璧より拙速を重視する。 
災害発生後は時間との戦いである。 

対応にあたり、人命が関わっていることを忘れてはいけない。 

二 臨機応変かつ率先して行動する。 
災害対応は通常業務ではない。指示や前例がなくとも、県民の立場に立っ

て自ら考え、率先して行動する。 

縦割り意識を捨て、個々の課題に取り組もうという気構えを持つ。 

三 常に一歩先を見据える。 
   目前の課題に対する対応や処理は重要だが、その後の展開や他への波及も

イメージしながら行動する。 

四 リーダーシップを発揮する。 
   災害時に組織がうまく機能するには、強力なリーダーシップの下、職員が

それぞれの任務をよく理解し、互いに協力しあうことが重要である。 

五 長期戦に備えつつ、総力戦の覚悟を持つ。 
   公僕としての使命を発揮するときが来た。強い心と体で全職員が一致団結

し、県民のために総力を尽くす覚悟で臨む。 
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第１章 総則 

１ 目的 

この要領は、災害対策基本法（昭和36年法律第 323号以下「災対法」という。）、三

重県地域防災計画（以下「防災計画」という。）及び三重県広域受援計画（以下「広域

受援計画」という。）に基づいて三重県（以下「県」という。）が行う各種防災活動の

うち、災害予防及び災害応急対策活動の実施のために設置する県災害対策本部（以下「県

災対本部」という。）としての基本的な対応に関する事項を定めるとともに、不断の見

直し・改善を実施し、もって県の災害応急対策活動の円滑・適切な推進を図ろうとする

ものである。 
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第２章 三重県災害対策本部の組織 

１ 災害対策本部 

県災対本部は、災対法、三重県災害対策本部に関する条例（以下「本部条例」という。）、

三重県災害対策本部に関する条例施行規則（以下「本部条例規則」という。）、及び防

災計画に基づき設置し、その体制は下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：三重県災害対策本部体制図 
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２ 災害対策本部員 

（１） 本部長（知事） 

県災対本部としての諸活動にかかる陣頭指揮を執る。また、災害対策活動上の基本的

事項や重要事項の確認及び決定を行うため、本部会議を招集する。 

想定される主な役割 

ア 重要事項の最終意思決定 

イ 本部会議の招集 

ウ 記者会見（県民に対する呼びかけ等） 

エ 被災市町長との情報通信 

オ 特定災害対策本部長、非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部長等

との情報通信 

カ 主要な被災情報及び応急対応情報等の把握 

キ 甚大被災地への視察、激励 

《参考：本部長の意思決定を要する事項の例》 

災害対策本部設置及び廃止の要否（災害対策基本法第２３条） 

現地災害対策本部設置及び廃止の要否（災害対策基本法第２３条） 

職員の派遣要請（災害対策基本法第２９条） 

避難指示の発令の代行（災害対策基本法第６０条） 

応急措置の実施にかかる市町長への指示（災害対策基本法第７２条） 

応急措置の市町長に代わっての実施（災害対策基本法第７３条） 

自衛隊の災害派遣要請（自衛隊法第８３条） 

他都道府県に対する応援要請（災害対策基本法第７４条） 

三重県版ＢＣＰ（自然災害）発動の判断 

※本部長が指揮できない場合には、三重県災害対策本部の指揮権を「危機管理統 

括監」に移譲することとする。 

   ※「危機管理統括監」が指揮できない場合には、「防災対策部長」に指揮を執る。 

（２） 副本部長（副知事、危機管理統括監） 

県災害対策本部としての諸活動の実施にあたり、本部長を補佐する。もし、本部長が

不在の場合は、副知事、危機管理統括監の順で替わって指揮を執る。 

現地災害対策本部を設置する場合は、現地災害対策本部長を担うことがある。 

想定される主な役割 

ア 災害対策本部長の補佐 

《役割分担》 

・他機関との渉外調整及び三重県災害対応 BCP に基づく通常業務調整…副知事 

・県災害対策本部における指揮補佐…危機管理統括監 

イ 本部長不在時の代行 

ウ 本部長の意思決定に対する適切な助言 

エ 南海トラフ地震が発生した際、政府が設置する緊急災害現地対策本部に赴任 

（随行２名[総務部秘書課職員〔秘書〕、防災対策部職員]） 
《参考：政府による緊急災害現地対策本部設置場所》 

南海トラフ地震発生時：静岡市、名古屋市、大阪市、高松市、熊本市の内、

最大４箇所に設置される想定 
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オ 現地災害対策本部設置時、現地災害対策本部長として指名されれば、被災現地に

赴任 

（３） 本部員（危機管理統括監、本庁各部局長、企業庁長、病院事業庁長、教育

長、警察本部長） 

県災害対策本部としての活動にあたり、各部局の所掌にかかる災害応急対策を円滑に

進めるため、各部局の代表として応急対応方針の決定を行う。また、県災害対策本部に

おける重要事項の意思決定を行う本部会議の構成メンバーとなる。 

想定される主な役割 

ア 各部局が所管する災害対策活動の統括 

イ 本部会議において、担当部局における災害対策活動状況を報告 

ウ 現地災害対策本部設置時、現地災害対策本部長として指名されれば被

災現地に赴任 

※本部員が不在の場合には、各部局において、代理で職員が対応することとする。 

   また、代理順位については、各部局において事前に定めておくものとする。 

（４）本部会議等 

必要に応じて、関係機関の出席のもと、本部長、副本部長、本部員（必要な人員）に

より構成される本部会議、災害対策統括会議、連絡会議を下記の事案に対処するため、

原則公開で開催する。 

① 本部長指示の共有 

② 緊急対処事案に対する検討結果等の情報共有 

③ 各部局の対応状況（今後の予定を含む）の確認 

主に、災害対策活動上の基本的事項や重要事項の確認及び共有を行う。 

 

■本部会議等の機能 

・県内の被害状況を共有すること。 

・必要な災害応急対策に関する対応を指示すること。 

・県民に対して、情報を発信すること。 

 

■本部会議等の運営 

・本部会議等の出席については、随行1名の同伴も可とする。 

・本部員は会議終了後、部内各課に本部長の指示事項・会議の決定事項及び各種情

報等を速やかに伝達するとともに応急対策指示を行うこと。 

・必要に応じ防災関係機関の出席を依頼する。 

 

本部会議等に出席を求める主な防災関係機関 

・自衛隊 

・消防機関の代表 

・海上保安庁 

・津地方気象台 

・国現地災害対策本部長又はそれに準ずる者 

・みえ災害ボランティア支援センター、又はＪＶＯＡＤの代表 

 

■留意点 

・報告事項はカテゴリーに分け、優先順位が高い順に報告すること。 
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・地図やポンチ絵・写真・図表等を活用して、わかりやい資料を作成すること。 

・数値に基づく報告を心がけるとともに、その変化を数字で報告すること。 

・本部会議等の場で解決できない個別の課題については別途関係者間で協議を行う

こと。 

 

第１回会議をはじめ、発災直後の会議開催場所はプレゼンテーションルームを優先す

るが、状況に応じて、迅速に開催できる場所で開催する。 

 

【例】■第１回本部会議事項書（案） 

１．被害状況 

（１）地震・気象状況について（津地方気象台） 

（２）被害規模について（総括部隊）※被害想定調査結果の活用 

（３）職員の安否について（人事課） 

（４）県有施設の被害状況について（各部局等） 

（５）県内市町の被害状況について（総括部隊） 

 

２．対応状況 

（１）情報収集状況について 

 ・防災ヘリ、県警ヘリ、その他防災関係機関による上空偵察について 

  （総括部隊、警察部隊） 

 ・緊急派遣チームの派遣について（総括部隊） 

（２）人命救助の対応状況 

 ・県内救助機関の対応状況 

・自衛隊災害派遣要請（総括部隊）※３原則の確認（公共性、緊急性、非代替性） 

・緊急消防援助隊派遣要請（総括部隊） 

・海上保安庁派遣要請（総括部隊） 

・ＤＭＡＴ派遣要請（保健医療部隊） 

・広域緊急援助隊（警察部隊） 

（３）国、他府県への応援要請について 

 ・国・他府県の対応状況 

 ・国（内閣官房、内閣府）への応援要請（総括部隊） 

 ・全国知事会、中部９県１市、近畿圏等の協定に基づく応援要請（総括部隊） 

（４）その他、優先して対応すべき事項について（各部隊） 

 

３．今後の対応方針（本部長指示事項） 

 

 

■報告事項の優先順位（例） 

優先順位１ 人命（災害関連死含む）に関係する被害状況、 

対応状況に関すること 

優先順位２ 災害からの避難に関すること 

優先順位３ 二次災害の防止に関すること 

優先順位４ 被災者の避難生活における良好な生活環境の確保に関すること 

優先順位５ 被災者の生活再建に関すること 

 

※各部隊は優先順位を踏まえて、具体的な報告事項を整理。 

なお、本部会議等における事項書等の様式は、第９章に記載のとおりとするが、会議

内容に合わせて適宜修正して差し支えない。 
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３ 災害対策統括部 

（１） 役割 

県災害対策本部に、全庁的な危機管理を統括する危機管理統括監を部長とする災害対

策統括部を設置し、危機管理統括監の指示のもと、発災直後の初動から応急、復旧期に

おいて、本部長である知事の意思決定を支援する。 

また、災害対策統括部内に災害対策上のカテゴリーに属する情報を一元的に収集し、

必要な業務を部局の所管業務の枠にとらわれることなく処理できる部隊を編成し、下記

のとおり部局長を部隊長に任命して部隊活動の指揮権を与え、責任を負わせることで、

本部長及び災害対策統括部長のもと、迅速な初動体制と応急・復旧期を含めた災害対策

活動を行う。 

なお、部隊の立ち上げは、災害の規模や災害応急対策活動の内容に応じて、必要な部

隊を立ち上げる。 

 

＜各部隊の役割＞ 

〇総括部隊 

・県災対本部の運営 

・災害対策統括部内の指揮・調整、総合的な情報分析・方針立案 

・人命救助活動の総合調整と活動支援 

・被災市町への人的派遣の総合調整 

・国や他自治体、関係機関への応援要請と活動調整 

・県民への広聴・広報活動 

〇社会基盤対策部隊 

・各災害応急対策に必要な社会基盤施設の機能確保・応急復旧 

・社会基盤施設の早期復旧 

・復旧・復興に向けた災害廃棄物処理 

〇保健医療部隊 

・被災地で必要とされる保健医療サービスの確保・調整・供給 

〇救援物資部隊 

・被災者が避難生活で必要とする物資の確保・調整・供給 

〇被災者支援部隊 

・被災者の合理的配慮を踏まえ、避難生活における生活環境の整備や、福祉サービ

スなど各種支援の確保・調整・供給 

〇生活・経済再建支援部隊 

・被災者の生活再建と、被災地の経済再建に必要とされる各種支援の 

確保・調整・供給 

〇警察部隊 

・人命救助活動 

・被災地の治安維持や交通統制 
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（２） 体制 

災害対策統括部の体制は、防災計画に定める「三重県災害対策本部災害対策統括部の

編制及び所掌事務」のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害対策統括部組織図 
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（３） 災害対策統括部調整ミーティング 

災害対策統括部各部隊及び各班の代表者で構成され、当面の活動方針や長期的かつ大

局的観点から見た今後の基本的活動方針などを災害対策統括部内で調整する。なお、こ

のメンバーには、必要に応じて、防災関係機関のリエゾンオフィサー（以下、「ＬＯ」

という。）も加わる。 

また、本部会議等開催に先立っての事務レベル面での調整的役割も担う。 

４ 地方災害対策部 

県地方災害対策部は、管内市町及び防災関係機関等と災害応急対策に必要な調整を行

うとともに、管内の調整のみでは対応が困難な場合は、県災害対策本部に応援を要請す

る。 

県地方災害対策部には、地方統括部として、総括班、救援物資班が設置され、地方部

長の指揮監督のもと活動を行う。 

社会基盤対策と保健医療対策については、建設事務所、農林水産事務所及び保健所等

関連の事務所が、県災害対策本部各部隊からの指示等に基づき活動を行う。 

５ 現地災害対策本部 

本部長は、被災規模全体を踏まえたうえで、特に被害が大きいと見込まれる現地で地

元自治体と連携しながら効率的な応急対策活動を行うことが必要と判断した場合には、

現地で災害対策本部事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部（以下「現地本部」

という。）を設置する。 

現地災害対策本部長には、副本部長、本部員又は地方部長が赴任する【その他随行３

名程度】。 

 
 

■現地災害対策本部の条件 

（１）設置及び廃止 

県の地域内に局地的な激甚災害が発生し、本部長が現地での指揮・指導が必要であり、現地

本部の必要性を認めたとき設置する。又、当該地域の応急対策が完了したと認めたとき本部長

が廃止する。現地本部の名称及び組織は、本部長が決定する。 

（２）現地本部長及び現地本部の職員 

現地本部長は、その都度本部長が副本部長・本部員及び地方部長の中から指名し、現地本部

の職員は現地本部長の要請により県災対本部及び地方部職員の中から指名する。 

（３）任務 

現地本部長は、被災地において本部長の特命事項を処理し地方部長の協力を得て、各防災機

関等との連絡調整にあたる。また、現地本部の職員は、現地本部長を補佐し現地における災害

対策の推進を図るものとする。 
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６ 関係機関への通知 

県災対本部を設置又は廃止したときは、直ちに次に掲げる関係機関へ通知するととも

に、下図に定める標識板を災害対策統括部が設置される場所等に掲げるものとする。 

ア 消防庁 

イ 自衛隊（陸上自衛隊第３３普通科連隊、陸上自衛隊航空学校） 

ウ 警察（三重県警察本部警備部警備第二課） 

エ その他必要と認める機関 

 

三重県災害対策本部の標識板の掲示 

 

７ 緊急派遣チーム 

県内において地震、風水害等の災害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき、

緊急時における情報収集及び市町への必要な応援を実施することを目的に、三重県災害

対策本部に緊急派遣チームを設置する。 

なお、緊急派遣チームの活動に関し必要な事項は別に定める。 

 

８ 緊急初動対策要員 

防災対策部は、勤務時間外及び休日等における地震等の突発的な災害発生時に、県災

対本部の迅速な初動体制の確立を図るため、県庁舎等に短時間で登庁可能な近隣に居住

する職員から、緊急初動対策要員を指定する。 

なお、緊急初動対策要員に関し必要な事項は別に定める。 
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９ 服装等 

警戒体制及び非常体制時に災害応急対策活動に従事する職員の服装は、防災服を着用

するとともに、次図に定める名札を帯用する。 

三重県災害対策本部職員の名札 

 

（留意事項） 

・「三重県災害対策本部」は、MS ゴシック,18pt,赤太字とする。 

・「氏名」は、MS ゴシック,18pt,黒太字とし、緑枠(1.5pt)で囲むこと。 

・名札サイズは、縦 55mm,横 90mm とし、名札の行間については、適宜調整すること。 

 

１０ 身分証明書 

災対法第８３条第２項に規定する身分を示す証票は、災害対策基本法施行規則（昭和

３７年総理府令第５２号）第８条の規定により、三重県職員の服務に関する訓令第５条

に規定する身分証明書とする。 

１１ 本部長が県外出張時の場合における登庁手段 

 大規模災害発生時には直ちに、公用携帯電話や衛星携帯電話など、あらゆる手段を 

活用して、本部長の安否及び所在を早急に確認するとともに、本部長が県外に所在す 

る場合には、原則、公用車又は公共交通機関等での登庁手段を早急に調整することと 

する。 

 また、同時に公用車、公共交通機関以外による移動手段を早急に検討し、より迅速 

かつ効率的な登庁手段を決定することとする。 

 

  

 

三重県災害対策本部 
 

氏  名 

※苗字のみ 
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第３章 配備体制等 

１ 配備体制 

県災対本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、防災計画に定める準

備体制、警戒体制又は非常体制のうち、いずれかの体制をとり、各部局等は、各体制に

おける配備要員等の編成を事前に計画するものとする。 

なお、地方部においては、地域の特性、機関の規模等に応じて、防災計画に定める準

備体制、警戒体制又は非常体制に即応した体制を整えるのものとする。 

 

（１） 県災対本部の準備体制 

 県内に災害が発生又は予想される場合で、事態の推移に伴い速やかに県災対

本部を設置するための前段階として「準備体制」を次の場合に配備するものと

する。なお、配備編成については、各部局で事前に計画しておくものとする。 

体
制 

配備内容 配備基準 

準
備
体
制 

配備体制により規定

された職員が情報連

絡活動等を円滑に行

い、状況に応じ、警戒

体制に移れる体制 

１ 県内に震度４を観測する地震があったとき。 

２ 津波注意報が県内に発表されたとき（津波予報区「伊

勢・三河湾」「三重県南部」）。 

３ 隣接府県、中部９県１市・近畿２府７県または、総

合応援締結自治体で震度５強以上を観測する地震が発

生したとき。 

４ ３に規定する地域以外で震度６弱以上を観測する地

震があったとき。 

５ 波浪警報が県内に発表されたとき。 

６ 大雨、洪水、高潮注意報のいずれかが県内に発表さ

れたとき。 

７ 県内に長周期震動階級３または４があったとき。 

８ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたと

き。 

９ その他異常な原因による災害等が発生したとき。 

各組織の配備体制 

による 

※気象警報・注意報の名称が変更された場合は、変更前の名称に相当する気象警報・注意報 

に読み替えるものとする。 

 

 

  



第３章 配備体制等 

13 
 

（２） 県災対本部の配備体制 

 県災対本部は、災害の防除及び軽減並びに災害発生後の応急対策を迅速かつ

強力に推進するため、次の基準による配備の体制を整える。 

 県地域機関も、この基準に準じて、それぞれの地域の特性、機関の規模及び任

務に即応した体制を整えるものとする。 

体
制 

配備内容 配備基準 

警
戒
体
制 

相当の被害が近く

発生することが予

想され、又は発生し

た場合で所掌する

応急対策を迅速的

確に行い得る体制 

１ 県内に震度５弱を観測する地震が発生したとき。 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）

が発表されたとき。 

３ 津波警報が県内に発表されたとき（津波予報区「伊勢・

三河湾」「三重県南部」）。 

４ 地震又は津波により災害が発生した場合で知事が必要と

認めたとき。 

５ 次の警報のうち、いずれかが県内に発表されたとき。 

(1)暴風、暴風雪警報 

(2)大雨、大雪警報 

(3)洪水警報 

(4)高潮警報 

６ 次の特別警報のうち、いずれかが県内に発表されたとき。 

(1)暴風、暴風雪特別警報 

(2)大雨、大雪特別警報 

(3)波浪特別警報 

(4)高潮特別警報 

７ その他異常な自然現象又は人為的原因による災害が発生

又は予想されるときで知事が必要と認めたとき。 

各組織の配備体制 

による 

非
常
体
制 

甚大な被害が発生

する恐れがあり、又

は発生した場合で、

県の総力をあげて

応急対策活動にあ

たり得る体制 

１ 県内に震度５強以上を観測する地震が発生したとき（自

動参集）。 

２ 大津波警報が県内に発表されたとき（津波予報区「伊勢・

三河湾」「三重県南部」）。（自動参集）。 

３ 県内に地震又は津波により甚大な災害が発生した場合、

または県内全域にわたって風水害、その他異常な自然現象

若しくは人為的原因による災害が発生又は予想されるとき

で知事が必要と認めたとき 

全職員 

※気象警報・注意報の名称が変更された場合は、変更前の名称に相当する気象警報・注意報 

に読み替えるものとする。 

２ 緊急連絡網の作成 

防災対策部は、勤務時間外及び休日等に、警戒体制または非常体制をとる場合に備え、

毎年４月末日までに各部局等、各種委員会、地域防災総合事務所及び地域活性化局の緊

急連絡網を作成する。 

なお、県内に震度５強以上の地震、または、三重県沿岸に大津波警報が発表されたと

きは、全員参集となることから、職員防災一斉メールシステムにて、自動的に参集の配

信を行うため、システムに職員が保有するメールアドレスの登録を行う。 
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３ 配備要員 

（１） 配備要員の編成計画 

各部局長及び地方部長は、配備基準に基づき配備編成計画をたて、職員に徹底すると

ともに、その業務についても周知しておくものとする。ただし、警察本部については「三

重県警察災害警備本部の設置等に関する要綱」によるものとする。 

（２） 配備編成計画の届出 

各部局長及び地方部長は、毎年4月1日現在の災害対策統括部配備要員名簿（交代要員

を含む）、及び配備編成計画を、別に定める期日までに防災対策部長に届け出るものと

する。 

（３） 交代勤務 

災害応急対策活動に従事する職員が長時間の連続勤務により健康を損なうことがな

いよう、各部局等の責任者は必要に応じて交代で休暇を与えるなど適切な措置を講じな

ければならない。 

災害対策統括部配備要員については、以下の考え方を基本に交代要員を予め指定する

こととする。 

原則、下記《交代のイメージ》を基本に、状況や時間帯に応じ、従事者の割り当てな

ど細部については各部隊（班）の判断で対応する。 

・発災～発災後３日目までは、定数全員体制で、２交代／日とする。 

・発災後４日目以降は、規模を縮小し、３交代／日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 職員の安否確認と動員 

職員の安否確認は、各所属でとりまとめた後、総務部人事課で県庁全体をとりまとめる。 

また、災害対策活動を実施するにあたり職員数が不足する場合は、三重県版ＢＣＰ（自

然災害）に基づき非常時優先業務を指定した上で、より優先すべき業務に従事できるよう、

部隊内、又は部局内で人員の調整を行い、それでも不足する場合は、不足する職員数を総

務部長に要請する。 

（５） 職員の勤務環境の整備 

災害応急対策活動に従事する職員の精神的緊張の緩和を図る措置を取るとともに、休憩

スペースを確保する。 
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第４章 災害対策本部の設置等 

県災対本部が設置された場合、次のとおり、迅速にオペレーションルーム等の環境整

備等を実施することとする。 

１ オペレーションルーム等の開設 

オペレーションルーム等は、次の区分により開設する。 

 本部会議 
災害対策統括部 

オペレーションルーム 

警戒体制 プレゼンテーションルーム 
オペレーションルーム 

（防災対策部内） 

非常体制 プレゼンテーションルーム 
オペレーションルーム 

（防災対策部内） 

※不測の事態により県庁行政棟が利用できない又は応援職員の増加に伴い執務スペースが

不足する場合、講堂内にオペレーションルーム・シチュエーションルームのスペースと

機能を確保する。 

２ オペレーションルーム等のレイアウト 

（１） オペレーションルーム・シチュエーションルーム 

災害対策本部を設置する場合、配備要員は、机・椅子等備品の配置、照明器具及び通信

施設等速やかにオペレーションルーム等の環境整備を行うものとする。なお、勤務時間外

及び休日等における地震等の突発的な災害発生時（非常体制）は、緊急初動対策要員が、

オペレーションルーム等の環境整備を行う。 

 

 

図：防災対策部内にオペレーションルーム・シチュエーションルームを設置した場合のレ

イアウト例 
（※総括部隊以外は、各執務室に開設） 
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県庁講堂レイアウト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁行政棟５階レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：県庁講堂にオペレーションルーム・シチュエーションルームを設置した場合のレイア

ウト例 

（※社会基盤対策部隊、生活・経済再建支援部隊、警察部隊は各執務室に開設） 
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（２） 防災関係機関執務スペース 

防災関係機関が三重県庁内で災害対策活動を実施するスペースの確保を求めた場合、

応援・受援班は、県庁内に、机・椅子等備品の配置、照明器具及び通信施設等速やかに

開設するものとする。 

 

 

図：県庁講堂棟３階の配置図例 

 

  

国関係 

※中央防災無線 

（内閣府）端末設置 
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図：県庁議事堂・講堂棟１階の配置図例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：県庁議事堂５階の配置図例 

 

 

 

他自治体関係 

自衛隊指揮所 

災害対策統括部 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ 
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第５章 災害情報の収集 

１ 情報連絡機器の確認 

県災対本部と市町、国、防災関係機関との通信を確保するため、①通信及び情報系統

の状況や②各種システムの運用の状況について確認する。 

なお、確認の対象となる機器は、第９章に掲載する「災害対策本部用情報・通信機器

一覧」のとおりとする。 

 

２ 情報の基本的な流れ（図）  

災害情報の基本的な流れは下図のとおりとする。 

なお、災害情報は防災情報システムを用いて処理することを基本とするが、システムが

活用できない場合でも、紙媒体の情報処理カードを用いて同様の流れで情報を処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：災害情報の基本的な流れ 
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３ 災害情報の収集 

（１） 準備体制下における災害情報の収集 

災害が発生又は、発生の恐れのある場合、配備要員（勤務時間内は災害即応・連携課）

は、気象情報・被害状況等の情報収集等に努めるものとする。又、収集した情報等を各

部局、各地域防災総合事務所・各地域活性化局等に伝達を行うなど、相互に緊密な連絡

を取りあうものとする。 

（２） 災害対策本部設置後の災害情報の収集・評価 

ア．災害対策本部配備要員は、所掌する事項に係る情報を、県災害対策本部各部隊や各

部局、各地方部、市町、関係機関等からの報告、または情報要求および自らの視察

等によって入手する。必要な情報を入手するため、あらかじめ統括部内及び市町、

地方部、関係機関等相互間における情報収集項目、報告及び伝達系統・手段等の情

報収集要領を確立する。また、災害対応の進展を考慮し、必要な情報を先んじて入

手できるように計画的に対応する。 

イ．地域の特性及び災害に関する情報は、通常、総括部隊（情報班）がその全般を担当

する。また、他の部隊（班）もその所掌にかかわる情報を積極的に収集する。 

ウ．県災対本部の災害対策活動を継続できるよう、県が所有する施設の被害状況、職員

の安否・配備状況、所掌事務への対応状況、資機材や食料・水等の備蓄状況等を明

確にする。 

エ．自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な災害が発生したとき

は、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配慮し、迅速な

報告に努める。※ 

オ．通信手段の途絶等が発生し市町が報告を行うことが十分にできないと判断する場合

等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効

果的な活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情報等の把握に努める。※ 

・ヘリコプター：三重県防災ヘリコプター、三重県警察ヘリコプター 

・職員派遣  ：三重県緊急派遣チーム、地方部先遣隊 

・その他   ：ＪＡＸＡの人工衛星データ、ドローン、 

アマチュア無線連盟三重県支部、参集途上職員、ＳＮＳ 

カ．被害状況等の把握に当たって、警察本部、自衛隊等関係機関と緊密な連携を保つも

のとし※、自らの情報収集だけでは必要な情報が不足する場合は、関係機関へ情報収

集を依頼する。 

キ．人的被害の数（死者・行方不明者）については、市町の報告内容を基本とし、三重

県が一元的に集約、調整を行うものとする。その際、関係機関が把握している人的

被害の数について積極的に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のも

と、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告をする。※ 

ク．防災関係機関等から収集する情報は、地域防災計画に記載されている内容に加え、

各部隊が災害対策活動を行う上で必要となる情報をそれぞれ積極的に収集すること

に努める。 

ケ．収集した情報は、必ずしも事実が報告されているとは限らないので、客観的に評価・

判定し、あるいは事実確認を行い、実情の把握を誤らないように留意する。 

 

※火災・災害等即報要領（令和７年４月21日、消防庁）より抜粋 
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４ 災害情報の報告と分析 

（１） 報告の種類 

災害に関する報告は、「火災・災害等即報要領（令和７年４月21改正）」、「災害報

告取扱要領（令和７年４月21日改正）」及び「災害時における孤立地域等にかかる情報

収集について（令和６年12月４日）」に基づき、次の内容について防災情報プラットフ

ォーム（防災情報システム）及び電子メールにより行うものとするが、停電、ネットワ

ークの切断等によりそれが使用できない場合、別に定める様式により報告するものとす

る。 

種  類 内      容 様 式 

災害概況即報 

 被害の詳細が不明であっても、速報として、その概況を

報告する。 

 地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の

有無等を報告する場合はこの様式を用いる。 

火災・災害

等即報要領 

第４号様式

（その１） 

被害状況即報 

 各市町の全体の被害状況については、時点を明記した上

で被害状況即報で報告する。 

 通常、消防庁への被害報告はこの様式を用いる。 

火災・災害

等即報要領 

第４号様式

（その２） 

災
害
報
告 

中間報告 
 各事業別の被害額報告であり、各災害担当課ごとに被害

数、額を取りまとめ速やかに総括班へ報告する。 

 

－ 

確定報告 

被害状況最終報告であり、法令、その他所定の様式によ

り報告する。 

ただし、本庁主管課が関係省庁へ報告した被害額等と総括

班が消防庁及び東海財務局へ提出した被害額等との間に

差異が生じないよう留意する。 

災害報告取

扱要領第１

号様式 

孤立集落の状況 

内閣府（防災担当）へ、都道府県が把握している孤立に関す

る情報（市町村名地区名、場所、世帯数、人数、ライフライン

の状況、国への支援要請等）について報告する。 

孤立集落の 

状況 

避難所の開設 

状況 

内閣府（防災担当）へ、都道府県が把握している避難所開設

状況等に関する情報（避難所数、避難所環境等）について報告

する。 

避難所開設 

状況調査票 

また、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高いと認められる場合には報

告を行うものとする。 

 

（２） 各所属の報告事項 

災害が発生したとき、各所属が収集し主管課や国等へ報告しなければならない被害状

況及び報告の種類は、防災計画の災害応急対策計画・県災対本部の所掌事務に準じ行う

ものとする。 
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（３） 被害報告等の提出先 

報 告 先 種   類 方 法 備      考 

本部長等 災害情報 

各被害報告 

報告書 

（口頭） 

津地方気象台等から伝達された情報及び、

各部隊、各地方部が各課から収集した被害情

報の報告等は、統括部長（危機管理統括監）

を経由し、逐次本部長・副本部長へ報告する。 

なお、報告した情報は、総括部隊総括班及

び情報班へ共有する。 

本部会議等 災害情報 

各被害報告 

報告書 

（口頭） 

 

内閣総理大臣 災害即報 

災害報告 

電子ﾒｰﾙ 

（電話） 

報告書 

 災対法第 53 条（施行令第 21 条）に基づく

報告を、消防庁を経由して行う。 

中央防災会議 （中間・確定） 電 話 

報告書 

○中央防災会議事務局 

消防庁 

災害概況即報 

被害状況即報※ 

災害確定報告 

災害中間年報 

災害年報 

 

報告書 

電子ﾒｰﾙ 

（電話） 

 

※消防庁が 

自動集計 

○消防庁長官通達（S45.4.10 付消防防第 246

号又は S59.10.15 付消防災第 267 号）によ

る報告 

消防庁応急対策室 

 

 

災害即報 即時 

災害確定報告 応急対策終了後 20 日以内 

災害中間年報 12 月 20 日 

災害年報   ４月 30 日 

陸上自衛隊 

第 33 普通科連隊 

災害情報 

各種被害情報 

電 話 連絡員が派遣された場合は，連絡員を通じて

連絡 

東海財務局 

津財務事務所 

災害報告 

（中間・確定） 

電 話 逐次総務課へ連絡 

その他、法令・通達等で定められているものについては、各課等が直接関係省庁へ所

定の方法で報告（通知）するものとする。 

 

 

  

*災害概況即報・被害状況即報は、火

災・災害等即報要領による。 

*災害確定報告・災害中間年報・災害

年報は、災害報告取扱要領による。 
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（４） 災害に関する報告の留意事項 

ア．統括部配備要員は、本部長、他の部隊、関係機関等が、いつ、いかなる情報を望ん

でいるのかについて、よく確認する必要がある。本部長又は自己に直接必要がない

情報でも、他の部隊、関係機関等にとって必要なものは、見逃すことなく、速やか

に報告する。 

本部長に対する情報の報告に当たっては、本部長の適切な判断を妨げないように、

本部長の立場に立って情報の軽重、緩急等を考慮し、報告の時期、方法及び内容を

適切にする。また、複数の部隊から報告する際は、報告内容の重要度により優先順

位をつけて報告する。 

各部隊長や班長に対する情報の報告に当たっては、各部隊長や班長の軽快・機敏

な指揮に資するため、随時、軽易に報告する着意が特に必要である。 

イ．統括部長は、本部長の状況判断のため必要な情報がある場合は、情報収集項目を明

示するとともに、情報の報告・共有について、統括部配備要員を指導する。 

統括部長は、本部長に対する報告を、通常、所掌に応じ各部隊配備要員に行わせ

るが、必要に応じこれに立ち合い、又は自ら報告を行う。 

ウ．統括部配備要員は、情報を統括部長に報告する時間的余裕がなく本部長に直接報告

した場合は、事後速やかにその内容、本部長との応答事項等を統括部長に報告する。 

エ．報告資料については、地図や表を活用し、所掌にこだわることなく事象ごとにまと

める等、端的でわかりやすい資料とすること。 

（５） 情報分析 

ア．共通事項 

・情報分析は、本部長が状況判断するために行い、あわせて他の災害対策本部配備要

員に対し必要な資料を提供するために、全ての部隊で行う。 

・情報分析は、災害対策本部配備要員が所掌事項について業務遂行のため考察される

各対応方針について、影響のある要因を要約し、その要因が業務遂行の各対応方針

に及ぼす影響を分析検討して、結論を求めるものである。 

・情報分析は、本部長の示す方針に従い、状況判断に必要かつ十分な内容を含むよう

に、また最新のものを、適時・適切に本部長に提供できるように行うことが必要で

ある。 

・情報分析に当たっては、先入観と根拠のない楽観及び定型化を排除し、客観的かつ

論理的に行うこと。 

・情報分析結果の記述にあたっては、内容に応じ、地図やポンチ絵・写真・図表等を

活用し、本文を簡潔にするよう努める。 

イ．被害状況の分析 

・甚大な被害が発生している地域ほど、被害情報は入らないものであることを念頭に、

収集した被害情報を図表や地図を活用して整理することで、「被害が無い地域」と

「情報空白域（情報が入っていない地域）」を明確にする。 

・被害情報は個別に不規則に把握されることを念頭に、収集した被害情報を地震被害

想定調査や各種浸水想定図、土砂災害警戒区域図等と比較し、被害の全体像（被害

の種類、規模等）を考察し把握する。 

・上記考察で得られた結果、さらなる被害拡大の可能性や、二次災害の可能性、そし

て県災対本部の対応方針にどのように影響するかを要約する。 
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５ 情報の掲示 

収集した情報は、関係者間で共有するため、できる限り県災対本部に掲示するものと

する。掲示は、防災情報システムへの入力に加え、オペレーションルームのホワイトボ

ード及び壁等を利用し、次の内容について行うものとする。 

掲示事項 掲示内容 掲示担当 

被害状況 

一覧表 

収集した被害（人的被害・建物被害・公共施設等の

被害及び事業別被害額） 

総括班 

気象状況 気象情報、天気予報、潮見表、台風の進路 総括班 

法令適用地域 災害救助法適用地域 総括班 

被害地域図 倒壊、火災箇所、土砂崩れ、浸水地域、孤立地域 情報班 

交通図 鉄道の不通・道路の途絶・規制・う回路線等 情報班 

雨量等の状況 雨量・主要河川の水位等 公共土木対策班 

停電・通信 

の状況 

停電地域・電話途絶地域及び復旧予定見込等 情報班 

その他応急 

対策状況 

各部各班における応急対策及び応急復旧等の状況 各部隊 
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第６章 情報の伝達 

１ 伝達する気象予警報等の種類 

① 注意報の種類 
大雨、大雪、洪水、高潮、津波、雷、霜、低温、強風、風雪、波浪、融雪、濃霧、乾

燥、着氷、着雪及びなだれ 

② 警報の種類  
暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮、津波及び波浪並びに各特別警報 

③ 地震（震度３以上） 

④ 土砂災害警戒情報 
※気象警報・注意報の名称が変更された場合は、変更前の名称に相当する気象警報・注

意報に読み替えるものとする。 

２ 気象予警報等の伝達 

気象業務法に基づくものは、次に定めるところにより行う。 

（１） 勤務時間内 

 

 

※災害対策本部が設置されていない場合は災害即応・連携課が実施 

知事、副知事、危険管理統括監 

防災対策部長 

災害担当課 

施設災害対策課 

（大雨、洪水、大雪、高潮 

津波注意報及び波浪警報） 

 

警察本部 

災害即応・連携課※ 
専用回線 （庁内放送） 

各地域防災総合事務所及び各地域活性化局 

四日市港管理組合 

各市町 

各消防本部 

津 
地 

方 

気 

象 

台 

日本気象協会 

ＮＴＴマーケティング 

アクト関西 104 大阪センタ 

(警報のみ) 

防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

オンライン 

連絡ルート 

サブルート 

※気象警報・注意報の名称が変更された場合は、変更前の名称に相当する気象警報・注意報 

に読み替えるものとする。 
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（２） 休日及び勤務時間外 

 

◎ 体制が整えば（１）による。 

※災害対策本部が設置されている場合は情報班が実施 

 

※宿日直者から各課担当者への伝達 

大雨、洪水、高潮、津波注意報 災害即応・連携課、施設災害対策課 

大雪注意報 施設災害対策課 

大雨、洪水、暴風（雪）、 高潮、波

浪、津波、大雪警報 

災害即応・連携課、施設災害対策課 

地震情報（震度３以上） 災害即応・連携課 

※気象警報・注意報の名称が変更された場合は、変更前の名称に相当する気象警報・注

意報に読み替えるものとする。 

３ 水防警報等の伝達 

 三重県水防計画第５章第１節通信連絡系統を参照すること。 

４ 土砂災害警戒情報の伝達 

   ２ 気象予警報等の伝達に定めるところによる。 

※土砂災害警戒情報の名称が変更された場合は、それに相当する情報に読み替えて対応

する。 

 

 

防災対策部長・副部長・次長 

防災対策部担当者自宅 

※施設災害対策課担当者自宅 

警察本部 

災害即応・連携課※ 
専用回線 

各県総合庁舎守衛室 

四日市港管理組合 

各市町 

各消防本部 

津 

地 

方 

気 

象 

台 

ＮＴＴマーケティング 

アクト関西 104 大阪センタ 

(警報のみ) 

防
災
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

知事、副知事、危険管理統括監 

  （必要に応じて） 
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５ その他の情報伝達 

部局等は、前記２及び３に定める情報以外に所掌事務に係る事故等の情報のうち、災

害が発生するおそれのあると思われる情報については、各部局等で定められた規定によ

り情報伝達を行う。 

６ 気象予警報発表時の庁内広報 

防災対策部は、気象予警報が発表された場合、別に定める規定により、その旨を庁内

に放送するとともに、必要に応じて、知事・副知事報告及び関係部局等へ資料配布を行

う。 
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第７章 災害広報、災害記録 

１ 災害広報 

災害時における民心安定のための広報及び広聴、報道機関への取材協力、県民への周

知、事後対策に必要な災害記録等の作成等は、災害発生の際には欠かすことの出来ない

重要な役割を果たすものであるから、県の各機関は応急対策推進とあわせて広聴広報班

の行う次の広聴広報活動に積極的に協力するものとする。 

（１） 広報連絡要員等 

① 広報連絡員 
災害広報を円滑適正に推進するため、各部に広報連絡員を置くものとする。 

② 現地での業務 
広聴広報班は、必要に応じて各部広報連絡員の協力を得て、現地において報道対応な

どの必要な広聴広報業務を行うものとする。 

（２） 被災地住民に対する広報 

① 広報事項 
広聴広報班等は、被災地の市町広報担当機関と協力して、次の内容について広報を行

うものとする。 

ア 被害情報及び県の防災体制 

イ 県民の士気・相互協力精神の高揚 

ウ 避難の指示及び注意事項 

エ 災害応急対策の実施状況及び被災者支援情報 

オ 道路・交通等の状況 

カ その他必要事項 

② 広報の方法 
ア 報道機関への情報提供 ※Ｌアラート 

イ テレビ・ラジオ・新聞、インターネット（ホームページ）等の利用 

ウ 広報車・船舶・ヘリコプター等からの呼びかけ 

エ 広報紙の作成 

オ 災害写真・壁新聞等の掲出 

カ その他 

③ 広聴活動 
県民からの問い合わせや情報提供等に対応するための広聴活動を行うものとする。 

（３） 報道機関に対する発表及び協力 

収集した災害情報や県の対策を報道機関に発表する場合は、原則として広聴広報班が

総括班又は各部隊との連絡調整のもとに主として県庁内記者クラブ加盟社に対して行

うものとする。 

この場合、各部隊が広聴広報班へ引き継ぐ資料の部数は１部とし、必要に応じ広聴広

報班が資料の増刷等を行うものとする。 
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また、放送局から庁内にテレビ・ラジオの放送施設を臨時的に設置したい旨の申込を

受けたときは、広聴広報班が庁舎管理・車両班に連絡して便宜を図り取材に協力するも

のとする。 

【県民への広報系統図】 

 

 

 

 

２ 災害対応の記録 

（１） 基本的な考え方 

被害状況（写真、動画、場所、日時等）のほか、対応状況（写真、動画、場所、日時

等、問い合わせ・苦情内容、実施した対応策･意思決定、他部署への連絡事項）は、各部

隊において全てを記録する。 

（２） 災害の記録 

① 各部隊における記録 
各部隊における対策活動については、各部隊で全て記録をとる。 

② 全庁的な記録 
広聴広報班は、必要に応じ広聴広報班活動記録用として災害写真等の記録冊子を作成

するものとする。災害記録のなかで、特に長期保存が必要と認められるものは文書・情

報公開課・県議会図書館等に保管するものとする。 

 

  

ＳＮＳ等 
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第８章 災害対策本部の運営方法 

１ 基本的な考え方 

（１） 目標管理型の災害対応 

災害対策本部の一体的な活動を実施するためには、①重点的・優先的に災害対応すべき

事項といった活動目標を「本部長指示事項」として示し、それを実現するために、②各部

隊において具体的な「対応方針」を明確に設定した後、③人的・物的資源を調達・配分し、

④各部隊の「対応方針」を「実行」に移すとともに、⑤活動目標の達成度の確認と進捗管

理を行い、⑥見直すべき点がある場合は「対応方針」を見直しながら活動目標の実現のた

めに取り組む、といった対応を行うことが必要となる。 

本章では、このような災害対応を行うにあたり、必要となる事項を次に定める。 

 

（２） 災害対応の全体像 

発災後に行われる災害対応は、過去に発生した災害事例から概ね共通していることか

ら、災害対応の種類や時期を示した「災害対応の全体像」を念頭に置きながら活動するこ

とによって、先手先手の対応や関係機関との円滑な連携が可能となる。 

（「災害対応の全体像」は下記の図を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き,令和3年6月、内閣府（防災）」より） 
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（３） 重点的・優先的に災害対応すべき事項 

 過去の災害事例から、災害発生後、重点的・優先的に災害対応に着手すべき事項は、概

ね下記のとおりであるが、実際に発生した災害の種類や規模、被害の軽重、及び情報収集・

分析結果に基づき、被災者の目線に立って随時再検討を行い、柔軟に変更するものとする。 

発災前 
（主に警戒体制） 

発災直後 

～72時間以内 
１週間以内 １ヶ月以内 ６ヶ月以内 

・危機事象の 

早期把握 

・避難指示等の 

周知 

・危機事象へ 

即応できる 

態勢確保 

・人命救助 

・被害状況の早期 

把握 

・二次災害の防止 

・県民への適切な 

情報提供 

・被災者の避難 

生活環境の改善 

・ヌケ・モレの 

無い被災者支援 

・孤立地域の早期 

解消 

・災害関連死の 

防止 

・罹災証明書の 

早期発行 

・社会ｲﾝﾌﾗの応急 

復旧 

・復旧・復興の 

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ提示 

・生活再建支援 

の迅速な提供 

・仮の住まいの 

早期確保 

・社会ｲﾝﾌﾗの 

早期復旧 

（４） 活動サイクル 

災害対策本部の活動サイクルは下図のとおりである。 

図：災害対策本部の基本的な活動サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生時においても、平常時

の行政運営と同様、ＰＤＣＡの活

動サイクルが基本となる。 

危機を覚知（災害対応を必要と

する事象が発生）した場合、先ず

は体制を構築するため、初動対応

を行いつつ第１回本部会議等を開

催し、当面の目標「本部長指示事

項」を共有する。 

その後は、「本部長指示事項」

を実現するために各部隊が「対応

方針」を立案、実行、進捗管理を

行い「とりまとめ報」として整理

し、第２回の本部会議等におい

て、実行状況の報告、目標の修

正、対応方針の見直し等を行う。 

なお、これら活動を実現するた

めには、判明している被害状況の

みならず、「対応状況」や、今後

発生する可能性のある課題など

「将来の状況予測」も含め、災害

対応を行う関係者による「状況認

識の統一」が必要不可欠である。 
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２ 状況認識の統一 

「状況認識の統一」とは、被害状況、対応状況、発生している課題といった「現在の

状況」だけでなく、被害の全体像や傾向といった情報分析を踏まえた「将来の状況予測」、

そして、本部長指示事項を踏まえた「対応方針」について、三重県職員のみならず、関

係者全員が共有し、共通認識を持つことである。 

（１） 「現在の状況」の把握 

① 「被害状況」…県内で発生している被害状況については、被害規模が大きくな
るほど、不確実な情報しか入手できないことに加え、刻々と状況

が変化する。そのため、市町からの報告のみに依存せず、緊急派
遣チーム等の活用により積極的に情報を取得するとともに、各
部隊や各部局が有する情報や、関係機関が有する情報について
も、共有することとする。 

② 「対応状況」…発生した被害に対する行政及び関係機関の対応状況について

は、本部会議等において共有されるが、「災害対応」は平時の所
属単位による活動に留まらず、複数の所属が連携して行うこと
がほとんどである。そのため、それら対応状況については、災害
対策統括部において、災害対応の分野によって構成される「部
隊」において分野別にとりまとめ、災害対策統括部内で共有を行
うものとする。 

③ 「発生している課題」…被害規模が大きくなるほど、被害に対して対応が不足

するため「課題」が発生する。「課題」の解決にあたっ
ては、複数の所属が連携して取組む必要があることから
部隊において分野別にとりまとめ、災害対策統括部内で
共有を行うものとする。 

 

（２） 「将来の状況」の予測 

被害状況や対応状況は刻々と変化するため、総じて対応が後手に回ることが多

い。そのため、「現在の状況」のまま推移した場合、将来発生する可能性のある二

次被害や対応の遅れといった「課題」について、予測を行うものとする。 

なお、予測手法としては、主に下記の手段がある。 

 

１．各種被害想定調査結果との比較 

２．過去に発生した災害の対応記録と「現在の状況」との比較 

３．平時に発生している課題が、災害によって悪化しているかの確認 

（※人口減少、高齢化、過疎化、県内経済、医療不足など） 
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（３） 状況認識の統一（情報共有） 

効果的な災害対応を行うため、上記（１）（２）について、災害対策統括部内だ

けでなく関係者も含めた全員で状況認識を統一する必要がある。このような状況認

識の統一を行うために、主に下記の手段を用いることとする。 

１．とりまとめ報の作成・配布 

（※県内被害状況一覧表や対応状況一覧表の作成） 

２．地図の作成・配布（防災情報プラットフォームのＧＩＳ機能も活用） 

３．統括部調整会議や個別に実施する打合せにおける共有（WEB 会議も活用） 

３ 各部隊「対応方針」の立案と進捗管理 

（１） 各部隊「対応方針」の策定（P） 

本部会議等で示された活動目標である「本部長指示事項」を実現するために、各部隊

が「対応方針」を立案する。「対応方針」の立案要領は概ね次のとおりである。 

 

ア．入手した情報の整理と分析（全体情報と各部隊の情報） 

イ．「現在の状況」の把握、及び「将来の状況」の予測から想定される課題への対応

方針を検討 

ウ．本部長指示事項を達成するために対応方針の優先順位を検討 

エ．対応方針を実現するため、部隊間や関係機関との調整 

オ．知事レクで本部長による意思決定 

（２） 活動の実行（D） 

各部隊が策定した「対応方針」に基づき、各部局等は災害応急対策活動を実行する。

その際、全ての問い合わせ、苦情、対応策、活動内容、意思決定内容、結果などの対応

経過を記録することが必要である。これらの記録は、次の進捗管理で活用するだけでな

く、その後の県の災害対策の改善点や後世への教訓等をとりまとめるために活用するも

のである。（※対応経過は防災情報システムのクロノロジーへ適宜記録すること。） 

（３） 進捗管理（C+A） 

対応経過の記録をふまえながら、「対応方針」の達成度を点検し、適切な対応策をと

っていく。必要な対策活動が進捗するとともに、時間の経過とともに新たに入った情報

などをふまえ、必要に応じて「対応方針」を見直すことも必須である。 

また、新たに検討が必要な課題について抽出することが必要である。 

（４） 活動内容の報告・共有 

活動内容の報告・共有は、本部会議等において行うとともに、県民へ情報提供を行う。

なお、その際には、様々な手段を用いて情報提供を行う。 

また、上記以外にも、各種調整ミーティング・打合せ、また防災情報プラットフォー

ム等の情報共有ツールを用いて、随時情報共有を行うとともに、各部隊等が有する情報

を積極的に発信することとする。 
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第９章 参考資料 

１ 本部会議関係 

（１） 本部会議事項書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部会議 
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（２） 本部会議資料作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載ルール】 

 

●各資料の右上に、部局（部隊）番号、部局名、時点時間、資料についての問い合わせ

先を記載する。 

●記載順は、「被害等の状況⇒対応状況」を基本とする。ただし、内容によって変更も

可能。資料のわかりやすさを重視した記載方法とすること。 

●表、図、地図、写真等を活用し、わかりやすい資料とすること。 

●前回からの変更箇所に下線を引くこと。 

●資料は原則公開となる。 

●報告すべき情報項目例 

・庁舎被害状況、職員安否状況、所管庁舎等の被災状況 

・政府現地視察状況、国への提言状況 

・公共交通機関の被害状況、物資調達状況 

・人的・住家被害状況、避難の状況、ライフライン状況、孤立状況 

・災害救助法適用状況、緊急派遣チーム派遣状況、救助機関の応援要請・活動状況 

・災害拠点病院の被害状況、医療チーム活動状況 

・福祉施設の被害状況、福祉避難所の状況 

・水道施設・し尿処理施設・廃棄物処理施設の被害状況、災害ボランティア受入状況 

・農業・林業・漁業・畜産業施設の被害状況・対応状況 

・県内企業の被害状況・対応状況 

・県内観光施設・宿泊施設の被害状況・対応状況 

・道路・河川・港湾・下水道・砂防施設・ダム・応急仮設住宅候補地等の被害状況 

・主要施設のアクセス状況、道路啓開状況 

・教育機関の被害状況、私立校の被害状況・対応状況 
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２ 情報処理カード 

防災情報システムを利用できない場合は、紙媒体の情報処理カードを用いて情報を

処理する。 
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３ 火災・災害等即応要領（昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通達）関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年４月２１日改正） 
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４ 災害報告取扱要領（昭和45年4月10日消防防第246号消防庁長官通達）関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年４月２１日改正） 
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※第1号様式～第3号様式の記入要領（災害報告取扱要領から抜粋） 

 

１ 人的被害 

(1)「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死

亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷の悪化又は

避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律

（昭和 48 年法律第 82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの（実際には

災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）

とする。 

(2)「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

(3)「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち

1月以上の治療を要する見込みのものとする。 

(4)「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち

1月未満で治療できる見込みのものとする。 

 

２ 住家被害 

(1)「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうか

を問わない。 

(2)「全壊」とは、住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒

壊、流出、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、

劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況

に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難な

もので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の7

0％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構造要素（ここでいう「主要な構造要素」と

は、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を

含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が5

0％以上に達した程度のものとする。 

(3)「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の

損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分が

その住家の延べ床面積の20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

(4)「一部損壊」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度

のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

(5)「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹

木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

(6)「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

 

３ 非住家被害 

(1)「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。これ

らの施設に人が住居しているときは、当該部分は住家とする。 

(2)「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物

とする。 

(3)「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

(4) 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 
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４ その他（用語の解説） 

(1)「田の流出、埋没」とは、田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になっ

たものとする。 

(2)「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

(3)「畑の流出、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

(4)「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護

学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

(5)「道路」とは、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路のうち、橋りょう

を除いたものとする。 

(6)「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

(7)「河川」とは、河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しく

はその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若

しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

(8)「港湾」とは、港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項に規定する水域施設、外かく施設、

けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

(9)「砂防」とは、砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規定する砂防施設、同法第3条の規定に

よって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の２の規定によって同法が準用され

る天然の河岸とする。 

(10)「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

(11)「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

(12)「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能とな

ったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被

害を受けたものとする。 

(13)「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

(14)「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 

(15)「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点におけ

る戸数とする。 

(16)「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっっている戸数のうち最も多

く供給停止となった時点における戸数とする。 

(17)「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

(18)「り災世帯」とは、災害により、全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

(19)「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

 

５ 火災発生 

火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合にみ報告するものであること。 
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６ 被害金額 

(1)「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

(2)「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和225年法律第169号）による補助対象となる施設といい、具体的には、農地、農業用施設、

林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

(3)「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）によ

る国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、

道路、港湾及び漁港とする。 

(4)「その他の公共施設」とは、公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施

設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

(5)災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外書きするものとする。 

(6)「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設の被害を受けた市町村とする。 

(7)「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等

の被害とする。 

(8)「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

(9)「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

(10)「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の

被害とする。 

(11)「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

 

７ その他 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況そ

の他について簡潔に記入するものとする。 
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５ 孤立集落の状況、避難所開設状況調査表 
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５ 災害対策本部用情報・通信機器一覧 
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第１０章 各部隊活動要領 

 

各部隊は、各所掌事務の具体的な活動内容等を「部隊活動要領」として別途定める。 

 

 

 

 



第２章 県災害対策本部設置施設  【防災対策部 災害対策推進課】 

 

第１節 県庁舎 

 

１．三重県災害対策本部統括部 

施設名 所在地 代替施設名 所在地 

三重県庁 

講堂棟 
津市広明町１３ 

三重県庁 

行政棟 
津市広明町１３ 

 

２．三重県地方災害対策部 

施設名 所在地 代替施設名 所在地 

桑名庁舎 桑名市中央町５丁目７１ 
三重県工業研究所

金属研究室 

桑名市大字志知 

字西山２０８ 

四日市庁舎 四日市市新正４－２１－５ 
三重県広域防災拠

点（北勢拠点） 

四日市市中村町 

２２８１－２ 

鈴鹿庁舎 鈴鹿市西条５丁目１１７ 三重県消防学校 鈴鹿市石薬師町４５２ 

津庁舎 津市桜橋３－４４６－３４ 三重県工業研究所 津市高茶屋５－５－４５ 

松阪庁舎 松阪市高町１３８ 三重県農業大学校 松阪市嬉野川北町５３０ 

伊勢庁舎 伊勢市勢田町６２８－２ 
三重県伊勢庁舎 

別館 
伊勢市勢田町６２８－２ 

伊賀庁舎 伊賀市四十九町２８０２ 
三重県広域防災拠

点（伊賀拠点） 
伊賀市荒木１８５６ 

尾鷲庁舎 尾鷲市坂場町西町１番１号 

三重県広域防災拠

点（東紀州〔紀北〕

拠点） 

尾鷲市光ヶ丘２８－６１ 

熊野庁舎 熊野市井戸町３７１ 
三重県職員公舎 

紀南寮 

熊野市井戸町 

１１５０－１ 

 

 

第２節 三重県広域防災拠点 

 

施設名 所在地 

三重県広域防災拠点（北勢拠点） 四日市市中村町２２８１－２ 

三重県広域防災拠点（中勢拠点） 鈴鹿市石薬師町４５２ 

三重県広域防災拠点（伊勢志摩拠点） 伊勢市朝熊町字東谷３４７７－１５ 

三重県広域防災拠点（伊賀拠点） 伊賀市荒木１８５６ 

三重県広域防災拠点（東紀州〔紀北〕拠点） 尾鷲市光ヶ丘２８－６１ 

三重県広域防災拠点（東紀州〔紀南〕拠点） 熊野市久生屋町１３３０－２ 



 

第３節 市町庁舎 

 

１．市町災害対策本部 

施設名 所在地 

津市役所 津市西丸之内２３番１号 

四日市市市役所 四日市市諏訪町１番５号 

伊勢市役所 伊勢市岩渕１丁目７番２９号 

松阪市役所 松阪市殿町１３４０番１ 

桑名市役所 桑名市中央町二丁目３７番地 

鈴鹿市役所 鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号 

名張市役所 名張市鴻之台１番町１番地 

尾鷲市役所 尾鷲市中央町１０番４３号 

亀山市役所 亀山市本丸町５７７番地 

鳥羽市役所 鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

熊野市役所 熊野市井戸町７９６番地 

いなべ市役所 いなべ市員弁町笠田新田１１１番地 

志摩市役所 志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２ 

伊賀市役所 伊賀市四十九町３１８４番地 

木曽岬町役場 桑名郡木曽岬町大字西対海地２５１番地 

東員町役場 員弁郡東員町大字山田１６００番地 

菰野町役場 三重郡菰野町大字潤田１２５０番地 

朝日町役場 三重郡朝日町大字小向８９３番地 

川越町役場 三重郡川越町大字豊田一色２８０番地 

多気町役場 多気郡多気町大字相可１６００番地 

明和町役場 多気郡明和町大字馬之上９４５番地 

大台町役場 多気郡大台町佐原７５０番地 

玉城町役場 度会郡玉城町田丸１１４番地の２ 

度会町役場 度会郡度会町棚橋１２１５番地の１ 

大紀町役場 度会郡大紀町滝原１６１０番地の１ 

南伊勢町役場 度会郡南伊勢町五ヶ所浦３０５７番地 

紀北町役場 北牟婁郡紀北町東長島７６９番地１ 

御浜町役場 南牟婁郡御浜町大字阿田和６１２０番地の１ 

紀宝町役場 南牟婁郡紀宝町鵜殿３２４番地 

 



 

第３章 各種防災資機材 

 

第１節 広域防災拠点等 資機材備蓄状況【防災対策部 災害対策課推進】 

    施設名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資機材名 

単
位 

北
勢
拠
点
備
蓄
倉
庫 

中
勢
拠
点
備
蓄
倉
庫 

伊
賀
拠
点
備
蓄
倉
庫 

名
張
市
防
災
セ
ン
タ
ー 

伊
勢
志
摩
拠
点
備
蓄
倉
庫 

県
志
摩
庁
舎 

東
紀
州
〔
紀
北
〕
拠
点
備
蓄
倉
庫 

東
紀
州
〔
紀
南
〕
拠
点
備
蓄
倉
庫 

合
計 

フォークリフト 台 4 2 2  2  2 3 15 

発電機 

（ガソリン） 

定格出力 

交流 0.9KVA 以上 

台 242 289 52 28 223 15 15 15 879 

発電機 

（ガソリン） 

定格出力 

交流 2.4KVA 以上 

台  62 8      70 

発電機 

（ガソリン） 

定格出力 

交流 2.8KVA 以上 

台  69   2    71 

発電機 

（ＬＰガス） 

定格出力 

交流 0.9KVA 以上 

台 6 6   7  3 2 24 

投光機 

500W×1 灯 
台 173 432 52 28 181 15 16 13 910 

投光機 

500W×2 灯 
台  62 8     4 74 

担架 台 345 1,040 99 60 463 9 30 30 2,076 

防水ｼｰﾄ 

3.6m×5.4m 
枚 1,160 2,260 190 150 1,300 90 71 118 5,339 

防水ｼｰﾄ 

5.4m×5.4m 
枚  130       130 

仮設ﾄｲﾚ(組立式) 台  185 10  2  2 3 202 

携帯ﾄｲﾚ(薬剤ｾｯﾄ) 

汚物ﾊﾟｯｸ 100 袋 

薬剤 100 袋/ｾｯﾄ 

ｾｯﾄ 376 786 147 87 683 30 45 45 2,199 

携帯ﾄｲﾚ(薬剤ｾｯﾄ) 

汚物ﾊﾟｯｸ 200 袋 

薬剤 200 袋/ｾｯﾄ 

ｾｯﾄ 550  50  150  6 44 800 

簡易(箱型)ﾄｲﾚ ｾｯﾄ 717 921 232 87 1,042 30 48 129 3,206 

簡易ﾄｲﾚ用ﾃﾝﾄ 張 200  60  200  5 45 510 

浄水器 台 11 58      6 75 

救助用ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ 艇  5   5   1 11 

ｴｱｰﾃﾝﾄ 

6m×6m 
基  2   2  1 1 6 

夜間航空灯火 ｾｯﾄ  1 1  1  1 1 5 



 

救助工具用ｾｯﾄ ｾｯﾄ 2 2 2  4  2 2 14 

簡易ベッド 台 1,176 112   56   56 1,400 

間仕切り 

（段ボール） 
個 140        140 

間仕切り 

（簡易テント） 
個 1,053 108   51   48 1,260 

 

第２節 化学消火薬剤等保有現況 

 (1) 海上保安庁の保有【防災対策部 災害即応・連携課】 

保     管 所   在   地 

電 話 番 号 化 学 消 火 剤 オイル 

フェンス 

 

油処理剤 油吸着材 備考 
市外局番 局番 

番  

号 
たん白系 

合成界面 

活 性 剤 
粉 末 

     l l kg m l 枚  

名 古 屋 海 上 保 安 部 名古屋市南区入船２丁目3-12 052 661 1615～7 5,540 440 2,000 640 6,110 466  

衣 浦 海 上 保 安 署 半田市11号地２ 0569 22 4999 0 600 0 220 270 335  

三 河 海 上 保 安 署 豊橋市神野ふ頭町3-11 0532 34 0118 0 800 0 0 828 210  

中 部 空 港 海 上 保 安 

航 空 基 地 
常滑市セントレア1-2 0569 38 8188 800 0 0 0 252 56  

四 日 市 海 上 保 安 部 四日市市千歳町5-1 059 357 0118 13,400 5,300 2,000 1,000 6,600 622  

鳥 羽 海 上 保 安 部 鳥羽市鳥羽1-2383-28 0599 25 0118 600 200 0 140 4,220 390  

     浜島分室 志摩市浜島町大字浜島 0599 53 0300 0 0 0 0 252 101  

尾 鷲 海 上 保 安 部 尾鷲市南陽町6-34 0597 25 0118 500 620 0 0 1,360 240  

計     20,840 7,960 4,000 2,000 19,892 2,420  

   (注) 各資材は､ 基地保有のほか所属巡視船艇に分散登載している｡  

 

 (2) 県の保有 (貸付)【防災対策部 消防・保安課、農林水産部 水産振興課】 

保     管 所   在   地 

電 話 番 号 化 学 消 火 剤 オイル 

フェンス 

 

油処理剤 油吸着材 備考 
市外局番 局番 番 号 たん白系 

合成界面 

活 性 剤 
粉 末 

     l l kg m l 枚  

四 日 市 市 消 防 本 部 四日市市西新地14-4 059 356 2001        

三重紀北消防組合 尾鷲市大字南浦字上中川1321 0597 22 8670     3,344   

鳥 羽 市 
鳥羽磯部漁業協同組合 

答志支所 
0599 37 

1433 

 
   100   

水 産 振 興

課分 

〃 
鳥羽磯部漁業協同組合

和具浦支所 
0599 37 2010    25   〃 

南 伊 勢 町 
南伊勢町役場    

水産農林課 
0596 77 0007    180   〃 

三重県漁業協同組合連合会 
伊勢湾漁業協同組合 

今一色支所 
059 228 1205    360  12,500 〃 

計         665 3,344 12,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 各建設事務所の保有【県土整備部 河川課 港湾・海岸課 道路管理課】 

保  管 所   在   地 
電 話 番 号 オイルフェンス 

(ｍ) 

吸着マット 

(枚) 

組立ボート 

(曳) 市外局番 局 番 番 号 

桑 名 建 設 事 務 所 桑名市中央町５丁目７１ 0594 24 3663 100 1,000 1 

四 日 市 建 設 事 務 所 四日市市新正４丁目２１－５ 059 352 0671 80 400 0 

鈴 鹿 建 設 事 務 所 鈴鹿市西条５丁目１１７ 059 382 8691 550 4,220 0 

津 建 設 事 務 所 津市桜橋３丁目４４６－３４ 059 223 5215 580 4,700 1 

松 阪 建 設 事 務 所 松阪市高町１３８ 0598 50 0579 780 7,200 1 

伊 勢 建 設 事 務 所 伊勢市勢田町６２２ 0596 27 5205 120 1,100 1 

志 摩 建 設 事 務 所 志摩市阿児町鵜方３０９８－９ 05994 3 9626 140 3,700 2 

伊 賀 建 設 事 務 所 伊賀市四十九町２８０２ 0595 24 8210 330 3,000 1 

尾 鷲 建 設 事 務 所 尾鷲市坂場西町１－１ 0597 23 3539 540 3,340 1 

熊 野 建 設 事 務 所 熊野市井戸町３７１ 0597 89 6147 120 2,000 1 

計     3,340 30,600 9 

 

 



 

第３節 林野火災対策備蓄資機材【防災対策部 災害対策推進課、防災対策総務課】 

 (1)  県  有 

   ア  陸上用資機材 

資 機 材 名 規      格 数 量 保 管 場 所 

チ ェ ー ン ソ ー 
ラビットＣＬ60 5台 ５台 陸上自衛隊 

 

ジェットシューター 
60cm×40cm  18ℓ 入 15台 15台  陸上自衛隊 

 

自 動 刈 り は ら い 機  ５台 陸上自衛隊 

ロ ー プ １本  20ｍ 30本   〃   

消 火 薬 剤 ファイヤーストップ20ℓ 入 88缶   〃   

と び  20本 陸上自衛隊 

な た  30丁   〃   

 

  イ  空中用消火資機材      

保管場所 

尾鷲市 

倉 庫 

資 機 材 名 規     格 

中型ヘリ用散布装置 水のう型(700ℓ 入) ５台 

混合機 ポンプ噴射水利用(高島式) ２台 

組立水そう ナイロンターポリン製(2,500ℓ 入) ２台 

可搬式動力ポンプ ラビット  30ＨＰ ３台 

ホース 径65mm  長20ｍ 12本 

吸管 径75mm  長６ｍ ３本 

エフアールＳ 20kg入 250缶 

増粘剤 20kg入 20袋 

着色剤  30kg 

 

  ウ 防災航空隊空中消火資機材 

資 機 材 名 規      格 数   量 

防災ヘリ用散水装置 
消火バケット型(1000ℓ ) 

内1台パワーフィルシュノーケル付 
２ 台 

 



 

 

第４節 応急給水用車両及び資機材【環境生活部 大気・水環境課】 

（市町保有分）  

市町名 
給  水  車 ろ  か  器 給 水 タ ン ク ポリタンク、 

給水袋 保有数 能   力 保有数 能   力 保有数 能   力 

 台 ｍ３ 台 ℓ ／H 台 ｍ３ 個、枚、器 

津市 4 

2×2.0 

1×4.0 

1×8.0 

  29 

3×0.3 

11×0.5 

9×1.0 

6×2.0 

 

66個×20ℓ  

3,700枚×24ℓ  

12,250枚×3ℓ  

5,820枚×10ℓ  

四日市市 3 3×2.0 4 
1×4,000 

3×2,000 
23 23×1.0 

30個×20ℓ  

16,000枚×6ℓ  

180枚×10ℓ  

（大型給水袋） 

2枚×1,000ℓ  

伊勢市 3 

1×1.8 

1×2.0 

1×4.0 

2 2×250 10 

1×0.3 

1×0.5 

5×1.0 

1×1.5 

2×2.0 

16,330枚×6ℓ  

松阪市 1 1×2.0   16 

3×0.3 

4×0.5 

6×1.0 

3×1.5 

19個×20ℓ  

6,200枚×6ℓ  

桑名市 1 1×3.4   8 

5×1.0 

2×1.5 

1×2.0 

37個×10ℓ  

10,300枚×6ℓ  

伊賀市 2 
1×2.0 

1×3.6 
  10 10×0.5 

7個×20ℓ  

4,600枚×6ℓ  

鈴鹿市 2 
1×2.0 

1×4.0 
  5 5×1.0 

120個×10ℓ  

330個×20ℓ  

10,000枚×10ℓ  

名張市 2 
1×2.0 

1×4.0 
  8 

5×0.5 

2×1.0 

1×2.0 

40個×20ℓ  

5,200枚×6ℓ  

180枚×10ℓ  

尾鷲市     3 

1×0.5 

1×1.0 

1×1.5 

1,750枚×3ℓ  

250枚×10ℓ  

亀山市 1 1×3.5   3 
2×1.0 

1×2.0 
1,000枚×5ℓ  

鳥羽市     4 

2×1.5 

1×1.8 

1×2.0 

300個×20ℓ  

10,000枚×6ℓ  

熊野市     27 

2×0.1 

4×0.2 

6×0.3 

9×0.5 

6×1.0 

240個×10ℓ  

50個×18ℓ  

100枚×5ℓ  

6,760枚×6ℓ  

190枚×10ℓ  

いなべ市 1 1×2.5   11 

5×0.5 

1×0.6 

3×1.0 

2×2.0 

32個×20ℓ  

22,500枚×6ℓ  

志摩市 2 
1×1.8 

1×2.0 
  11 

4×0.5 

6×1.0 

1×2.0 

49個×20ℓ  

4,402枚×6ℓ  



 

市町名 
給  水  車 ろ  か  器 給 水 タ ン ク ポリタンク、 

給水袋 保有数 能   力 保有数 能   力 保有数 能   力 

 台 ｍ３ 台 ℓ ／H 台 ｍ３ 個、枚、器 

東員町   5 5×2,000 9 

5×0.5 

3×1.0 

1×2.0 

19個×20ℓ  

木曽岬町   1 1×1,000 2 2×1.0 1,900枚×6ℓ  

菰野町 1 1×2.0   2 
1×0.5 

1×1.5 

90個×10ℓ  

40個×20ℓ  

朝日町     1 1×1.0 
170個×20ℓ  

200枚×3ℓ  

川越町   2 2×1,800 1 1×1.5 

13個×20ℓ  

1,794枚×5ℓ  

9,397枚×6ℓ  

多気町 1 1×1.65   2 
1×1.0 

1×1.5 

10個×20ℓ  

5,320枚×6ℓ  

明和町     5 

1×0.3 

1×1.0 

3×1.5 

1,800枚×6ℓ  

大台町     17 

5×0.5 

2×1.0 

9×2.0 

1×20.0 

2,000枚×6ℓ  

玉城町     2 
1×1.5 

1×1.6 
3,000枚×6ℓ  

大紀町 1 1×8.0   3 
2×1.0 

1×2.0 

46個×18ℓ  

64枚×10ℓ  

度会町     8 

5×0.5 

1×1.0 

1×1.5 

1×2.0 

7,400枚×3ℓ  

南伊勢町     25 
20×0.5 

5×1.0 
200個×10ℓ  

紀北町   2 2×2,083 2 
1×1.0 

1×1.5 

60個×20ℓ  

5,400枚×6ℓ  

御浜町     7 
6×0.3 

1×1.5 

15個×20ℓ  

4,300枚×4ℓ  

5,900枚×6ℓ  

紀宝町 1 1×2.0 6 
1×500 

5×2,000 
11 

4×1.0 

7×1.5 

93個×20ℓ  

4,500枚×6ℓ  

 計  26  22  265   

 

（県企業庁保有分）【企業庁 水道事業課】 

 
給  水  車 ろ  か  器 給 水 タ ン ク 

ポリタンク 
保有数 能   力 保有数 能   力 保有数 能   力 

 台 ｍ３ 台 ℓ /H 台 ｍ３ 個 

播磨浄水場 

（桑名市） 
        1 １×1.5 

（給水袋） 

常備数500袋×6

ℓ  

水沢浄水場 

（ 四 日 市

市） 

        1 １×1.5 

（給水袋） 

常備数500袋×6

ℓ  



 

 
給  水  車 ろ  か  器 給 水 タ ン ク 

ポリタンク 
保有数 能   力 保有数 能   力 保有数 能   力 

 台 ｍ３ 台 ℓ /H 台 ｍ３ 個 

中勢水道事

務所 

（津市） 

        1 １×1.5 

（給水袋） 

常備数500袋×6

ℓ  

南勢水道事

務所 

（多気町） 

        1 １×1.5 

（給水袋） 

常備数500袋×6

ℓ  

 

 

第５節 応急排水用資機材【農林水産部 農業基盤整備課】 

区 
 
 
 
 

分 

原  動  機 ポ  ン  プ 付属品 鉄管 

保 

管 

場 

所 馬力型式 
エンジン 

ナンバー 
m／m 型  式 

ポ ン プ 

ナ ン バ ー 

ス
ル
ー
ス
バ
ル
ブ 

フ
ー
ト
弁 

平
ベ
ル
ト 

1.00 

m 

1.50 

m 

2.50 

m 
90° 45° 

1  16HP   三菱 M-16  1741 － － － 1 1 － 2 2 2 － － 

埋蔵文化

財センタ

ー嬉野分

室内 

2 － － φ250   エバラ斜流 RB-50042 1 1 － 2 2 2 － － 〃 

計    １ 台    １ 台 2 2 － 4 4 4 － －  

 

 



 

第４章  防災施設と設備 

 

第１節 災害拠点病院【医療保健部 医療政策課】 

区 分 施 設 名 所 在 名 電 話 番 号 

基 幹 三重県立総合医療センター 四日市市大字日永５４５０－１３２ ０５９－３４５－２３２１ 

地 域 

三重県厚生連三重北医療センタ

ー いなべ総合病院 
いなべ市北勢町阿下喜７７１ ０５９４－７２－２０００ 

桑名市総合医療センター 桑名市寿町３丁目１１ ０５９４－２２－１２１１ 

市立四日市病院 四日市市芝田２丁目２－３７ ０５９－３５４－１１１１ 

三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院 鈴鹿市安塚町字山之花１２７５－５３ ０５９－３８２－１３１１ 

国立大学法人三重大学医学部附

属病院 
津市江戸橋２丁目１７４ ０５９－２３２－１１１１ 

国立病院機構三重中央医療セン

ター 
津市久居明神町２１５８－５ ０５９－２５９－１２１１ 

三重県厚生連 松阪中央総合病

院 
松阪市川井町字小望１０２ ０５９８－２１－５２５２ 

社会福祉法人恩賜財団 済生会 

松阪総合病院 
松阪市朝日町一区１５－６ ０５９８－５１－２６２６ 

松阪市民病院 松阪市殿町１５５０ ０５９８－２３－１５１５ 

伊勢赤十字病院 伊勢市船江１丁目－４７１－２ ０５９６－２８－２１７１ 

市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町３０３８ ０５９６－２３－５１１１ 

三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方１２５７ ０５９９－４３－０５０１ 

伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市四十九町８３１ ０５９５－２４－１１１１ 

名張市立病院 名張市百合が丘西１番町１７８ ０５９５－６１－１１００ 

尾鷲総合病院 尾鷲市上野町５－２５ ０５９７－２２－３１１１ 

紀南病院組合立 紀南病院 南牟婁郡御浜町阿田和４７５０ ０５９７９－２－１３３３ 

 

 

第２節 災害医療支援病院【医療保健部 医療政策課】 

区 分 施 設 名 所 在 名 電 話 番 号 

地 域 

青木記念病院 桑名市中央町５丁目７ ０５９４－２２－１７１１ 

四日市羽津医療センター 四日市市羽津山町１０－８ ０５９－３３１－２０００ 

三重県厚生連 三重北医療セン

ター菰野厚生病院 
三重郡菰野町福村７５ ０５９－３７３－１２１２ 

鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町１１２－１ ０５９－３７５－１２１２ 

亀山市立医療センター 亀山市亀田町４４６－１ ０５９５－８３－０９９０ 

 



 

第３節 救急告示医療機関【医療保健部 医療政策課】 

保

健

所 

区 

分 
施 設 名 所  在  地 電 話 番 号 

桑
名 

病
院 

桑名市総合医療センター 桑名市寿町３丁目１１ ０５９４－２２－１２１１ 

医療法人 桑名病院 桑名市京橋町３０ ０５９４－２２－０４６０ 

青木記念病院 桑名市中央町５丁目７ ０５９４－２２－１７１１ 

ヨナハ丘の上病院 桑名市さくらの丘１番地 ０５９４－４１－４７８１ 

もりえい病院 桑名市内堀２８－１ ０５９４－２３－０４５２ 

三重県厚生連 三重北医療セン

ター いなべ総合病院 
いなべ市北勢町阿下喜７７１ ０５９４－７２－２０００ 

医療法人社団大和会 日下病院 いなべ市北勢町阿下喜６８０ ０５９４－７２－２５１１ 

三重県厚生連 三重北医療セン

ター 菰野厚生病院 
三重郡菰野町福村７５ ０５９－３９３－１２１２ 

 

四
日
市
市 

 

病
院 

市立四日市病院 四日市市芝田２丁目２－３７ ０５９－３５４－１１１１ 

三重県立総合医療センター 
四日市市大字日永５４５０－１３

２ 
０５９－３４５－２３２１ 

四日市羽津医療センター 四日市市羽津山町１０－８ ０５９－３３１－２０００ 

小山田記念温泉病院 四日市市山田町５５３８－１ ０５９－３２８－１２６０ 

医療法人 富田浜病院 四日市市富田浜町２６－１４ ０５９－３６５－００２３ 

医療法人社団 山中胃腸科病院 四日市市小古曽３丁目５－３３ ０５９－３４５－０５１１ 

医療法人社団主体会 主体会病院 四日市市城北町８－１ ０５９－３５４－１７７１ 

医療法人尚豊会 みたき総合病院 四日市市生桑町菰池４５８－１ ０５９－３３０－６０００ 

医療法人社団プログレス四日市消化

器病ｾﾝﾀｰ 

四日市市下海老町字高松１８５－

３ 
０５９－３２６－３０００ 

鈴
鹿 

病
院 

高木病院 鈴鹿市高岡町５５０ ０５９－３８２－１３８５ 

鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町１１２－１ ０５９－３７５－１２１２ 

三重県厚生連 鈴鹿中央総合病

院 

鈴鹿市安塚町字山之花１２７５－

５３ 
０５９－３８２－１３１１ 

医療法人誠仁会 塩川病院 鈴鹿市平田１丁目３－７ ０５９－３７８－１４１７ 

亀山市立医療センター 亀山市亀田町４６６－１ ０５９５－８３－０９９０ 

村瀬病院 鈴鹿市神戸３－１２－１０ ０５９－３８２－０３３０ 

診

療

所 

川口整形外科 亀山市野村４丁目４－１９ ０５９５－８２－８７２１ 

津 

病
院 

大門病院 津市大門１－３ ０５９－２２６－５５２５ 

武内病院 津市一色町２１５－１ ０５９－２２６－１１１１ 

医療法人 永井病院 津市西丸之内２９－２９ ０５９－２２８－５１８１ 

国立大学法人三重大学医学部附

属病院 
津市江戸橋２丁目１７４ ０５９－２３２－１１１１ 

遠山病院 津市南新町１７－２２ ０５９－２２７－６１７１ 

医療法人 吉田クリニック 津市栗真中山町下沢７９－５ ０５９－２３２－３００１ 

岩崎病院 津市一身田町３３３ ０５９－２３２－２２１６ 

津生協病院 津市寿町１６－２４ ０５９－２２５－２８４８ 

若葉病院 津市南中央２８－１３ ０５９－２２７－０２０７ 

国立病院機構三重中央医療センター 津市久居明神町２１５８－５ ０５９－２５９－１２１１ 

榊原温泉病院 津市榊原町１０３３－４ ０５９－２５２－１１１１ 

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６ ０５９－２６２－０６００ 

松
阪 

病
院 

三重県厚生連 松阪中央総合病院 松阪市川井町字小望１０２ ０５９８－２１－５２５２ 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

松阪総合病院 
松阪市朝日町一区１５－６ ０５９８－５１－２６２６ 

松阪市民病院 松阪市殿町１５５０ ０５９８－２３－１５１５ 

三重県厚生連 大台厚生病院 多気郡大台町上三瀬６６３－２ ０５９８－８２－１３１３ 



 

保

健

所 

区 

分 
施 設 名 所  在  地 電 話 番 号 

三重ハートセンター 多気郡明和町大字大淀２２２７－１ ０５９６－５５－８１８８ 

伊
勢 

病
院 

市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町３０３８ ０５９６－２３－５１１１ 

伊勢赤十字病院 伊勢市船江１丁目－４７１－２ ０５９６－２８－２１７１ 

医療法人全心会 伊勢ひかり病

院 
伊勢市御薗町高向８１０－１ ０５９６－２２－１１５５ 

医療法人 伊勢田中病院 伊勢市大世古４丁目６－４７ ０５９６－２５－３１１１ 

町立南伊勢病院 度会郡南伊勢町船越２５４５ ０５９９－６６－００１１ 

国民健康保険志摩市民病院 志摩市大王町波切１９４１－１ ０５９９－７２－５５５５ 

三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方１２５７ ０５９９－４３－０５０１ 

診

療

所 

南島メディカルセンター 度会郡南伊勢町慥柄浦１－１ ０５９６－７２－０００１ 

伊
賀 

病
院 

伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市四十九町８３１ ０５９５－２４－１１１１ 

社会医療法人畿内会 岡波総合

病院 
伊賀市上之庄２７１１－１ ０５９５－２１－３１３５ 

名張市立病院 名張市百合が丘西１番町１７８ ０５９５－６１－１１００ 

診

療

所 

金丸脳脊髄外科クリニック 伊賀市佐那具町８０４－１ ０５９５－４１－１１９２ 

尾
鷲 

病

院 

尾鷲総合病院 尾鷲市上野町５－２５ ０５９７－２２－３１１１ 

長島回生病院 北牟婁郡紀北町東長島２ ０５９７－４７－１６５１ 

熊

野 

病

院 
紀南病院組合立 紀南病院 南牟婁郡御浜町阿田和４７５０ ０５９７９－２－１３３３ 

 
     



 

第４節 応急給水拠点【企業庁 水道事業課】 

ブロック

名 

水道事務所

名 
調整池・浄水池名 場      所 

確保水量 

（㎥） 

北勢 北勢水道 

蓮花寺調整池 桑名市藤ヶ丘 7,174 

播磨調整池 桑名市播磨 2,516 

野々田調整池 四日市市水沢町 914 

      ３調整池小計  10,604 

播磨浄水場浄水池 桑名市播磨 3,249 

水沢浄水場浄水池 四日市市水沢町 10,146 

      ２浄水池小計  13,395 

 北勢ブロック合計  23,999 

中勢 中勢水道 

高野調整池 津市一志町高野 9,144 

安濃調整池 津市安濃町野口 2,040 

      ２調整池小計  11,184 

高野浄水場浄水池 津市一志町高野 4,263 

大里浄水場浄水池 津市大里山室町 3,592 

      ２浄水池小計  7,855 

 中勢ブロック合計  19,039 

南勢 

志摩 
南勢水道 

多気調整池 多気郡多気町土羽 3,323 

長谷調整池 多気郡多気町長谷 779 

伊勢調整池 伊勢市佐八町 2,475 

鍛冶屋調整池 伊勢市横輪町 1,407 

      ４調整池小計  7,984 

多気浄水場浄水池 多気郡多気町相可 3,857 

      １浄水池小計  3,857 

 南勢ブロック合計  11,841 

合  計   合計１４箇所 
 

54,879 

 

 

 



 

第５節 ごみ、し尿処理施設現況と運搬車両【環境生活部 資源循環推進課】令和３年度末時点 

市町名及び 

一部事務組合等名称 

ご       み し      尿 

焼却施設 

（RDF化施設を含む） 
収 集 車 処 理 施 設 収 集 車 

施設数 処理能力 台 数 積載量 施設数 処理能力 台 数 積載量 

  (t／日)  (t)  (kl／日)  (kl) 

津 市 3 435 18 48 2 328   

四 日 市 市 1 336 51 149     

伊 勢 市   8 20     

松 阪 市 1 200 32 68     

桑 名 市   2 6     

鈴 鹿 市 1 270   1 270   

尾 鷲 市 1 45 0 0 1 50 4 7 

亀 山 市 1 80 2 6 1 60   

鳥 羽 市   2 4     

熊 野 市 1 30 12 24 1 40   

い な べ 市 1 50 7 17     

志 摩 市   13 25     

伊 賀 市   2 4 1 170 6 11 

東 員 町   4 12     

菰 野 町 1 43.8 13 32     

明 和 町   5 14     

玉 城 町   3 9     

度 会 町   3 8     

南 伊 勢 町 1 16.48 12 27     

紀 北 町 2 41 13 22 1 35   

御 浜 町   6 12     

紀 宝 町   7 19     

奥 伊 勢 広 域 行 政 組 合     1 40   

朝 明 広 域 衛 生 組 合     1 300   

松 阪 地 区 広 域 衛 生 組 合     1 200   

伊 賀 南 部 環 境 衛 生 組 合 1 95 7 15 1 123   

鳥 羽 志 勢 広 域 連 合 1 95   1 155   

桑 名 ・ 員 弁 広 域 連 合     1 164   

伊 勢 広 域 環 境 組 合 1 240   1 270   

朝日町,川越町組合立環境CC   6 18     

桑 名 広 域 清 掃 事 業 組 合 1 174       

香肌奥伊勢資源化広域連合   16 45     

委 託 業 者   588 1,709   91 372 

許 可 業 者   6,628 17,392   556 2,160 

※令和３年度末現在において、新設（建設中）、休止、廃止の施設を除く 



 

第 ５ 章  物 資 の 備 蓄 と 調 達 

 

第１節 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（抜粋）【農林水産部 農産園芸課】 

        （平成２１年５月２９日付 ２１総食第１１３号 総合食料局長通知） 

 

第４章 政府所有米穀の販売 

 

 第11 災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例 

１ 災害救助用米穀の引渡しの体制整備 

(1) 農産局長は、次に掲げる法律が発動された場合に、被災地等を管轄する都道府県知事(以下「知事」とい

う。）又は市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）からの政府所有米穀の緊急の引渡要請を踏まえ対応する。 

ア 災害救助法(昭和22年法律第118号）が発動され、救助を行う場合 

イ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）が発動され、救援を

行う場合 

(2) (1）の具体的な内容は、次のとおりとする。 

ア 農産局長が、知事又は市町村長の要請に応じて引き渡す米穀（以下「災害救助用米穀」という。）は、国内産

米穀とする 

イ 知事は、災害救助用米穀を農産局長から全量買い受ける 

ウ イの米穀を販売する価格は、農産局長が別途定める。 

エ 代金の納付期間は次のとおりとし、担保及び金利を徴しない 

(ｱ) (1)のアの場合は、30日以内(次に掲げる要件をすべて満たす場合は、３か月以内）であって農産局長と知事

が協議して決定した期間とする。 

ａ 大規模な災害が発生し、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づき政府が緊急災害対策本部又は非常

災害対策本部を設置したこと。 

ｂ 自衛隊の派遣が行われていること。 

ｃ 知事から30日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、農産局長がやむを得ないと認めること。 

(ｲ) (1)のイの場合は、３か月以内であって農産局長と知事が協議し決定した期間とする。 

２  災害救助用米穀の引渡方法 

農産局長は、知事からの要請に応じて災害救助用米穀を知事に販売するときは、以下により販売手続を行う。 

(1) 農産局長は、災害救助用米穀を知事又は市町村長の要請に応じて引き渡すときは、知事と売買契約書により

契約を締結する。 

(2) 農産局長は、契約の締結を受けて受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引取人に災害救助用米穀を

引き渡すよう指示する。 

(3) 農産局長は、災害救助用米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被災地等の状況その他の事情に

より知事と契約を締結するいとまがないと認める場合は、(1)及び(2)の規定にかかわらず、契約の締結前であって

も、受託事業体に対し、知事又は知事が指定する引取人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示することができる。

この場合において、農産局長は、当該米穀の引き渡し後遅滞なく知事と売買契約書（案）（様式4-24）により契約

を締結するものとする。 



 

様式４－２４ 

（災害救助法又は国民保護法の発動に伴う知事に対する延納売却） 

政府所有主要米穀売買契約書 

 

１ 種類 

２ 数量 

３ 代金  

               内 訳 

 

４ 現品受渡場所        

５ 現品受渡期限        令和   年   月   日 

６ 代金納付場所        日本銀行本店、支店又は代理店（歳入代理店を含む。） 

７ 代金納付期限        令和   年   月   日 

８ 買受目的        

  

 食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長○○○○（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」

という。）とは、上記政府所有主要米穀（以下「現品」という。）の売買について、次の条項により契約を締結す

る。 

 

 （延納の特約） 

第１条 甲は、乙に売却する現品の代金納付については、この契約の定めるところにより、延納を認めるものとす

る。 

 

 （契約保証金・延納担保及び延納利息） 

第２条 甲は、この契約に伴う契約保証金、延納担保及び延納期間中の延納利息を免除するものとする。 

 

 （買受代金の納付） 

第３条 乙は、買受代金を食料安定供給特別会計歳入徴収官である農林水産省農産局長（以下「歳入徴収官」とい

う。）の発行する納入告知書によって代金納付期限までに、日本銀行本店、支店又は代理店（歳入代理店を含む。）

に納付しなければならない。 

 

２ 歳入徴収官は、特に必要があると認めたときは、前項の納付場所を指定することができる。 

用 途 産地 等包 量
（価格） 種別 産年 数量（キロ数） 単 価 金 額 備 考
区 分 品種 級装 目

計

消費税及び
地方消費税
の 相 当 額

合 計



 

 （現品の引渡し） 

第４条 甲は、現品の引渡しを、政府が所有する米穀(SBS方式により輸入された米穀を除く。以下「政府所有米

穀」という。）の販売等に関する業務を委託された者（以下「受託事業体」という。）に行わせるものとし、受託事

業体が発行する引渡通知書（仮称）と、乙の発行する受領書を交換することによって行うものとする。 

 

２ 乙は、現品受渡期限までに前項の規定による現品の受渡しを受けなければならない。 

 

３ 甲は、乙の希望に基づき、甲が定めた現品引渡場所まで運送し、現品を引き渡すことができる。 

 

 （契約の内容に適合しない現品の交換） 

第５条 引き渡した現品に本契約の内容に適合しないものが発見されたときは、乙は、直ちにその使用を中止し、

速やかに受託事業体に連絡するものとする。 

 

２ 受託事業体は、乙から前項の連絡を受けたときは、乙と協議の上、契約の内容に適合しない現品と同等の現品

を乙に引き渡さなければならない。 

 

３ 乙は契約の内容に適合しない現品を受託事業体に返還するものとし、返還の費用は受託事業体が負担する。 

 

 （保管料の負担区分） 

第６条 現品の保管料は、引渡通知書の交付の日の当日分から乙が負担するものとする。 

 

 （危険負担） 

第７条 第４条による受渡しが行われた後に生じた現品の亡失損傷等の事故による損害は、乙の負担とする。ただ

し、在姿のまま現品の受渡しを行った場合において、乙の受渡しを受けた現品が甲の所有に属するもの（甲が第三

者に受け渡した現品で、甲の所有に属するものと混合保管されているものを含む。）と同一の倉庫（受託事業体が

引渡通知書において倉所、棟番、倉番又は工場を指定した場合及び引渡通知書に基づき保管倉庫業者が倉番を決定

したときは、それぞれの倉所、棟番、倉番及び工場）に混合して保管されている場合に生じた当該混合保管現品の

亡失損傷等の事故による損害について、乙は、その混合保管の総数に対する割合に応じて負担するものとする。 

 

 （転売等の禁止） 

第８条 乙は、甲から買い受けた現品を甲の指示又は承認を受けないで転売、貸借その他買受目的に反した処分を

することができない。 

 

 （契約の解除） 

第９条 次の各号の一に該当するときは、甲は契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 乙が、この契約の全部又は一部の解除を申し出た場合。  

(2) 乙が、この契約の条項に違反した場合。 

 

 （違約金） 

第１０条 乙が現品受渡期限までに現品の受渡しを行わなかった場合は、甲が乙の責めに帰し得ない事由によるも

のと認めた場合を除いて、乙は受渡未了現品の代価（消費税及び地方消費税の相当額を除く。）について、当該期

限（現品受渡しの遅延が買受代金納付の遅延による場合にあっては、当該代金納付の日とする。）の翌日から受渡



 

しを行った日までの日数に応じ、年１０．９５パ－セントの割合の違約金を甲に納付しなければならない。 

 

２ 前項の違約金は、歳入徴収官が別に発行する納入告知書により納付しなければならない。      

 

 （延滞金） 

第１１条 乙は、買受代金又は甲に納付すべき違約金(以下「元本」という。)について歳入徴収官が発行する納入

告知書の納付期限までに納付しなかった場合は、当該未納額に対して納付期限の翌日から納付の日までの日数に応

じ、買受代金にあっては、年１４．６０パ－セント、違約金にあっては、民法（明治29年法律第89号）第404条第

４項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を延滞金として納入告知書により甲に納付しなければな

らない。 

 

２ 前項の延滞金は、元本と同時に納付しなければならない。 

 

３ 前項により納付された金額が延滞金と元本との合計額に満たない場合には、まず延滞金に充当し、次いで元本

に充当するものとする。 

 

４ 歳入徴収官は、前項によってもなお、延滞金と元本との合計額に未納額が生じている場合は、乙に納付書を発

行し、乙は納付書により納付しなければならない。 

 

 （責任の免除） 

第１２条 甲は次の場合において、乙が損害を被ることがあってもその責めを負わない。 

(1) 天災地変その他甲又は受託事業体の責めに帰し得ない事由によって現品の受渡しが遅延若しくは不能になっ

た場合 

(2) 第９条により契約を解除した場合。 

(3) 引き渡した現品に瑕疵がある場合であって、瑕疵発生の原因が甲又は受託事業体の責めに帰し得ない場合。 

 

  （期限の特則） 

第１３条 本契約に定める期限については、その期限が行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

第１条第１項各号に該当する場合は、その翌日をもって当該期間とする。 

 

 （調査、報告） 

第１４条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、その業務又は経理の状況に関して質問し、帳簿書類その

他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。      

        

２ 乙が前項の定めに従わないときは、当該債権について、納付期限を繰り上げることができるものとする。 

 

 （協力義務） 

第１５条 次の場合においては、乙は、甲に協力するものとする。 

(1) 甲が現品の包装容器及び副産物の処理方法について指示した場合。 

(2) 倉庫調達その他の必要に基づき、甲が現品の搬出期限を指定した場合。 

(3) 甲が、第１４条により調査、報告を求めた場合。 

 



 

 （契約条項の通知） 

第１６条 乙は、本契約に規定する事項について、契約締結後、遅滞なく関係市町村に通知するものとする。  

 

（法令の補充適用） 

第１７条 本契約に定めのない事項については、法令の規定によるものとする。  

 

 （紛争の解決方法） 

第１８条 本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、その都度甲及び乙が誠意ある協議を行うものとする。 

 

  （合意管轄） 

第１９条  契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。 

              

 本契約成立の証として、本書２通を作成し、記名押印の上、甲乙各々その１通を保有するものとする。 

 

   令和  年  月  日 

 

                       甲 食料安定供給特別会計契約担当官 

                         農林水産省農産局長          印 

               

                       乙 住所 

                                    氏名                   印 

 



 

第２節 災害時又は国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡実施要領 

【農林水産部 農産園芸課】 

                      平成１８年７月１９日付農商第１７－３７１号 

                 改正 平成１９年４月 ２日付農商第１７－２３号 

改正  平成２１年８月１１日付農商第１７－３８４号 

改正  平成２３年４月２８日付農商第１７－１３７号 

改正 平成２５年８月２３日付農林水第１７０－２０６号 

改正 令和５年１２月２８日付農林水第１７－３５５号 

 

災害時又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号。以下

「国民保護法」という。）が発動された場合の、農産局長が知事又は市町長の要請に応じて引き渡す米穀（以下

「災害救助用米穀」という。）の緊急引渡しは、「三重県地域防災計画」、「三重県国民保護計画」、米穀の買入

れ・販売等に関する基本要領の制定ついて（平成２１年５月２９日付け２１総食第１１３号総合食料局長通知。以

下「国要領」という。）に基づくもののほか、次により実施するものとする。 

 

１ 災害救助用米穀の緊急引渡しの実施 

(１) 市町長は、り災により災害救助用米穀の緊急な供給を必要とするものの、届出事業者（主要食糧の需給及び

価格の安定に関する法律（平成６年法律第１１３号）第４７条第１項の規定により米穀の出荷又は販売事業の

届出をした者）から米穀を購入することができないとき、又は届出事業者だけでは必要量を確保することがで

きないときは、直ちに災害救助用米穀の引渡要請書（別紙１）を県農林水産（農林・農政）事務所長（以下

「県事務所長」という。）を経由して知事に提出し、災害救助用米穀の緊急引渡しを連絡要請するものとする。 

(２) 知事は、市町長からの申請に基づき、政府が所有する米穀（ＳＢＳ方式により輸入された米穀を除く。以下

「政府所有米穀」という。）の供給が必要と判断される場合は、直ちに農林水産省所管部局に連絡要請するも

のとする。 

   市町長が直接、農林水産省所管部局に連絡要請した場合は、知事に連絡することとし、知事は、農林水産省

所管部局に連絡する。 

(３) 知事は、市町長からの要請等を踏まえ、農林水産省所管部局と連絡調整を行い、政府所有米穀の災害救助用

米穀の販売を受け、り災市町長に対し販売するものとする。 

(４) 知事が市町長に販売する政府所有米穀の災害救助用米穀価格は、農林水産省所管部局と連絡調整を行った売

買契約の内容のものとし、中間経費については現品取扱業者と市町長との間に別途契約を締結して精算するも

のとする。 

 

２ 災害救助法又は国民保護法が発動されている場合の災害救助用米穀の緊急引渡し 

(１) 災害救助用米穀の緊急引渡しに関する事前協定 

 ア 知事は、市町長と災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が発動された場合又は国民保護法が発動された

場合における取扱要領を別紙２により協定を結ぶものとする。 

(２) 知事の指示が受け得る場合 

 ア 市町長は、災害救助用米穀の引渡要請書（別紙１）を県事務所長を経由して知事に提出し、災害救助用米穀

の緊急な引渡しを連絡要請するものとする。 

 イ 知事は、市町長からの要請に基づき、政府所有米穀の供給が必要と判断される場合は、直ちに農林水産省所

管部局に連絡要請するものとする。 

   市町長が直接、農林水産省所管部局に連絡要請した場合は、知事に連絡することとし、知事は、農林水産省



 

所管部局に連絡する。 

 ウ 災害救助用米穀の引渡しは、知事が農林水産省所管部局長と国要領に基づき売買契約を締結し、知事又は知

事が指定する取引人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示する。 

(３) 知事の指示が受け得ない場合 

 ア 市町長から農林水産省所管部局へ直接要請を行う場合 

市町長は、交通・通信の途絶のため知事の指示を受け得ない場合であって、災害救助用米穀の供給を必要とす

るときは、農林水産省所管部局に対して、直接要請を行い、連絡調整ができるものとする。 

市町長が直接、農林水産省所管部局に連絡要請した場合は、知事に連絡することとし、知事は、農林水産省所

管部局に連絡する。 

 

３ その他 

  以上の手続を文書で要請する時間的余裕がない場合は、電話・電信等の手段を利用することができるものとし、

その場合は、後日速やかに文書によって所定の手続を行うものとする。 



 

別紙１ 

 

                                            年  月  日 

 

 

 農林水産省所管部局長 様 

（三重県知事      様） 

 

 

                               三重県知事（市町長）  印 

 

 

          災害救助用米穀の引渡要請書 

 

  米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（平成 21 年 5 月 29 日付け２１総食

第 113 号総合食料局長通知）第４章第 11 の１に基づき、以下のとおり要請し

ます。 

 

 

 

  引渡希望数量（kg） 

 

  引 渡 場 所 

 

 引 渡 方 法 

 

    備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙２ 

災害救助用米穀の緊急引渡しについての協定書 

 

 三重県知事 氏名（以下「甲」という。）と三重県○○市長（又は○○町長）氏名（以下「乙」という。）と

は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）が発動された場合に、農産局長が知事又は市町長の

要請に応じて引き渡す米穀（以下「災害救助用米穀」という。）の緊急引渡しを円滑に実施するため、次の事項に

ついて協定し互いに誠意をもってその履行を確約するものとする。 

記 

１  乙は災害地のり災者並びに救助作業、災害防止及び緊急復旧作業の従事者に対し応急食糧の供給を実施する必

要があると認めたときは、事前に甲に所定の手続をし、甲の指示を受けるものとする。ただし、乙が交通・通

信の途絶のため事前に甲の指示を受けられず、災害救助法又は国民保護法発動期間中に災害救助用米穀の供給

を実施する必要とする場合は、農林水産省所管部局に直接連絡要請することができるものとし、必ず甲に連絡

するとともに、甲に所定の手続をするものとする。 

   

２ 乙が１により緊急引渡しを要請し、災害救助用米穀の引渡しを受けた場合は、乙は速やかに倉庫別取引数量を

とりまとめ当該米穀の全数量について、予定価格を基準として農林水産省所管部局長が決定した価格により買

受けするものとする。 

 

３ 乙は管内届出事業者その他に対して、災害救助用米穀の供給の実施に関する必要な措置を講じておくものとす

る。 

 

４ 甲は必要があると認めたときは、乙に対しその業務又は、経理の状況に関して質問、帳簿書類その他物件を調

査し、又は参考となるべき報告、若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 

 

５ 甲が乙に販売する災害救助用米穀の価格については、農林水産省所管部局長が、災害救助法又は国民保護法が

発動された直前の受託事業体に指示した予定価格等を基準に決定することを原則とし、決定された場合は、甲

は速やかに乙に通知するものとする。中間経費については、現品取扱業者と乙の間に別途契約を締結して精算

するものとする。 

 

６ 災害救助用米穀等の売買代金の延納措置（以下「延納措置」という。）については、次のとおりとし、担保及

び金利は徴しないものとする。 

  ア 災害救助法が発動され、救助を行う場合 

       延納措置の期間については、３０日以内（次に掲げる要件を全て満たす場合は、３ヶ月以内）であって、

農林水産省所管部局長と甲が協議して決定した期間とする。 

ａ 大規模な災害が発生し、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき政府が緊急災害対策

本部又は非常災害対策本部を設置したこと。 

ｂ 自衛隊の派遣が行われていること。 

ｃ 甲が３０日を越える延納措置を必要とする旨の要請をし、農林水産省所管部局長がやむを得ないと認

めること。   

  イ 国民保護法が発動され、救援を行う場合 

３ヶ月以内であって農林水産省所管部局長と甲が協議し決定した期間とする。 



 

７ 災害救助用米穀として引渡しを行うものは正品に限るものとし、事故品（損傷品等）の引渡しは行なわないも

のとする。 

 

８ この協定の期間は、 年 月 日から１年間とする。 

ただし、期間満了の１カ月前までに甲、乙いずれからも文書による申立てがない場合は、さらに１年間延

長するものとし、以後これに準じて延長するものとする。 

 

９ この協定の証として、本書２通を作成し、甲、乙各々その１通を所持するものとする。 

 

 

  年  月  日 

 

                甲  三重県知事  ○ ○ ○ ○      印 

 

                   乙 三重県                 印 

 

 



 

第３節 主  食【農林水産部 農産園芸課】 

(1) 米穀 (官公庁食糧供給機関)  

三 重 県 庁 

（ 農 産 園 芸 課 ) 

電話 (059) 224－2547 

FAX  (059) 223-1120 
津市広明町13番地 

東 海 農 政 局 

（ 生 産 部 業 務 管 理 課 ） 

電話 (052) 223－4616 

FAX  (052) 223－3506 
名古屋市中区三の丸1丁目2番2号 

 

  (米穀卸売業者関係)  

名     称 代  表  者 
代表電話 

番  号 
所    在    地 

株 式 会 社 ミ エ ラ イ ス 前 川  昌 治 
(059) 256

0311 
津市庄田町1957番地 

全国農業協同組合連合会 

三 重 県 本 部 
中 野  眞 司 

(059) 229 

9082 
津市栄町１丁目960 (ＪＡ三重ビル内)  

伊 勢 米 穀 企 業 組 合 濱 瀬  智 章 
(0596) 25 

4157 
伊勢市河崎１丁目9－24 

 

   (主要大型精米工場一覧表)  

工  場  名 所  在  地 代 表 者 電話番号 
とう精機能力 

(PS) 

伊 勢 米 穀 企 業 組 合 

精 米 工 場 
伊勢市河崎１丁目9－24 濱 瀬  智 章 

0596 

25－4157 
100   

全 農 三 重 県 本 部 

パールライスセンター 
津市戸木町字機の前4276－4 中 野  眞 司 

059 

256－5301 

2.5t/時 

5t/時 

ミ エ ラ イ ス 

精 米 工 場 
津市庄田町1957番地 前 川  昌 治 

059 

256－0311 

2.5t/時×1 

5t/時×2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４節 災害救助法による備蓄資材【防災対策部 災害対策推進課 地域防災推進課】 

（令和 7 年 4 月 1 日時点） 

災害救助基金の内訳   

預 金 定 期 預 金 1,147,612,963円 
災害の場合は何時でも引出すこと 

が出来る 

備 蓄 資 材 

寝 具 

( 毛 布 ) 
13,180,479円  

そ の 他 

（食料、飲料水等） 
159,052,414円  

計 1,319,845,856円  

 

 

 

第５節 輸血用血液製剤の備蓄所【医療保健部 薬務課】 

 (1) 赤十字血液センター 

名     称 所  在  地 電     話 

三 重 県 赤 十 字 血 液 セ ン タ ー 津市あのつ台4丁目8-5 059－273－6701 

 

 

 

第６節 医薬品､ 衛生材料等供給機関【医療保健部 薬務課】 

(1)災害医薬品備蓄センター 

名称 所在地 施設名 ＴＥＬ ＦＡＸ 担当者 

三重県災害医薬品

備蓄センター 

四 日 市 市 桜 町

3684-11 

三重県保健環境研究所 059-329-

3800 

059-329-

3004 

薬務課 

059-224-

2330 

 

(2)保健所 

名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 担当者 

三重県伊勢保健所

志摩市駐在 

志摩市阿児町鵜方 3098-9 

伊勢保健所志摩市駐在内 

0599-43-

5111 

0599-43-

5115 

衛生指導課

志摩市駐在 

三重県熊野保健所 熊野市井戸町 371 

三重県熊野庁舎内 

0597-85-

2158 

0597-85-

3914 

衛生指導課 

 

 

(3)災害医薬品備蓄所（三重県医薬品卸業協会） 

備蓄所 所在地 備蓄協力施設名 

北勢地域 四日市市内 

アルフレッサ株式会社三重北勢第一支店 

アルフレッサ株式会社三重北勢第二支店 

株式会社スズケン四日市支店 

東邦薬品株式会社四日市営業所 

中北薬品株式会社四日市支店 

株式会社メディセオ四日市支店 

中勢地域 津市内 

アルフレッサ株式会社三重中勢支店 

株式会社スズケン津支店 

中北薬品株式会社津支店 

東邦薬品株式会社津営業所 



 

株式会社メディセオ津支店 

南勢地域 
伊勢市内 

アルフレッサ株式会社伊勢支店 

株式会社スズケン伊勢支店 

中北薬品株式会社伊勢支店 

東邦薬品株式会社伊勢営業所 

多気郡明和町内 株式会社メディセオ南勢支店 

伊賀地域 伊賀市内 
アルフレッサ株式会社上野支店 

株式会社スズケン上野支店 

尾鷲地域 尾鷲市内 アルフレッサ株式会社伊勢支店尾鷲出張所 

 

(4)災害医薬品備蓄所（災害拠点薬局） 

備蓄所名 所在地 薬局名 ＴＥＬ ＦＡＸ 

県 

(基幹) 
津市江戸橋 1 丁目 113 津調剤薬局 

059-231-

1134 
059-232-

7918 

桑名 桑名市新西方 2-87 ハーブ調剤薬局 
0594-24-

6930 
0594-24-

7080 

四日市 四日市市本町 9-8 医薬分業推進支援センター 
059-354-

8440 
059-354-

8441 

鈴鹿 鈴鹿市安塚町 638-21 鈴鹿センター薬局 
059-381-

2298 
059-381-

2299 

津 
津市久居明神町風早 

2093-1 
久居調剤薬局 

059-256-

6717 
059-255-

0771 

松阪 松阪市殿町 1580-1 センター薬局市民病院前店 
0598-22-

2356 
0598-22-

2000 

伊勢 伊勢市本町 3-15 いせ本町薬局 
0596-20-

8110 
0596-20-

8118 

志摩 
志摩市阿児町鵜方 

1262-16 
志摩センター薬局 

0599-46-

0777 
0599-46-

0888 

伊賀 
伊賀市上野四十九町 

831-4 
上野センター薬局 

0595-26-

2512 
0595-26-

2511 

尾鷲 尾鷲市上野町 5-39 イシブチ薬局古戸センター 
0597-23-

1010 
0597-23-

1678 

熊野 
南牟婁郡御浜町大字阿田和

5189-7 
あたわ調剤薬局 

05979-3-

0710 
05979-3-

0715 

 

 (5)災害衛生材料流通備蓄所 

名称 所在地 施設名 ＴＥＬ ＦＡＸ 

三重県災害衛生材料

北部流通備蓄所 

四日市市新正 

2-9-11 

中辻医科器械株式会社 

四日市営業所 

059-351-

6552 

059-351-

6972 

三重県災害衛生材料

中部流通備蓄所 

津市高茶屋小森上野町

1336-1 

中辻医科器械株式会社 

本社 

059-234-

2600 

059-234-

9197 

三重県災害衛生材料

南部流通備蓄所 

伊勢市小木町 478-1 株式会社中辻大誠堂 

 

0596-36-

3311 

0596-36-

3382 

 

(6)災害歯科用医薬品等流通備蓄所 

名称 幹事会社所在地 / 施設名 ＴＥＬ ＦＡＸ 

三重県災害歯科用医薬品

等北部流通備蓄所 

桑名市野田 1-14-6 有限会社小川歯科商店 0594-31-

1155 

0594-31-

1156 

三重県災害歯科用医薬品

等中部流通備蓄所 

松阪市東黒部町 548 有限会社鈴木歯科商店 0598-59-

0196 

0598-59-

0199 

三重県災害歯科用医薬品

等南部流通備蓄所 

北牟婁郡紀北町東長島 

2736-16 

デント・ポスト 0597-47-

4581 

0597-47-

4581 

 



 

(7)三重県薬剤師会 

住    所 名    称 電話番号 

津市島崎町311 一般社団法人 三重県薬剤師会 059(228)5995 

桑名市大字北別所字福地399-

8 
桑名地区薬剤師会 0594(25)3100 

四日市市本町9-8 四日市薬剤師会 059(354)8440 

鈴鹿市安塚町638-21 鈴鹿亀山薬剤師会 059(381)2233 

津市久居本町1347-1  

津商工会議所久居支所２階 
津薬剤師会 059(255)4387 

松阪市殿町1580-1 松阪地区薬剤師会 0598(22)2356 

伊勢市宮町1-9-20 

杉ビル102号 
伊勢薬剤師会  0596(20)0133 

志摩市阿児町鵜方1262-16 

志摩センター薬局 
鳥羽志摩薬剤師会 0599(46)0777 

尾鷲市上野町5-25 

（尾鷲総合病院内） 
紀北薬剤師会 0597(37)4646 

南牟婁郡御浜町阿田和5189-7 

あたわ調剤薬局２階 
紀南薬剤師会 05979(3)0710 

伊賀市四十九町風呂谷831-4 伊賀薬剤師会 0595(26)7270 

 

(8)三重県医薬品登録販売者協会 

住    所 支   部   名 電話番号 

津市八町1-1-14 一般社団法人 三重県医薬品登録販売者協会 059(224)1180 

いなべ市北勢町阿下喜2018-1 

小寺薬品 
三重県医薬品登録販売者協会  桑名支部 0594(72)2023 

三重郡菰野町潤田623-7 

ミタキ薬品 
       〃     四日市支部 0593(93)3827 

亀山市東町二丁目2-18 

有限会社森本薬品 
       〃     鈴鹿伊賀支部 0595(82)0168 

津市阿漕町津興2425 

マキノ回生堂 
       〃     津支部 059(228)5331 

多気郡大台町佐原685 

大台薬品 
       〃     松阪支部 0598(82)2308 

度会郡度会町棚橋1441-1 

広美屋薬品 
       〃     伊勢志摩支部 0596(62)0017 

北牟婁郡紀北町東長島438-8 

株式会社山光堂薬品 
       〃     尾鷲支部 0597(47)1325 

 

(9)三重県医薬品配置協議会 

事 務 所 所 在 地 電 話 番 号 

松阪市久保町1855-201 

三重田村薬品株式会社内 
0598-29-0011 

 

(10)三重県薬事工業会 



 

事 務 局 所 在 地 電 話 番 号 

多気郡多気町仁田725-1 

万協製薬株式会社内 
0598(30)5384 

 

(11)東海歯科用品商協同組合三重県支部 

事 務 局 所 在 地 電 話 番 号 

北牟婁郡紀北町東長島2736-16 

デント・ポスト内 
0597(47)4581 

 

(12)三重県医療機器販売業協会 

事 務 局 所 在 地 電 話 番 号 

津市高茶屋小森上野町1336-1 

中辻医科器械株式会社内 
059(234)2600 

 

(13)三重県医薬品卸業協会 

事 務 局 所 在 地 電 話 番 号 

津市新町1丁目5-22 

シティ・フラット中村201号 
059(213)7073 

 

(14) 一般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域本部三重支部 

事 務 局 所 在 地 電 話 番 号 

桑名市和泉524 

中京医療株式会社内 
0594(21)2324 

 



第 ６ 章  物 資 人 員 輸 送 

 

 第１節 地区別確保車両数【防災対策部 災害対策推進課、災害即応・連携課】 

 

 

地区別 

            種  別 

 

地  域 

トラック 
バス 

タク

シー 
合計 

普 小 

桑 名 

(桑  員) 
桑名市､ 桑名郡､ いなべ市 60 10 24 30 124 

四 日 市 四日市市､ 三重郡   64 90 154 

北 勢 四日市市､ 鈴鹿市､ 亀山市､ 三重郡 170 40   275 

鈴 鹿 鈴鹿市､ 亀山市 55 10 18 28 46 

津 津市 45 12 43 50 158 

松 阪 松阪市､ 多気郡 45 13 23 40 113 

伊 勢 

(南  勢) 
伊勢市､ 鳥羽市､ 度会郡､ 志摩市 55 10   65 

伊 勢 伊勢市､ 度会郡   63 70 133 

志 摩 鳥羽市､ 志摩市   18 50 68 

上 野 

(伊  賀) 
伊賀市､ 名張市 26 4 30 30 90 

尾 鷲 

(紀  北) 
尾鷲市､ 北牟婁郡 22 3 7 10 42 

熊 野 

(紀  南) 
熊野市､ 南牟婁郡 17 3 16 7 43 

合 計  495 105 306 405 1,311 

 

 第２節 海上物資輸送【防災対策部 災害対策推進課、災害即応・連携課】 

区分 

  運送業者 

の別 

地区別 

確 保 可 能 船 舶 

名    称 所  在  地 隻 数 総トン数 積トン数 

湾 内 
全国内航タンカー海

運 組 合 東 海 支 部 
名 古 屋 市 港 区 9 2,084 5,086 

湾 外 

中部沿海海運組合 名 古 屋 市 港 区 27 171,799 88,139 

東海内航海運組合 名 古 屋 市 港 区 11 5,714 12,678 

全国内航タンカー海

運組合東海支部 
名 古 屋 市 港 区 10 6,808 14,479 

(小   計)  48 184,321 115,296 

合         計 57 186,405 120,382 



 第３節 海上人員輸送【防災対策部 災害対策推進課、災害即応・連携課】 

          

 

 第４節 航空機及び艦艇の輸送力の基準【防災対策部 災害対策推進課、災害即応・連携課】 

  (1) 航 空 機 

 機        種 搭乗可能人員 (人) 搭載可能 (kg) 

陸
上
自
衛
隊 

ＯＨ－６Ｄ   ヘリコプター ３  

ＵＨ－１Ｊ     〃 １１ １，０００ 

ＵＨ－６０Ｊ    〃 １１  

ＣＨ－４７Ｊ／ＪＡ 〃 ５５ ８，５００ 

ＥＣ－２５５ＬＰ  〃 ２０  

海
上
自
衛
隊 

ＳＨ－６０Ｊ  ヘリコプター ３  

 

３，０５０ 

 

ＵＨ－６０Ｊ    〃 １１ 

ＭＣＨ－１０１   〃 ２４ 

ＵＳ－２      救難機 １１ 

航
空
自
衛
隊 

ＵＨ－６０Ｊ  ヘリコプター １１ 
８，５００ 

 

 

ＣＨ－４７Ｊ    〃 ５５ 

  

  
第
四
管
区
海
上

保
安
本
部 

アグスタＡＷ１３９ 

中部空港海上保安航空基地 ２機 

ベル ４１２ 

    巡 視 船 み ず ほ 搭 載 ２機 

１５ 

 

１５ 

１５６ 

 

１４１ 

三
重
県 

レオナルド式ＡＷ１３９     (１機) １５ ２，２００ 

県
警 

三
重 

アグスタ Ａ１０９Ｅ  (２機) ８ ８５７ 

 

輸   送   協   力   班 確保可能船舶 

名  称 所在地 隻 数 総トン数 
旅客定員 

(人) 

東海北陸旅客船協会 名古屋市港区 68 9,577 7,685 



  (2) 海上自衛隊艦艇 

種  別 搭乗可能人員（名） 

護衛艦（ＤＤ） ６００ 

〃 （ＤＤＧ） ７００ 

〃 （ＤＤＨ） １，６００ 

〃 （ＤＥ） ４００ 

掃海艦 １５０ 

掃海艇 １００ 

掃海母艦 ８５０ 

輸送艦（おおすみ型） ５００ 

輸送艇（１号型） ２００ 

多用途支援艦 ２００ 

 

  (3) 海上保安庁船艇 

 

船  型 

搭乗可能人員（名） 搭載可能物資 

（トン） 限定沿海で３時間 

以内とした場合 

１.５時間未満の 

平水の場合 

巡視船（ＰＬＨ：ヘリ２機搭載型） ８６０ ９９０ ２５０ 

 〃 （ＰＬＨ：ヘリ１機搭載型） ４２０～４４２ ４８０～５６６ ２３０ 

〃 （ＰＬ：３，５００トン型） ７１３ ８０４ ３６３ 

〃 （ＰＬ：３，０００トン型） １，１５０ １，３１２ ３２８ 

〃 （ＰＬ：１，０００トン型） １２２～２７０ １３５～３２０ ５７～２４０ 

〃 （ＰＭ） ３６～１１５ ３６～１３５ ２９～７０ 

〃 （ＰＳ） ２８～３６ ２８～４１ ２０～４６ 

巡視艇（ＰＣ） ３６～４８ ４０～５６ １４～２３ 

〃 （ＣＬ） ２０～２６ ２２～２８ ５～１４ 

 



第５節  ヘリコプターによる災害派遣とヘリコプター離着陸場の選定取扱 

【防災対策部 消防・保安課】 

 

    災害時にヘリコプターによる救助を受ける必要がある場合の要請手続及びその受入れのためのヘリコプター

離着陸場の取扱いについては、次のとおりとする。 

 

① 航空機派遣要請の受入れ準備 

   ア 派遣要請を行う場合は、上記要請手続によるほか、使用する離着陸場（特別の場合を除き下記一覧表

に記載のヘリコプター離着陸場）地点の風向及び風速並びに視程（視界）をあらかじめ電話、防災行政

無線その他の方法で県（総括部隊＜情報班＞）に連絡を行うこと。 

   イ ヘリコプター離着陸場には、ヘリコプターに安全進入方向を予知させるため、吹流し又は発煙筒をた

いて着陸前に風向を示しておくこと。 

   ウ あらかじめ着陸場の中央に石灰粉で直径 10ｍの○Ｈ印標示を行い、上空より降下場所選定に備えて             

おくこと。 

エ 夜間は、着陸場（別に指定するものに限る。）に可搬型の灯火等により、各機種に応じた着陸地点の

各隅に上空から識別容易な灯火標識を行うこと。 

オ 離着陸場と市町役場及びその他主要箇所と通信連絡を確保しておくこと。 

② ヘリコプター離着陸場ヘリポートの取扱いについて 

ヘリコプター離着陸場のうち、学校等のグランドについては、平素から学校長等の管理者と常に連絡を

保ち現況の把握を十分にしておくこと。また、管理者は、次に例示する現況の変更がなされた場合は、

速やかに県（防災対策部防災対策総務課）にその概要（略図添付）を報告すること。 

ア 面積を変更した場合 

イ 地面に新しく建物又はその他構築物が施設された場合 

ウ 地面の上空に電信、電話及び電力等の架線が施設された場合 

エ 既設建物、電線等が改造施設され、上空よりの進入に新しく障害を加えた場合 

オ グランド等に隣接する建物その他地上工作物又は地形が著しく変更され、離着陸に支障を生じた場

合 

＜ヘリコプター離着陸場の設定基準＞ 

 

 

 

 

 

 

離陸                   着陸 

 

 

 

 

ヘリコプター離着陸場 

 

＜ヘリコプター離着陸場の設定にあたって注意事項＞ 

（ア）ヘリコプターの機能を事前に確認しておくこと。ヘリコプターは風に向って通常約 12 度以下の上

昇角、降下角で離着陸し、垂直に離陸あるいは高所から垂直に着陸するものではない。 

（イ）地面は堅固で傾斜９度以内であること。 

（ウ）四方に仰角９度（ＯＨ－６の場合は 12°）以上の障害物がないこと。また、離着陸に要する地積

は（図２）に示すとおりである。 

（エ）風の方向が分かるよう、ヘリコプター離着陸場の近くに吹流し又は旗を立てること。吹き流しの

標準寸法は図の通りであるが、できなければ小さいものでもよい。（図１） 

場周飛行 
（高度約 200ｍ） 

高度約 100 ｍ    風 



（オ）離着陸地点には石灰等を用いて、◯Ｈの記号を標示して離着陸中心を示すこと。（図３） 

（カ）物資をたくさん輸送する場合は、搭載量を超過しないため重量計を準備すること。 

（キ）大型車両等が進入できること。 

（ク）林野火災対策に使用する場合は、面積（100 ｍ×100 ｍ以上）、水利（100 ｔ以上）を考慮するこ

と。 

（ケ）ヘリポート付近への立入禁止の措置を講ずること。 
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１　　県内ヘリコプター離着陸場一覧表          

備 考

L1 L2 L1 L2

公－１ 津市伊勢湾ヘリポート 津市雲出鋼管町2-2
N  　34°40′22
E 　136°33′21
UTM 4254-3785

(株)伊勢湾ヘリポート
059-235-1665

136×48
(ｴﾌﾟﾛﾝ)

29.12 35.22
大型１  中型４       35×30(着陸帯）
航空灯火有り   給油可
ヘリ集結場所

L1 L2 L1 L2

非公－1
三重県立総合医療センター
ヘリポート

四日市市日永5450-132
N  　34°56′36
E 　136°35′22
UTM 4515-6791

総務課
059-345-2321

30×35
(着陸帯)

中型１       屋上ヘリポート
航空灯火有り　着陸帯強度6.4ｔ

非公－2 三重県立志摩病院ヘリポート 志摩市阿児町鵜方1257
N  　34°20′06
E 　136°49′12
UTM 6742-0080

総務課
0599-43-0501

21×21
(着陸帯)

中型1      屋上ヘリポート
航空灯火有り　着陸帯強度6.8ｔ

L1 L2 L1 L2

病院－1
三重大学医学部附属病院
屋上ヘリポート

津市江戸橋2丁目174
N  　34°44′33
E 　136°31′20
UTM 3934-4554

総務課
059-232-1111

21×21
(着陸帯)

中型１       ドクターヘリ拠点病院①
航空灯火無し　給油可
※R6年現在ドクターヘリ及び防災ヘリ使用可

病院－2
伊勢赤十字病院
屋上ヘリポート

伊勢市船江1丁目472-2
N  　34°30′10
E 　136°42′41
UTM 5711-1923

病院企画課
0596-28-2171

21×21
(着陸帯)

中型１       ドクターヘリ拠点病院②
航空灯火有り　給油可
着陸帯強度6.8ｔ

病院－３
市立伊勢総合病院
屋上ヘリポート

伊勢市楠部町3038
N  　34°28′54
E 　136°43′40
UTM 5866-1692

総務課
0596-23-5111

21×21
(着陸帯)

中型１
航空灯火有り　着陸帯強度11ｔ

伊賀市荒木1856

L1：過去最大クラスの南海トラフ地震
L2：理論上最大クラスの南海トラフ地震

                　　液状化（１５以上）：数字が大きいほど液状化の危険度が高い

指定
番号

所在地名称
緯度
経度

離着陸場
連絡先

電話番号
面積

液状化（１５以上） 浸水深（ｍ）

液状化（１５以上） 浸水深（ｍ）

液状化（１５以上） 浸水深（ｍ）
備考

指定
番号

所在地名称
緯度
経度

離着陸場
連絡先

電話番号
面積

（３）病院屋上ヘリポート

   （２）非公共ヘリポート

   （１）公共ヘリポート

備考
離着陸場
連絡先

電話番号
面積

緯度
経度

名称 所在地
指定
番号

1



1

 　 　 　
　

（注）   ① 離着陸場規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 L1：過去最大クラスの南海トラフ地震
L2：理論上最大クラスの南海トラフ地震

L1 L2 L1 L2

214-02 藤原中学校グラウンド いなべ市藤原町市場491
Ｎ　35°10′21
Ｅ 136°29′30

3584-9319
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

107
×
73

7811 Ｃ 有 砂質 有

214-03 いなべ市藤原運動場 いなべ市藤原町市場493-1
Ｎ　35°10′31
Ｅ 136°29′15

3545-9349
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

115
×
76

8740 Ｃ 無 砂質 有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

214-05 聖母の家学園いなべ分教室グランド いなべ市藤原町石川989
Ｎ　35°09′29
Ｅ 136°29′53

3644-9160
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

90
×
60

5400 Ｃ 有 砂質 有
令和４年度名称変更・旧東藤
原小学校

214-06
独立行政法人　水資源機構
三重用水管理所　水資源管理支所

いなべ市藤原町上相場3154-7
Ｎ　35°13′06
Ｅ 136°28′34

3433-9826
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

25
×
25

625 Ｃ 無 舗装 無 ※防災ヘリ適地

214-07 いなべ市藤原文化センター いなべ市藤原町市場493-1
Ｎ　35°10′29
Ｅ 136°29′17

3550-9343
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

60
×
26

1560 Ｃ 有 舗装 無 土地の２/３に土砂有

214-08 北勢中学校グラウンド いなべ市北勢町阿下喜2480
Ｎ　35°09′17
Ｅ 136°31′32

3895-9127
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

125
×

100
12500 Ｃ 有 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

214-09 石榑小学校グラウンド いなべ市大安町石榑南611
Ｎ　35°06′18
Ｅ 136°30′14

3706-8572
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

80
×
60

4800 Ｃ 有 砂質 有

214-10 大安中学校グラウンド いなべ市大安町石榑東2977
Ｎ　35°05′58
Ｅ 136°32′18

4021-8515
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

120
×
75

9000 Ｃ 有 砂質 有

214-11 笠間小学校グラウンド いなべ市大安町門前561
Ｎ　35°04′58
Ｅ 136°33′10

4156-8336
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

60
×
50

3000 Ｃ 有 砂質 有

214-12
いなべ市大安スポーツ公園
野球場

いなべ市大安町大井田2704
Ｎ　35°05′42
Ｅ 136°32′22

4032-8466
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

110
×

110
12100 Ｃ 無 芝生 無

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

桑
名
消
防

緯 　  度
経　 　度

　　　　　　　　　　　　　　　　※・・・南海トラフ地震液状化・浸水深未測定

面 積  （㎡）
離着陸場

規模

避難
場所
指定

土地
表面

備　　考
散水の
必要性

液状化（１５
以上）

名　　　称
指定
番号

Ｂ ： 150×  70m以上・・・中型機３機（大型機１機）
Ｃ ： Ｂ未満・・・中型機２機以下の対応

浸水深（ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※長さ、幅で規模を決定

所   在   地

液状化（１５以上）：数字が大きいほど液状化の危険度が高い

（４）飛行場外離着陸場（適地）一覧表

Ａ ： 200×100m以上・・・中型機５機（大型機２機）

UTM
離着陸場
連絡先

電話番号

管
轄
消
防



1

L1 L2 L1 L2

緯 　  度
経　 　度

面 積  （㎡）
離着陸場

規模

避難
場所
指定

土地
表面

備　　考
散水の
必要性

液状化（１５
以上）

名　　　称
指定
番号

浸水深（ｍ）

所   在   地 UTM
離着陸場
連絡先

電話番号

管
轄
消
防

214-13 丹生川小学校グラウンド いなべ市大安町丹生川中1189
Ｎ　35°07′22
Ｅ 136°31′16

伊賀市荒木1856
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

100
×

100
10000 Ｃ 有 砂質 有

214-14 三里小学校グラウンド いなべ市大安町平塚1247
Ｎ　35°06′10
Ｅ 136°32′06

3990-8552
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

214-15
いなべ市員弁運動公園
サッカー場

いなべ市員弁町楚原893
Ｎ　35°06′56
Ｅ 136°33′54

4261-8698
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

171
×
77

13167 Ｂ 無 芝生 無
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

214-16 員弁中学校グラウンド いなべ市員弁町畑新田1739
Ｎ　35°06′30
Ｅ 136°33′55

4265-8618
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

92
×
73

6716 Ｃ 有 砂質 有

214-17 いなべ市ヘリポート いなべ市北勢町阿下喜3694
Ｎ　35°08′44
Ｅ 136°30′55

3803-9023
いなべ市役所
総務部防災課
0594-86-7746

34
×
30

1059 Ｃ 無 舗装 無 ※ ※ ※ ※
いなべ総合病院
※防災ヘリ適地

205-01 旧多度西小学校グラウンド 桑名市多度町古野１１０
Ｎ　35°08′08
Ｅ 136°35′29

4498-8923
桑名市
生涯学習・スポーツ課
0594-24-1244

90
×
50

4500 Ｃ 有 砂質 有 職員不在

205-02 多度青葉小学校グラウンド 桑名市多度町力尾2304-2
Ｎ　35°07′05
Ｅ 136°37′32

4812-8734
多度青葉小学校
0594-48-2213

60
×
55

3300 Ｃ 有 砂質 有

205-03 多度中学校グラウンド 桑名市多度町柚井24
Ｎ　35°08′17
Ｅ 136°38′37

4974-8959
多度中学校
0594-48-2104

140
×
70

9800 Ｃ 有 砂質 有 15.75 19.41
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

205-04 多度東小学校グラウンド 桑名市多度町下野代955
Ｎ　35°07′12
Ｅ 136°38′56

5025-8759
多度東小学校
0594-48-2322

65
×
44

2860 Ｃ 有 砂質 有 18.41 33.84 0.22

205-05 多度地区市民センター東駐車場 桑名市多度町多度１-１-１
Ｎ　35°07′56
Ｅ 136°37′57

4873-8893
多度地区市民センター
0594-49-2002

50
×
70

3500 Ｃ 無 舗装 無 令和2年度名称変更

205-07
桑名市多度
アイリスパークグラウンド

桑名市多度町御衣野4000
Ｎ　35°06′16
Ｅ 136°38′25

4949-8585
桑名市委託業者
スポーツクラブ　TADO
0594-49-3515

100
×

130
13000 Ｃ 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

205-08 大和小学校グラウンド 桑名市大字播磨770
Ｎ　35°04′50
Ｅ 136°40′11

5222-8325
大和小学校
0594-22-3534

95
×
65

6175 Ｃ 有 砂質 有

205-09 光風中学校グラウンド 桑名市新矢田2丁目37
Ｎ　35°03′39
Ｅ 136°41′01

5352-8108
光風中学校
0594-22-0914

115
×
76

8740 Ｃ 有 砂質 有 26.89 37.8 0.2 0.4
桑名市総合医療センター
青木記念病院

桑
名
消
防



1

L1 L2 L1 L2

緯 　  度
経　 　度

面 積  （㎡）
離着陸場

規模

避難
場所
指定

土地
表面

備　　考
散水の
必要性

液状化（１５
以上）

名　　　称
指定
番号

浸水深（ｍ）

所   在   地 UTM
離着陸場
連絡先

電話番号

管
轄
消
防

205-10 桑名北高等学校グラウンド 桑名市下深谷部山王2527
Ｎ　35°05′33
Ｅ 136°39′33

5124-8456
桑名北高等学校
0594-29-3610

200
×

130
26000 Ａ 有 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

205-11 桑名高等学校グラウンド 桑名市大字東方1795
Ｎ　35°03′56
Ｅ 136°40′39

5296-8160
桑名高等学校
0594-22-5221

100
×
90

9000 Ｃ 有 砂質 有

205-12 九華公園野球場 桑名市吉之丸5-1
Ｎ　35°03′53
Ｅ 136°41′59

5499-8154
桑名市委託業者
三幸株式会社
0594-22-6741

80
×
80

6400 Ｃ 有
芝生
砂質

無 46.36 64.12 0.8 1.1

205-13 北部野球場 桑名市大字東汰上835
Ｎ　35°05′21
Ｅ 136°40′44

5304-8422
桑名市委託業者
三幸株式会社
0594-22-6741

80
×
80

6400 Ｃ 有
芝生
砂質

有 34.27 44.58 1.91 1.91
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

205-14 深谷野球場 桑名市大字下深谷部5080-6
Ｎ　35°06′14
Ｅ 136°39′57

5182-8583
桑名市委託業者
三幸株式会社
0594-22-6741

80
×
80

6400 Ｃ 有
芝生
砂質

無 37.55 53.16 2 2.1

205-16
長島町運動公園
（木曽川堤防右岸）

桑名市長島町押付・小島地先
Ｎ　35°06′23
Ｅ 136°42′22

5556-8611
桑名市役所　生涯学習・
スポーツ課
0594-24-1251

200
×

100
20000 A 無 砂質 有 27.27 35.84

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

205-17 長島北部小学校グラウンド 桑名市長島町西川423
Ｎ　35°06′40
Ｅ 136°41′09

5363-8667
長島北部小学校
0594-42-0104

60
×

120
7200 Ｃ 有 砂質 有 56.13 64.86 2.1 2.4

205-18 長島中学校グラウンド 桑名市長島町西外面2175
Ｎ　35°05′33
Ｅ 136°41′50

5471-8462
長島中学校
0594-42-0054

110
×
80

8800 Ｃ 有 砂質 有 36.62 43.91 2.8 3.1

205-19 長島伊曽島小学校グラウンド 桑名市長島町福吉567
Ｎ　35°03′19
Ｅ 136°43′01

5658-8052
伊曽島小学校
0594-45-0006

65
×

100
6500 Ｃ 有 砂質 有 43.27 59.66 2.5 2.7

205-20 長島観光開発(株)駐車場 桑名市長島町松蔭909
Ｎ　35°02′09
Ｅ 136°43′30

5735-7838
長島観光開発
総務課
0594-45-2001

250
×

100
25000 Ａ 無 舗装 無 43.91 49.01 2.4 2.7

205-21 伊勢湾岸自動車道　湾岸長島PA 桑名市長島町松蔭427-2
Ｎ　35°02′16
Ｅ 136°43′44

5770-7860
中日本高速道路㈱桑名
保全・サービスセンター
0594-23-3561

100
×

100
10000 Ｃ 無 舗装 無 43.97 57.69 2 2.2 着陸帯40ｍ×40ｍ＝1600㎡

205-22 城南河川防災ステーション 桑名市大字立田町267
Ｎ　35°02′16
Ｅ 136°42′23

5565-7856
桑名市
防災危機管理課
0594-24-1185

23
×
20

460 Ｃ 有 舗装 無 32.6 33.97 ※ ※ ※防災ヘリ適地

205-23 桑名市防災拠点施設 桑名市星見ヶ丘四丁目1001番地
Ｎ　35°04′21
Ｅ 136°37′43

4849-8230
桑名市
防災危機管理課
0594-24-1185

67
×
50

3350 C 無 舗装 無
令和２年度新規
大規模災害時のみ使用可能

桑
名
消
防
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324-01 東員第一中学校グラウンド 員弁郡東員町大字六把野新田557
Ｎ　35°04′44
Ｅ 136°36′03

4594-8296
東員町役場
総務課 防災対策室
0594-86-2824

142
×
62

8804 Ｃ 有 砂質 有

324-02 三和小学校グラウンド 員弁郡東員町大字長深700
Ｎ　35°03′52
Ｅ 136°34′38

4382-8133
東員町役場
総務課 防災対策室
0594-86-2824

91
×
62

5642 Ｃ 有 砂質 有

324-03 東員町スポーツ公園陸上競技場 員弁郡東員町大字北大社323
Ｎ　35°04′17
Ｅ 136°34′42

4391-8210
東員町役場
総務課 防災対策室
0594-86-2824

119
×

194
23086 Ｂ 無 芝生 無 20.12 25.45

ヘリ専用拠点
令和2年4月1日より呼称変更
照明施設4基建設 高さ約50ｍ
令和5年2月7日完成

324-04 東員第二中学校グラウンド 員弁郡東員町城山二丁目1番
Ｎ　35°06′00
Ｅ 136°36′13

4616-8531
東員町役場
総務課 防災対策室
0594-86-2824

115
×
75

8625 Ｃ 有 砂質 有

324-05
東員町スポーツ公園陸上競技場
多目的グランド

員弁郡東員町大字北大社323
Ｎ　35°04′21
Ｅ 136°34′37

4378-8222
東員町役場
総務課 防災対策室
0594-86-2824

100
×
70

7000 Ｃ 無 芝生 無 20.12 25.45 令和4年度新規

303-01 木曽岬中学校グラウンド
桑名郡木曽岬町
大字中和泉361番地

Ｎ　35°04′30
Ｅ 136°44′42

5910-8275
学校長
0567-68-8039

90
×

130
11700 Ｃ 有 砂質 有 32.11 45.88 3.62 3.85

303-02 木曽川グラウンド 桑名郡木曽岬町大字加路戸地先
Ｎ　35°06′05
Ｅ 136°43′10

5672-8564
木曽岬町教育委員会
0567-68-1617

100
×

200
20000 Ａ 無 芝生 無 30.64 41.95

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

303-03 木曽岬小学校グラウンド 桑名郡木曽岬町大字田代160番地
Ｎ　35°04′28
Ｅ 136°43′56

5793-8267
学校長
0567-68-8051

65
×

135
8775 Ｃ 有 砂質 有 35.25 44.65 3.4 3.64

303-04 木曽川源緑地区河川防災ステーション 桑名郡木曽岬町大字源緑輪中441
N  35°03’ 46
E 136°44’ 06

5820-8140
木曽岬町　危機管理課

0567-68-6101

20
×
20

400 Ｃ 有 舗装 無 32.72 43.91

303-05 ＥＳＲ弥富木曽岬ＤＣ　トラック待機場 桑名郡木曽岬町新輪一丁目３番４号
N  35°03’ 03
E 136°45’ 14

5997-8009
ＥＳＲ弥富木曽岬管理室

0567-68-2330

35
×
35

1225 Ｃ 無 舗装 無 5 5 令和６年度新規

桑
名
消
防
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343-01 朝日小学校グラウンド 三重郡朝日町大字柿750
Ｎ　35°02′00
Ｅ 136°39′55

5190-7801
朝日町役場
防災環境課
059-377-5610

60
×
80

4800 Ｃ 有 砂質 有 19.13 ヘリ専用拠点

343-02 朝日町町民スポーツ施設 三重郡朝日町大字柿2822-1
Ｎ　35°02′10
Ｅ 136°39′10

5076-7830
朝日町役場
防災環境課
059-377-5610

80
×
80

6400 Ｃ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

344-01 川越町総合グラウンド
三重郡川越町大字亀崎新田
77番地546

Ｎ　35°00′37
Ｅ 136°41′03

5367-7548
川越町役場
安全環境課
059-366-7163

120
×
65

7800 Ｃ 有 砂質 有 40.08

344-02 川越北小学校グラウンド
三重郡川越町大字豊田一色
69番地

Ｎ　35°01′23
Ｅ 136°40′11

5233-7687
川越町役場
安全環境課
059-366-7163

70
×
50

3500 Ｃ 有 砂質 有 56.36 1.04 1.48

344-03 川越南小学校グラウンド 三重郡川越町大字高松258番地
Ｎ　35°01′19
Ｅ 136°39′57

5198-7674
川越町役場
安全環境課
059-366-7163

60
×
80

4800 Ｃ 有 砂質 有 56.52 0.34 0.52

344-04 川越高等学校グラウンド
三重郡川越町大字豊田
2302番地１

Ｎ　35°01′42
Ｅ 136°40′02

5209-7746
川越町役場
安全環境課
059-366-7163

180
×

140
25200 Ｂ 有 砂質 有 30.98 0.03 ヘリ専用拠点

202-01 鈴鹿川多目的運動広場 四日市市河原田町地先
Ｎ　34°54′23
Ｅ 136°35′52

4597-6382
四日市市スポーツ
協会グループ
059-345-4111

440
×
50

22000 Ｃ 無 芝生 無 18 ※防災ヘリ適地

202-02 伊坂貯水池（運動広場） 四日市市伊坂町
Ｎ　35°02′17
 Ｅ 136°36′57

4738-7846

（財）四日市市まちづくり振興事業団

059-354-8328
伊坂ダムサイクルパーク管理事務所

059-364-1546

60
×
60

3600 Ｃ 無 芝生 無
ＳＣＵ候補地
※防災ヘリ適地

202-04 鈴鹿川ラグビー・サッカー場 四日市市内堀町地先
Ｎ　34°55′17
Ｅ 136°36′55

4754-6551
四日市市スポーツ
協会グループ
059-345-4111

120
×
60

7200 Ｃ 無 草地 無 18.45 ※防災ヘリ適地

202-05
四日市市立
西陵中学校グラウンド

四日市市西山町7229
Ｎ　34°57′27
Ｅ 136°31′25

3911-6939
四日市市立
西陵中学校
059-328-1013

90
×
90

8100 Ｃ 有 砂質 有 ※防災ヘリ適地

202-06
三重県立
四日市西高等学校グラウンド

四日市市桜町6100
Ｎ　34°59′27
Ｅ 136°31′52

3974-7309
三重県立
四日市西高等学校
059-326-2010

160
×

130
20800 Ｂ 有 砂質 有

202-07
四日市市立
港中学校グラウンド

四日市市十七軒町10-41
Ｎ　34°57′25
Ｅ 136°37′27

4829-6947
四日市市立
港中学校
059-359-0116

90
×
65

5850 Ｃ 有 砂質 有 19.67 42.96 0.13 0.41

202-08
三重県立
四日市工業高等学校グラウンド

四日市市日永東三丁目4-36
Ｎ　34°56′38
Ｅ 136°36′27

4679-6800
三重県立
四日市工業高等学校
059-346-2331

177
×

175
30975 Ｂ 有 砂質 有 30.31 54.41

四
日
市
消
防
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202-09 四日市大学グラウンド 四日市市萱生町1200
Ｎ　35°01′17
Ｅ 136°36′24

4658-7659
四日市大学
059-365-6588

100
×

140
14000 Ｃ 無 芝生 無

202-10
三重県立
四日市中央工業高等学校グラウンド

四日市市菅原町678
Ｎ　34°59′43
Ｅ 136°33′31

4224-7363
三重県立
四日市中央工業高等学校
059-346-2331

110
×
75

8250 Ｃ 有 芝生 無

202-11
中央緑地
①陸上競技場　②フットボール場Ａ
③フットボール場Ｂ・Ｃ

四日市市日永東一丁目3-21
Ｎ　34°57′03
Ｅ 136°36′43

4719-6877
四日市市スポーツ協会
059-345-4111

備考欄

①7420
②7128
③10200
×2面

Ｃ 有 芝生 無 41.31 57.24

令和３年度新規
ヘリ専用拠点、市立四日市病院
①106×70
②108×66
③85×120×2面

202-12 三滝公園グラウンド 四日市市新浜町17
Ｎ　34°58′18
Ｅ 136°38′11

4938-7112
四日市市公園緑政課
059-354-8197

110
×
75

8250 Ｃ 有 芝生 無 19.08 29.38 0.4 0.54

202-14
四日市市立
中部中学校グラウンド

四日市市西浦二丁目5-36
Ｎ　34°58′20
Ｅ 136°37′06

4773-7116
四日市市立
中部中学校
059-353-8568

109
×
76

8284 Ｃ 有 砂質 有 19.23 35.38

202-16 三重県立四日市高等学校グラウンド 四日市市富田四丁目4-43
Ｎ　35°00′24
Ｅ 136°38′53

5038-7502
三重県立
四日市高等学校
059-365-8221

140
×
90

12600 Ｃ 有 砂質 有 22.21 30.12

202-17 中里緑地 四日市市中里町1番４他
Ｎ　34°55′49
Ｅ 136°36′58

4760-6650
四日市市公園緑政課
059-354-8197

71
×
68

4828 Ｃ 有 芝生 無 24.63 46.81

202-18
三重県立
四日市商業高等学校グラウンド

四日市市尾平町字永代寺
Ｎ　34°58′52
Ｅ 136°35′39

4551-7211
三重県立
四日市商業高等学校
059-331-8324

95
×
70

6650 Ｃ 有 砂質 有

202-19
四日市市立
常磐小学校グラウンド

四日市市城西町9-14
Ｎ　34°57′54
Ｅ 136°36′12

4638-7034
四日市市立
常磐小学校
059-351-3109

72
×
55

3960 Ｃ 有 砂質 有 26.48

202-20
四日市市立
羽津中学校グラウンド

四日市市大字羽津甲26
Ｎ　34°59′52
Ｅ 136°37′23

4812-7400
市立羽津中学校
059-330-0048

90
×
70

6300 Ｃ 有 砂質 有

202-21
四日市市立
塩浜小学校グラウンド

四日市市塩浜町１番地
Ｎ　34°55′45
Ｅ 136°37′50

4893-6640
四日市市立
塩浜小学校
059-349-0052

100
×
75

7500 Ｃ 有 砂質 有 16.23 24.93 0.11 0.55

202-22
四日市市立
塩浜中学校グラウンド

四日市市大字塩浜4096
Ｎ　34°55′37
Ｅ 136°37′17

4809-6614
四日市市立
塩浜中学校
059-349-0050

100
×
60

6000 Ｃ 有 砂質 有 27.01 40.06

四
日
市
消
防
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202-23
四日市市立
大池中学校グラウンド

四日市市下海老町2662-1
Ｎ　35°00′15
Ｅ 136°34′16

4337-7463
四日市市立
大池中学校
059-326-0005

100
×
77

7700 Ｃ 有 砂質 有

202-24
四日市市立
保々小学校グラウンド

四日市市西村町2741
Ｎ　35°03′05
Ｅ 136°33′38

4232-7986
四日市市立
保々小学校
059-339-0006

130
×
50

6500 Ｃ 有 砂質 有 15.86 33.72

202-26 四日市市水沢市民広場（星の広場） 四日市市水沢町字西野252-63
Ｎ　34°59′04
Ｅ 136°28′07

3404-7230
西武造園株式会社
四日市市少年自然の家
059-329-3210

130
×
90

11700 Ｃ 有 芝生 無
令和４年度新規
※防災ヘリ適地

202-27 水沢運動公園 四日市市水沢中谷町4
Ｎ　34°58′30
Ｅ 136°29′24

3601-7128
四日市市教育委員会
スポーツ課
059-354-8428

90
×
80

7200 Ｃ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

202-28
北部墓地公園運動施設①垂坂ソフト
ボール場②垂坂サッカー場Ａ（北）③垂
坂サッカー場Ｂ（南）

四日市市大矢知大沢1981-25
Ｎ　35°00′55
 Ｅ 136°36′59

4748-7593
四日市市スポーツ
協会グループ
059-345-4111

×
36470

(3ヶ所)
Ｂ 無 砂質 有

四日市羽津医療センター
①122×150　※防災ヘリ適地
②③79×115

202-29 保々工業団地中央公園 四日市市中野町
Ｎ　35°02′20
Ｅ 136°33′41

4241-7846
四日市市公園緑政課
059-354-8197

80
×
80

6400 Ｃ 無 砂質 有
ヘリ集結場所
※防災ヘリ適地

202-30 太陽化学（株）四日市本社 四日市市山田町800
Ｎ　34°56′07
Ｅ 136°32′16

4044-6694
太陽化学（株）
営業統括部
059-340-0820

備考
①5400

②13300 Ｃ 無
①土砂
②芝生

無
①グラウンド90ｍ×60ｍ
②駐車場140ｍ×95ｍ

202-31 四日市港霞ヶ浦地区南埠頭 四日市市霞二丁目
Ｎ　34°59′25
Ｅ 136°40′05

5223-7324
四日市港管理組合
059-366-7031

230
×
75

17250 Ｂ 無 舗装 無

202-32 北勢中央公園（芝生広場） 四日市市西村町1080
Ｎ　35°03′53
 Ｅ 136°32′52

4113-8132
北勢中央公園指定管理者

株式会社名阪造園
059-333-1066

80×
30×
2面

2400
×2

Ｃ 有 芝生 無
ヘリ集結場所
※防災ヘリ適地

202-33 富双緑地 四日市市富双一丁目１－２
Ｎ　35°00′00
Ｅ 136°39′28

5128-7430
四日市港管理組合
059-366-7031

60
×
90

5400 Ｃ 無 芝生 無 23.34 27.28 0.6 0.85 ※防災ヘリ適地

202-34
四日市市立
楠小学校グラウンド

四日市市楠町北五味塚2060番地
の9

Ｎ　34°54′51
Ｅ 136°37′38

4865-6473
四日市市立
楠小学校
059-398-3131

50
×
70

3500 Ｃ 有 砂質 有 0.27

202-35
四日市市立
楠中学校グラウンド

四日市市楠町北五味塚2092番地
Ｎ　34°54′46
Ｅ 136°37′38

4865-6457
四日市市立
楠中学校
059-398-3132

60
×
60

3600 Ｃ 有 砂質 有

202-36 楠緑地公園多目的運動場 四日市市楠町北五味塚1215番地1
Ｎ　34°54′54
Ｅ 136°38′08

4941-6484
四日市市スポーツ
協会グループ
059-345-4111

70
×
70

4900 Ｃ 無 砂質 有 0.71 ※防災ヘリ適地

四
日
市
消
防
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202-37 本郷河川敷グラウンド（本郷橋南詰） 四日市市楠町本郷
Ｎ　34°54′41
Ｅ 136°36′40

4718-6440
四日市市スポーツ
協会グループ
059-345-4111

280
×
50

14000 Ｃ 無 芝生 無 41.28 56.59
※防災ヘリ適地

202-38 四日市市中消防署　中央分署 四日市市曽井町391番2号
Ｎ　34°58′57
 Ｅ 136°34′21

4353-7223
四日市市中消防署
中央分署
059-325-4717

27
×
28

756 Ｃ 無 舗装 無 防災拠点

202-39
三重県立
四郷高等学校グラウンド

四日市市八王子町高花1654
Ｎ　34°57′09
Ｅ 136°33′41

4257-6889
三重県立
四郷高等学校
059-322-1145

140
×

140
19600 Ｃ 有 砂質 有

202-40
四日市市立
海蔵小学校グラウンド

四日市市大字東阿倉川578-1
Ｎ　34°58′58
Ｅ 136°37′17

4799-7233
四日市市立
海蔵小学校
059-330-0032

80
×
60

4800 Ｃ 有 砂質 有

202-41
四日市市立
三重平中学校グラウンド

四日市市三重八丁目1
Ｎ　34°59′11
Ｅ 136°34′59

4449-7268
四日市市立
三重平中学校
059-332-8977

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

202-42
四日市市立
西朝明中学校グラウンド

四日市市北山町1169
Ｎ　35°02′10
Ｅ 136°35′48

4564-7821
四日市市立
西朝明中学校
059-337-2518

70
×

100
7000 Ｃ 有 砂質 有

202-43
四日市市立
川島小学校グラウンド

四日市市川島町2046
Ｎ　34°58′12
Ｅ 136°33′54

4287-7083
四日市市立
川島小学校
059-320-2072

85
×
55

4675 Ｃ 有 砂質 有

202-44
四日市市立
内部東小学校グラウンド

四日市市采女町423-4
Ｎ　34°55′48
Ｅ 136°34′51

4438-6642
四日市市立
内部東小学校
059-349-0036

80
×

100
8000 Ｃ 有 砂質 有

202-45
四日市市立
富洲原中学校グラウンド

四日市市天カ須賀五丁目3-10
Ｎ　35°00′51
Ｅ 136°40′02

5212-7588
四日市市立
富洲原中学校
059-365-4158

70
×
90

6300 Ｃ 有 砂質 有

202-46 四日市市北消防署　北部分署 四日市市中村町2281番地2
Ｎ　35°01′30
Ｅ 136°36′33

4680-7700
四日市市北消防署
北部分署
059-361-1119

21
×
21

441 Ｃ 無 舗装 無
着陸帯強度８ｔ
防災拠点

202-47
四日市市立
内部中学校グラウンド

四日市市波木町697番地
Ｎ　34°56′04
 Ｅ 136°34′10

4333-6689
四日市市立
内部中学校
059-320-2088

68
×
93

6324 Ｃ 有 砂質 有

202-48
四日市市立
笹川中学校グラウンド

四日市市西日野町268-2
Ｎ　34°57′03
 Ｅ 136°35′23

4516-6874
四日市市立
笹川中学校
059-320-2082

59
×
93

5487 Ｃ 有 砂質 有

202-49
四日市市立
常磐中学校グラウンド

四日市市大字松本810
Ｎ　34°57′45
 Ｅ 136°35′08

4475-7003
四日市市立
常磐中学校
059-320-2084

69
×
91

6279 Ｃ 有 砂質 有

四
日
市
消
防
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202-50
四日市市立
三重北小学校グラウンド

四日市市山之一色町90
Ｎ　35°00′32
 Ｅ 136°36′06

4614-7520
四日市市立
三重北小学校
059-330-0044

110
×
76

8360 Ｃ 有 砂質 有

202-51
四日市市立
大矢知興譲小学校グラウンド

四日市市大矢知町1212
Ｎ　35°01′14
 Ｅ 136°38′03

4909-7654
四日市市立
大矢知興譲小学校
059-361-0136

60
×
75

4500 Ｃ 有 砂質 有

202-52 三重県広域防災拠点（北勢拠点） 四日市市中村町2281番地2
Ｎ　35°01′34
 Ｅ 136°36′27

4665-7712
三重県防災対策部
災害対策推進課
059-224-2189

40
×
80

3200 Ｃ 無 舗装 無
ヘリ集結場所
防災拠点

202-53 四日市市霞ヶ浦第２野球場 四日市市大字羽津甲5169番地
Ｎ　34°58′43
 Ｅ 136°38′45

5023-7191
霞ヶ浦緑地管理事務所
（霞ヶ浦第１野球場内）
059-333-1865

90
×

115
10350 Ｃ 無 砂質 有 41.09 62.27 ※防災ヘリ適地

202-54 総合防災拠点 四日市市寺方町986-4番地
Ｎ　34°59′24
 Ｅ 136°34′13

4331-7306
四日市市役所
危機管理課
059-354-8119

125
×

105
13125 Ｃ 無 舗装 無

令和３年度新規
防災拠点
専用拠点

四
日
市
消
防
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341-01 朝上小学校グラウンド 三重郡菰野町大字田光66
Ｎ　35°04′08
Ｅ 136°30′32

3759-8171
朝上小学校
059-396-0004

90
×
85

7650 Ｃ 有 砂質 有

341-02 竹永小学校グラウンド 三重郡菰野町大字竹成2593-5
Ｎ　35°03′03
Ｅ 136°31′17

3875-7974
竹永小学校
059-396-0009

77
×
60

4620 Ｃ 有 砂質 有

341-03 千種小学校グラウンド 三重郡菰野町大字千草3861
Ｎ　35°01′46
Ｅ 136°30′13

3716-7734
千種小学校
059-393-2590

100
×
62

6200 Ｃ 有 砂質 有

341-04 大羽根運動公園駐車場 三重郡菰野町大字菰野
Ｎ　35°01′08
Ｅ 136°29′44

3645-7616
菰野町役場
都市整備課
059-391-1138

50
×
80

4000 Ｃ 無 舗装 無

341-05 菰野高校グラウンド 三重郡菰野町大字福村870
Ｎ　35°00′52
Ｅ 136°31′06

3853-7570
菰野高等学校
059-393-1131

120
×
80

9600 Ｃ 有 砂質 有

341-06 菰野小学校グラウンド 三重郡菰野町大字菰野1490
Ｎ　35°00′43
Ｅ 136°30′35

3775-7541
菰野小学校
059-393-2006

120
×
75

9000 Ｃ 有 砂質 有

341-07 御在所ロープウエイ駐車場 三重郡菰野町大字菰野8625
Ｎ　35°00′59
Ｅ 136°26′51

3207-7582
御在所ロープウエイ
株式会社
059-392-2261

30
×
50

1500 Ｃ 無 舗装 無

341-08 三重県民の森　つどいの広場 三重郡菰野町大字千草6463ｰ1
Ｎ　35°02′46
Ｅ 136°28′55

3516-7916
三重県民の森
059-394-2350

110
×

100
11000 Ｃ 無 芝生 無 ※防災ヘリ適地

341-09 鵜川原小学校グラウンド 三重郡菰野町大字大強原913
Ｎ　35°01′37
Ｅ 136°32′17

4031-7711
鵜川原小学校
059-393-2118

60
×
40

2400 Ｃ 有 砂質 有

341-10 菰野西競技場 三重郡菰野町大字菰野4775-1
Ｎ　35°00′54
Ｅ 136°29′10

3560-7572
菰野町役場
コミュニティ振興課
059-391-1160

100
×
50

5000 Ｃ 有 人工芝 無

341-11 八風中学校グラウンド 三重郡菰野町大字田光81
Ｎ　35°04′06
Ｅ 136°30′40

3778-8167
八風中学校
059-396-0012

120
×
90

10800 Ｃ 有 砂質 有

341-13 菰野調整池 三重郡菰野町大字菰野7961-2
Ｎ　35°00′10
Ｅ 136°29′20

3586-7439
水質源機構
三重用水管理所
059-393-2000

50
×
50

2500 Ｃ 無 舗装 無
菰野厚生病院
※防災ヘリ適地

341-14 朝明緑地多目的広場 三重郡菰野町大字千草
Ｎ　35°02′29
Ｅ 136°29′35

3621-7865
菰野町役場
コミュニティ振興課
059-391-1160

120
×
90

10800 Ｃ 無 砂質 有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

菰
野
消
防
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341-15 菰野町役場南　三滝川堤防 三重郡菰野町大字潤田
Ｎ　35°01′08
Ｅ 136°30′13

3718-7617
菰野町役場
都市整備課
059-391-1138

205
×
30

6150 Ｃ 無 芝生 無
菰野厚生病院
※防災ヘリ適地

341-16 大羽根サッカー場 三重郡菰野町大字菰野
Ｎ　35°01′08
Ｅ 136°29′48

3655-7616
菰野町役場
コミュニティ振興課
059-391-1160

120
×
90

10800 Ｃ 無 その他
（人工芝）

無 ※ ※ ※ ※ ※防災ヘリ適地

菰
野
消
防
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207-01 桜島小学校グラウンド 鈴鹿市桜島町4-12
Ｎ　34°51′19
Ｅ 136°34′36

4413-5812
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

60
×
60

3600 Ｃ 有 砂質 有

207-02 明生小学校グラウンド 鈴鹿市大池2-13-1
Ｎ　34°51′57
Ｅ 136°32′24

4076-5924
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

90
×
75

6750 Ｃ 有 砂質 有

207-03 椿小学校グラウンド 鈴鹿市山本町750
Ｎ　34°57′32
Ｅ 136°27′48

3360-6946
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

70
×
55

3850 Ｃ 有 砂質 有

207-04 庄内小学校グラウンド 鈴鹿市東庄内町2458-1
Ｎ　34°55′17
Ｅ 136°27′45

3359-6530
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

110
×
65

7150 Ｃ 有 砂質 有

207-05 天栄中学校グラウンド 鈴鹿市秋永町1839
Ｎ　34°49′09
Ｅ 136°32′49

4148-5408
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

60
×
90

5400 Ｃ 有 砂質 有 15.73 24.64

207-06 鈴峰中学校グラウンド 鈴鹿市長沢町1867-1
Ｎ　34°55′49
Ｅ 136°29′07

3565-6632
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

100
×
90

9000 Ｃ 有 砂質 有

207-07 三重県消防学校グラウンド 鈴鹿市石薬師町452
Ｎ　34°54′15
Ｅ 136°33′21

4214-6352
三重県消防学校
059-374-1821

110
×
45

4950 Ｃ 無 砂質 有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

207-08 石薬師高等学校グラウンド 鈴鹿市石薬師町452
Ｎ　34°54′17
Ｅ 136°33′10

4186-6357
石薬師高等学校
059-374-3101

160
×

100
16000 Ｂ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

207-09
AGF鈴鹿陸上競技場
(石垣池公園陸上競技場)

鈴鹿市桜島町7-1-1
Ｎ　34°51′27
Ｅ 136°34′09

4344-5836
石垣池公園管理事務所

059-383-9010

180
×

100
18000 Ｂ 有 芝生 無

ネーミングライツ期間は令和4年4月1日か
ら６年間（平成27年度名称変更）

207-10 西部野球場 鈴鹿市岸田町1549-12
Ｎ　34°56′18
Ｅ 136°30′13

3731-6724
農村環境改善センター
059-374-3455

90
×
90

8100 Ｃ 無 砂質 有

207-11
鈴鹿川河川緑地（庄野1）
①野球場　②運動広場

鈴鹿市庄野町1198-1
Ｎ　34°53′05
Ｅ 136°31′52

3991-6133
（株）ＧＦＭ
059-370-8099

　
×

28500
(2ヶ所)

Ｂ 有
砂質
芝生

有 26.47 52.26
令和元年度名称変更
①100×120
②110×150

207-12 鈴鹿川河川緑地（庄野2） 鈴鹿市庄野町1031-1
Ｎ　34°53′12
Ｅ 136°32′05

4024-6155
（株）ＧＦＭ
059-370-8099

80
×

150
11500 Ｂ 有

砂質
芝生

有

207-13 鈴鹿川河川敷 鈴鹿市高岡町
Ｎ　34°54′20
Ｅ 136°35′49

4590-6373
鈴鹿市文化スポーツ部
スポーツ課
059-382-9029

100
×

250
25000 Ａ 無 砂質 有 34.59 45.34 ※防災ヘリ適地

鈴
鹿
消
防
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207-14 御座池公園 鈴鹿市寺家町
Ｎ　34°49′52
Ｅ 136°34′18

4371-5544
鈴鹿市都市整備部
市街地整備課
059-382-9027

半径

50ｍ
7850 Ｃ 有 砂質 有

土地の形状が円形
※防災ヘリ適地

207-15 箕田公園 鈴鹿市下箕田2丁目
Ｎ　34°52′26
Ｅ 136°37′39

4875-6027
鈴鹿市都市整備部
市街地整備課
059-382-9027

65
×
65

4225 Ｃ 有 砂質 有 23.28 1.53 2.09
土地の形状が三角形
※防災ヘリ適地

207-16 鈴鹿医療科学大学グラウンド 鈴鹿市岸岡町1001-1
Ｎ　34°51′35
Ｅ 136°35′58

4621-5865
鈴鹿医療科学大学
059-383-8991

180
×

100
18000 Ｂ 有 砂質 有 降雨時、水はけが悪い

207-17 鈴鹿農業協同組合駐車場 鈴鹿市地子町1268
Ｎ　34°52′29
Ｅ 136°34′28

4390-6028
鈴鹿農業協同組合
総務課
059-384-1100

100
×
50

5000 Ｃ 無 舗装 無

207-18
加佐登調整池
（独立行政法人水資源機構）

鈴鹿市加佐登町
Ｎ　34°53′52
Ｅ 136°31′33

3941-6277
水資源活用開発公団
三重用水管理所
059-393-2000

25
×
25

625 Ｃ 無 舗装 無

207-19 鈴鹿市土地開発公社所有地 鈴鹿市長太新町4丁目
Ｎ　34°53′53
Ｅ 136°38′16

4964-6296
鈴鹿市土地開発公社
（鈴鹿市総務部管財課）
059-382-9009

60
×
45

2700 Ｃ 無
芝生
砂質

有 16.47 2.09

207-20

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
（旧 鈴鹿スポーツガーデン）
①第1.2グラウンド ②メイングラウンド
③第３グラウンド　④第4グラウンド
⑤第6駐車場

鈴鹿市御薗町1669
Ｎ　34°50′05
Ｅ 136°30′56

3858-5576
三重交通Gスポーツの杜
鈴鹿管理事務所
059-372-2250

　
×

56700
(5ヶ所)

Ｂ 無
芝生

②砂利
無

①130×160
②160 ×85
③120×70
④130×80
⑤70×50
ヘリベース候補地
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

207-21 鈴鹿中央総合病院西広場 鈴鹿市安塚町字山之花1275-53
Ｎ　34°51′55
Ｅ 136°34′08

4340-5923
鈴鹿中央総合病院
施設管理
059-382-1311

25
×
35

875 Ｃ 無 舗装 無 鈴鹿中央総合病院

207-22 鈴鹿回生病院ヘリポート 鈴鹿市国府町8474
Ｎ　34°51′34
Ｅ 136°29′46

3678-5847

鈴鹿回生病院
総務課
059-375-1212

20
×
20

400 Ｃ 無 舗装 無

令和７年２月県道拡幅工事の
ため、ヘリポートを移設
着陸帯20ｍ×20ｍ＝400㎡
鈴鹿回生病院

207-23 三重県広域防災拠点（中勢拠点） 鈴鹿市石薬師町452
Ｎ　34°54′09
Ｅ 136°33′12

4192-6333
三重県防災対策部
災害対策推進課
059-224-2189

90
×
80

7200 Ｃ 無 舗装 無
ヘリ集結場所
着陸帯20ｍ×20ｍ＝400㎡
※防災ヘリ適地

207-24 鈴鹿市中央消防署鈴峰分署 鈴鹿市長澤町381番地
Ｎ　34°56′30
Ｅ 136°28′11

3421-6756
鈴鹿市消防本部
中央消防署鈴峰分署
059-371-0119

70
×
33

2310 Ｃ 無 舗装 無

207-25 鈴鹿川防災ステーション 鈴鹿市庄野町981番地の1
Ｎ　34°53′10
Ｅ 136°32′07

4030-6149
（株）ＧＦＭ
059-370-8099

20
×
23

460 Ｃ 無 舗装 無 17.51 32.73

土地の形状が台形
（13+58）×82/2
着陸帯20m×23m
※防災ヘリ適地

鈴
鹿
消
防

鈴
鹿
消
防
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207-26 江島総合スポーツ公園 鈴鹿市江島台2丁目13
Ｎ　34°50′42
Ｅ 136°35′28

4547-5701
鈴鹿市都市整備部
市街地整備課
059-382-9027

50
×
60

3000 Ｃ 有 芝生 有

207-27 長太小学校グラウンド 鈴鹿市長太旭町五丁目４－５
Ｎ　34°53′35
Ｅ 136°37′50

4899-6239
鈴鹿市教育委員会
教育総務課
059-382-7617

80
×
40

3200 Ｃ 有 砂質 有 15.04 0.21 0.67

207-28 鈴鹿市中央消防署 鈴鹿市飯野寺家町２１７－１
Ｎ　34°52′30
Ｅ 136°34′36

4410-6031
鈴鹿市消防本部
情報指令課
059-382-0500

120
×
30

3900 Ｃ 無 舗装 無

207-29 桜の森公園
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野
3500番の5

Ｎ　34°51′07
Ｅ 136°35′17

4518-5777
桜の森公園管理事務所
080-1618-4341

×
①18200
②4500

①Ｃ
②Ｃ

有
芝生
砂質

有 ※ ※ ※ ※
①140×130（野球場）
②60×75（自由広場）

207-30 鈴鹿PA（パーキングエリア） 鈴鹿市山本町675-1
Ｎ　34°57′37
Ｅ 136°27′57

3383-6962
中日本高速道路(株)
名古屋支社道路管制センター

0586-77-7211

１７
×
20

340 Ｃ 無 舗装 無
着陸帯17ｍ×20ｍ
令和元年度新規

207-31 鈴鹿市南消防署天名分署 鈴鹿市御薗町5309番地
Ｎ　34°49′43
Ｅ 136°31′56

4012-5511
鈴鹿市消防本部
情報指令課
059-382-0500

40
×
40

1,600 Ｃ 無 舗装 無 19.6 33.02 令和５年度新規

210-01 川崎小学校グランド 亀山市能褒野町77‐22
Ｎ　34°53′18
Ｅ 136°28′50

3529-6166
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

104
×
50

5,200 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

亀
山
消
防

鈴
鹿
消
防
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210-02 井田川小学校グランド 亀山市みどり町52
Ｎ　34°52′10
Ｅ 136°28′56

3547-5957
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

70
×
55

3,850 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-03 亀山高等学校グランド 亀山市本町1‐10‐1
Ｎ　34°51′09
Ｅ 136°27′50

3383-5766
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

105
×
76

7,980 Ｃ 有 砂質 有

210-04 西野公園市営野球場 亀山市野村町2‐5‐1
Ｎ　34°51′38
Ｅ 136°26′11

3130-5852
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

115
×

120
13,800 Ｃ 有 芝生 有 ※防災ヘリ適地

210-05 白川小学校グランド 亀山市白木町2739
Ｎ　34°53′01
Ｅ 136°24′46

2911-6105
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

50
×
70

3,500 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-06 野登小学校グランド 亀山市両尾町2124
Ｎ　34°54′03
Ｅ 136°26′00

3096-6298
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

100
×
60

6,000 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-07 東野公園多目的グランド 亀山市川合町1286‐49
Ｎ　34°51′55
Ｅ 136°28′26

3472-5909
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

80
×
75

6,000 Ｃ 有
砂質
芝生

有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

210-08 中部中学校グランド 亀山市田村町75
Ｎ　34°52′30
Ｅ 136°28′33

3488-6017
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

100
×
75

7,500 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-09 亀山中学校グランド 亀山市西丸町564
Ｎ　34°51′20
Ｅ 136°26′59

3253-5798
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

133
×
74

9,842 Ｃ 有 砂質 有

210-10 昼生小学校グランド 亀山市中庄町1405
Ｎ　34°49′26
Ｅ 136°28′21

3466-5450
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

100
×
40

4,000 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-11 亀山公園芝生広場 亀山市若山町4‐7
Ｎ　34°51′36
Ｅ 136°26′52

3234-5847
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

100
×
40

4,000 Ｃ 無 芝生 無

210-12 関中学校グランド 亀山市関町新所1863
Ｎ　34°51′20
Ｅ 136°23′23

2704-5791
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

120
×
80

9,600 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-13 関小学校グランド 亀山市関町木崎1416
Ｎ　34°51′18
Ｅ 136°23′33

2730-5785
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

100
×
65

6,500 Ｃ 有 砂質 有

210-14 加太小学校グランド 亀山市加太板屋4569
Ｎ　34°50′27
Ｅ 136°19′25

2102-5619
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

75
×
45

3,375 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

亀
山
消
防

亀
山
消
防
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210-15
関総合スポーツ公園
多目的グランド

亀山市関町新所8
Ｎ　34°51′20
Ｅ 136°22′35

2582-5789
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

120
×

120
14,400 Ｃ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

210-16 鈴鹿川河川敷グランド 亀山市関町
Ｎ　34°50′48
Ｅ 136°23′50

2774-5693
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

120
×
40

4,800 Ｃ 無 芝生 無 19.92
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

210-17 西野公園北第2駐車場 亀山市野村町2
Ｎ　34°51′44
Ｅ 136°26′11

3130-5871
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

105
×
60

6,300 Ｃ 有 舗装 無 駐車場中央に Hマーク有り

210-18 亀山南小学校グランド 亀山市天神３丁目１０ｰ２５
Ｎ　34°50′18
Ｅ 136°27′15

3296-5608
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

92
×
49

4,508 Ｃ 有 芝生 無 指定避難場所

210-19 神辺小学校グランド 亀山市太岡寺町１３１０
Ｎ　34°51′24
Ｅ 136°25′03

2958-5806
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

91
×
61

5,551 Ｃ 有 砂質 有 指定避難場所

210-20 亀山消防署北東分署駐車場 亀山市長明寺町字笠松842-1
Ｎ　34°52′50
Ｅ 136°28′22

3459-6079
亀山市防災安全課
防災安全グループ
0595-84-5035

80
×
47

9,300 Ｃ 無 舗装 無 緊急消防援助隊集結地

216-01
いがまちスポーツセンター
総合グラウンド

伊賀市愛田346
Ｎ　34°48′20
Ｅ 136°13′26

1195-5216
ＮＰＯ
いがまちスポーツクラブ
0595-45-4136

120
×

180
21600 Ｂ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

伊
賀
消
防

亀
山
消
防
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216-02 霊峰中学校グラウンド 伊賀市新堂160
Ｎ　34°49′12
Ｅ 136°12′42

1081-5375
霊峰中学校 学校長
0595-45-3024

140
×

110
15400 Ｃ 無 砂質 有

216-03 柘植中学校グラウンド 伊賀市柘植町1881
Ｎ　34°50′25
Ｅ 136°14′18

1322-5603
柘植中学校　学校長
0595-45-2059

120
×
75

9000 Ｃ 無 砂質 有

216-04 あけぼの学園高等学校グラウンド 伊賀市川東412
Ｎ　34°48′37
Ｅ 136°12′16

1016-5266
あけぼの学園高等学校
0595-45-3050

150
×
80

12000 Ｂ 無 砂質 有

216-05 壬生野小学校グラウンド 伊賀市川東1786-3
Ｎ　34°47′48
Ｅ 136°12′36

1069-5116
壬生野小学校　学校長
0595-45-3054

80
×
70

5600 Ｃ 無 砂質 有

216-06 阿山小学校グラウンド 伊賀市馬場1045
Ｎ　34°49′36
Ｅ 136°10′40

0770-5445
阿山小学校　学校長
0595-43-0043

90
×
50

4500 Ｃ 無 砂質 有

216-07 旧鞆田小学校グラウンド 伊賀市中友田1000
Ｎ　34°50′52
Ｅ 136°11′56

0961-5681
伊賀市教育委員会
教育総務課
0595-22-9644

120
×
70

8400 Ｃ 無 砂質 有

216-08 旧玉滝小学校グラウンド 伊賀市玉滝9536
Ｎ　34°52′06
Ｅ 136°09′50

0638-5906
伊賀市教育委員会
教育総務課
0595-22-9644

120
×
70

8400 Ｃ 無 砂質 有

216-09 阿山中学校グラウンド 伊賀市千貝10
Ｎ　34°50′07
Ｅ 136°10′11

0696-5540
阿山中学校　学校長
0595-43-0114

160
×

120
19200 Ｂ 無 砂質 有

216-10 阿山第1運動公園 伊賀市川合3373－1
Ｎ　34°50′51
Ｅ 136°10′22

0722-5676
文化都市協会
0595-22-0511

140
×

110
15400 Ｃ 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

216-11 旧丸柱小学校グラウンド 伊賀市諏訪839
Ｎ　34°49′39
Ｅ 136°07′13

0244-5448
伊賀市教育委員会
教育総務課
0595-22-9644

100
×
80

8000 Ｃ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

216-12
大山田東グラウンド
（阿波地区防災広場）

伊賀市猿野1316
Ｎ　34°45′57
Ｅ 136°16′55

1732-4782
阿波地域住民
自治協議会
0595-48-0009

80
×
55

6600 Ｃ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

216-13 大山田小学校グラウンド 伊賀市平田285
Ｎ　34°46′06
Ｅ 136°12′43

1091-4802
大山田小学校 学校長
0595-47-0350

130
×
76

9880 Ｃ 無 砂質 有

216-14 大山田中学校グラウンド 伊賀市平田655
Ｎ　34°45′48
Ｅ 136°13′17

1178-4748
大山田中学校　学校長
0595-47-0310

132
×
64

8448 Ｃ 無 砂質 有

伊
賀
消
防

伊
賀
消
防
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216-15
大山田B＆Ｇ海洋センター
駐車場

伊賀市平田3154
Ｎ　34°45′44
Ｅ 136°13′14

1170-4735
文化都市協会
0595-22-0511

66
×
56

3696 Ｃ 無 舗装 無

216-16 せせらぎ運動公園東側グラウンド 伊賀市平田
Ｎ　34°45′48
Ｅ 136°12′53

1117-4747
伊賀市大山田支所
振興課
0595-47-1150

120
×
64

7680 Ｃ 無 砂質 有

216-17 せせらぎ運動公園西側グラウンド 伊賀市平田
Ｎ　34°45′51
Ｅ 136°12′49

1106-4756
伊賀市大山田支所
振興課
0595-47-1150

105
×
60

6300 Ｃ 無 砂質 有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

216-19 上野運動公園野球場 伊賀市小田町317
Ｎ　34°46′40
Ｅ 136°07′43

0327-4898
文化都市協会
0595-22-0511

90
×
90

8100 Ｃ 無
芝生
砂質

無

216-20 緑ヶ丘中学校グラウンド 伊賀市緑ヶ丘本町4135
Ｎ　34°45′34
Ｅ 136°08′37

0466-4696
緑ヶ丘中学校　学校長
0595-21-0815

160
×

100
16000 Ｂ 無 砂質 有

216-21 諏訪山村広場 伊賀市諏訪2438
Ｎ　34°49′11
Ｅ 136°06′57

0205-5362
伊賀市
総合危機管理室
0595-22-9640

58
×
72

4176 Ｃ 無 砂質 有

216-22 上野高等学校第2運動場 伊賀市上野丸之内100
Ｎ　34°46′10
Ｅ 136°07′30

0295-4805
上野高等学校 学校長
0595-21-2550

150
×

120
18000 Ｂ 無 砂質 有

216-23 上野南小学校グラウンド 伊賀市沖265
Ｎ　34°43′11
Ｅ 136°09′08

0550-4257
上野南小学校　学校長
0595-37-0302

85
×
50

4250 Ｃ 無 砂質 有
旧依那古小学校
令和5年4月名称変更

216-24 上野運動公園競技場 伊賀市小田町470
Ｎ　34°46′45
Ｅ 136°07′38

0314-4913
文化都市協会
0595-22-0511

103
×
75

7725 Ｃ 無 芝生 無
ヘリ専用拠点
岡波総合病院

216-25 伊賀市農業公園ふれあい広場 伊賀市予野11440番地の2
Ｎ　34°42′57
Ｅ 136°06′10

0098-4208

伊賀市農林振興課
0595-43-2302
明日が楽しみな里づくり協議会
0595-39-1250

70
×
70

4900 Ｃ 無 芝生 無

216-26 ゆめが丘多目的広場 伊賀市ゆめが丘6丁目6番地
Ｎ　34°43′55
Ｅ 136°09′58

0676-4394
文化都市協会
0595-22-0511

127
×

97.5
12382 Ｃ 無 芝生 無

216-28 島ヶ原小・中学校グラウンド 伊賀市島ヶ原514番地の2
Ｎ　34°46′38
Ｅ 136°03′27

9676-4885
島ヶ原小・中学校
学校長
0595-59-2045

100
×
75

7500 Ｃ 有 砂質 有

216-30 青山小学校グラウンド 伊賀市阿保1789
Ｎ　34°39′54
Ｅ 136°11′04

0852-3653
青山小学校　学校長
0595-52-0040

90
×
60

5400 Ｃ 無 砂質 有

伊
賀
消
防

伊
賀
消
防
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216-31 青山中学校グラウンド 伊賀市阿保1870
Ｎ　34°39′46
Ｅ 136°11′08

0863-3629
青山中学校　学校長
0595-52-1000

140
×
95

13300 Ｃ 無 砂質 有

216-32 桐ヶ丘公園グラウンド 伊賀市桐ヶ丘7丁目287
Ｎ　34°39′37
Ｅ 136°12′06

1011-3603
伊賀市地域連携部
青山支所
0595-52-1112

100
×

100
10000 Ｃ 無 砂質 有

216-33 青山上津グラウンド 伊賀市北山1373
Ｎ　34°41′21
Ｅ 136°12′58

1139-3925
学校法人神村学園
高等部伊賀分校
0595-41-1234

110
×
75

8250 Ｃ 無 砂質 有

216-34 青山博要グラウンド 伊賀市種生1367
Ｎ　34°37′54
Ｅ 136°11′30

0923-3284
博要住民自治協議会
0595-55-2004

66
×
35

2310 Ｃ 無 砂質 有

216-35 青山高尾グラウンド 伊賀市高尾2505
Ｎ　34°36′01
Ｅ 136°12′10

1029-2937
伊賀市企画振興部
スポーツ振興課
0595-22-9635

60
×
40

2400 Ｃ 無 砂質 有

216-37 青山グラウンド 伊賀市奥鹿野字はだめ1998-1
Ｎ　34°39′29
Ｅ 136°13′06

1164-3580
文化都市協会
0595-22-0511

180
×

100
18000 B 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

216-38 平田地区防災広場 伊賀市平田（字北裏）２９３番地
Ｎ　34°46′04
Ｅ 136°12′41

1086-4794
伊賀市地域連携部
大山田支所
0595-47-1150

110
×
60

6600 Ｃ 無 舗装 無
ヘリパッド舗装有
令和元年度名称変更

216-39 三重県広域防災拠点（伊賀拠点） 伊賀市荒木1856番地
Ｎ　34°45′35
Ｅ 136°09′53

0660-4701
三重県防災対策部
災害対策推進課
059-224-2189

181
×

103
18830 B 無 舗装 無

ヘリ集結場所
※防災ヘリ適地
過去CH実績あり

216-40 伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市四十九町８３１番地
Ｎ　34°44′48
Ｅ 136°07′55

0361-4553
上野総合市民病院
病院総務課管理係
0595-41-0065

38
×
32

1216 Ｃ 無 舗装 無 伊賀市立上野総合病院

216-41 ＤＭＧ森精機株式会社　第四駐車場 伊賀市御代201番地
Ｎ　34°48′45
Ｅ 136°12′37

1069-5292
DMG森精機株式会社
総務部伊賀福利厚生ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ  0595-45-6186

80
×
76

6080 Ｃ 無 舗装 無 令和３年度新規

208-01 薦原小学校グラウンド 名張市薦生1595
Ｎ　34°39′09
Ｅ 136°05′16

9968-3503
名張市
危機管理室
0595-63-7271

70
×
50

3500 Ｃ 有 砂質 有

伊
賀
消
防

名
張
消
防
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208-02 桔梗が丘中学校グラウンド 名張市桔梗が丘7-1-1926-1
Ｎ　34°38′47
Ｅ 136°07′33

0318-3443
名張市
危機管理室
0595-63-7271

150
×

130
19500 Ｂ 有 砂質 有 令和2年度名称変更

208-03 平尾山カルチャーパーク 名張市桜ヶ丘3088-1
Ｎ　34°37′17
Ｅ 136°06′03

0092-3161
名張市
危機管理室
0595-63-7271

110
×
70

7700 Ｃ 有 芝生 無

208-04
名張市民野球場
（メイハンスタジアム）

名張市夏見2812
Ｎ　34°37′26
Ｅ 136°06′39

0183-3191
名張市
危機管理室
0595-63-7271

100
×

100
10000 Ｃ 無 砂質 有

令和2年度再掲
※防災ヘリ適地

208-05 錦生赤目小学校グラウンド 名張市赤目町檀116
Ｎ　34°35′54
Ｅ 136°04′38

9880-2905
名張市
危機管理室
0595-63-7271

90
×
70

6300 Ｃ 有 砂質 有

208-06 錦生運動場 名張市安部田2270
Ｎ　34°35′54
Ｅ 136°03′42

9735-2901
名張市
危機管理室
0595-63-7271

80
×
40

3200 Ｃ 有 砂質 有

208-07 つつじが丘小学校グラウンド 名張市つつじが丘北3-5
Ｎ　34°36′27
Ｅ 136°07′50

0367-3012
名張市
危機管理室
0595-63-7271

130
×
80

10400 Ｃ 有 砂質 有

208-08 名張青峰高等学校グラウンド 名張市百合が丘東6-1
Ｎ　34°36′38
Ｅ 136°06′22

0141-3041
名張市
危機管理室
0595-63-7271

200
×

100
20000 Ａ 有 砂質 有 令和元年度名称変更

208-09 名張中央公園駐車場 名張市夏見2812
Ｎ　34°37′32
Ｅ 136°06′45

0199-3209
名張市
危機管理室
0595-63-7271

150
×
80

12000 Ｂ 有 舗装 無 ヘリ専用拠点

208-10 百合が丘小学校グラウンド 名張市百合が丘東9-1
Ｎ　34°36′14
Ｅ 136°06′23

0145-2968
名張市
危機管理室
0595-63-7271

150
×
80

12000 Ｂ 有 砂質 有

208-11 蔵持小学校グラウンド 名張市蔵持町原出338
Ｎ　34°38′07
Ｅ 136°06′26

0148-3317
名張市
危機管理室
0595-63-7271

80
×
60

4800 Ｃ 有 砂質 有

208-12 箕曲小学校グラウンド 名張市夏見351
Ｎ　34°36′46
Ｅ 136°05′51

0062-3065
名張市
危機管理室
0595-63-7271

70
×
50

3500 Ｃ 有 砂質 有

208-13 滝之原運動場 名張市滝之原1050
Ｎ　34°37′49
Ｅ 136°09′21

0596-3267
名張市
危機管理室
0595-63-7271

60
×
60

3600 Ｃ 有 砂質 有 ※防災ヘリ適地

208-14 美旗小学校グラウンド 名張市新田117-2
Ｎ　34°39′54
Ｅ 136°08′18

0430-3648
名張市
危機管理室
0595-63-7271

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

名
張
消
防

名
張
消
防
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208-15 比奈知小学校グラウンド 名張市下比奈知1423
Ｎ　34°37′19
Ｅ 136°07′50

0364-3170
名張市
危機管理室
0595-63-7271

120
×
50

6000 Ｃ 有 砂質 有

208-16 すずらん台小学校グラウンド 名張市すずらん台東3-219
Ｎ　34°38′01
Ｅ 136°09′39

0641-3305
名張市
危機管理室
0595-63-7271

120
×

100
12000 C 有 砂質 有

208-17 長瀬公園 名張市長瀬2951
Ｎ　34°36′02
Ｅ 136°10′05

0712-2937
名張市
危機管理室
0595-63-7271

30
×
30

900 Ｃ 無
舗装
芝生

無

208-18 梅が丘小学校グラウンド 名張市梅が丘北1-340
Ｎ　34°38′18
Ｅ 136°05′27

9999-3350
名張市
危機管理室
0595-63-7271

170
×

100
17000 Ｂ 有 砂質 有

208-19 名張市立病院駐車場 名張市百合が丘西1-178
Ｎ　34°36′32
Ｅ 136°05′48

0055-3024
名張市
危機管理室
0595-63-7271

50
×
40

2000 Ｃ 無 舗装 無
名張市立病院
※防災ヘリ適地

208-20 名張市中央浄化センター 名張市蔵持町里2835-5
Ｎ　34°38′07
Ｅ 136°06′08

0103-3317
名張市
危機管理室
0595-63-7271

23
×
20

460 Ｃ 無 芝生 無
令和3年6月から令和8年3月末
まで施設増設工事のため一時
使用不可

208-21 北中学校グラウンド 名張市美旗中村2380
Ｎ　34°39′05
Ｅ 136°07′11

0261-3495
名張市
危機管理室
0595-63-7271

120
×
85

10200 Ｃ 有 砂質 有

208-22 赤目中学校グラウンド 名張市箕曲中村219
Ｎ　34°36′32
Ｅ 136°04′56

9922-3020
名張市
危機管理室
0595-63-7271

130
×
75

9750 Ｃ 有 砂質 有 ※防災ヘリ適地

208-23 英心高等学校グラウンド 名張市桔梗が丘1-5-13
Ｎ　34°38′49
Ｅ 136°07′06

0249-3446
名張市
危機管理室
0595-63-7271

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有 令和６年度名称変更

208-24 南中学校グラウンド 名張市つつじが丘南1-241
Ｎ　34°36′26
Ｅ 136°08′19

0440-3008
名張市
危機管理室
0595-63-7271

115
×

100
11500 Ｃ 有 砂質 有

208-26 近畿大学工業高等専門学校グラウンド 名張市春日丘７番町1番地
Ｎ　34°36′49
Ｅ 136°07′21

0293-3077
名張市
危機管理室
0595-63-7271

80
×
50

4000 Ｃ 有 その他
（人工芝）

無

208-27 セコム株式会社ＨＤセンター名張 名張市百合が丘西5番町15番地
Ｎ　34°36′23
Ｅ 136°05′29

0006-2995
名張市
危機管理室
0595-63-7271

20
×
15

300 Ｃ 無 舗装 無

208-28 みはたメイハンランド 名張市新田1630
Ｎ　34°40′09
Ｅ 136°08′06

0399-3694
名張市
危機管理室
0595-63-7271

70
×
55

3850 Ｃ 無 芝生 無
令和2年度新規
灌水用塩ビ管埋設あり注意
※防災ヘリ適地

名
張
消
防

名
張
消
防
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208-29 桔梗が丘第２グラウンド 名張市桔梗が丘西4番町2
Ｎ　34°38′56
Ｅ 136°06′46

0198-3467
名張市
危機管理室
0595-63-7271

100
×

110
11000 Ｃ 無 砂質 有

令和2年度新規
※防災ヘリ適地

208-30 名張中学校第２グラウンド 名張市梅が丘南5番町15
Ｎ　34°37′55
Ｅ 136°04′58

9925-3276
名張市
危機管理室
0595-63-7271

140
×
90

12600 Ｃ 無 砂質 有
令和2年度新規
災害復旧用オープンスペース指定
※防災ヘリ適地

201-01 芸濃中学校グラウンド 津市芸濃町椋本5147
Ｎ　34°48′40
Ｅ 136°25′31

3036-5302

芸濃中学校
059-265-2031
（芸濃教育事務所
　（059-266-2519））

90
×
65

5850 Ｃ 有 砂質 有

名
張
消
防

津
消
防
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201-02 芸濃グラウンド 津市芸濃町林1923
Ｎ　34°49′21
Ｅ 136°25′33

3034-5431
津市芸濃総合支所
地域振興課 芸濃総合文化センター
059-266-2510（059-265-6000）

100
×

100
10000 Ｃ 無 砂質 有 ヘリ専用拠点

201-03 安濃グラウンド 津市安濃町田端上野874-27
Ｎ　34°45′55
Ｅ 136°26′23

3175-4795
津市安濃総合支所
地域振興課
059-268-5511

90
×
90

8100 Ｃ 有 砂質 有 令和元年度名称変更

201-04
安濃中央総合公園内
多目的グラウンド

津市安濃町田端上野797－1
Ｎ　34°46′11
Ｅ 136°26′06

3131-4844
津市安濃総合支所
地域振興課
 059-268-5511

175
×

110
19250 Ｂ 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
令和元年度名称変更

201-05
安濃中央総合公園内
野球場

津市安濃町田端上野1041
Ｎ　34°46′09
Ｅ 136°26′00

3116-4838
津市安濃総合支所
地域振興課
 059-268-5511

120
×

100
12000 Ｃ 無

芝生
砂質

有
ヘリ専用拠点
令和元年度名称変更

201-06 朝陽中学校グラウンド 津市河芸町上野2010番地
Ｎ　34°47′01
Ｅ 136°32′09

4052-5012
朝陽中学校
059-245-0064

120
×
80

9600 Ｃ 有 砂質 有 18.5

201-07 河芸第2グラウンド 津市河芸町浜田793番地
Ｎ　34°47′15
Ｅ 136°32′04

4038-5055
津市河芸総合支所
地域振興課
059-244-1700

115
×

110
12650 C 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

201-08 津球場公園内野球場 津市本町31-1
Ｎ　34°42′39
Ｅ 136°30′38

3833-4201
津市スポーツ文化振興部

スポーツ振興課
059-229-3254

半径
60ｍ
円状

11000 Ｃ 有
芝生
赤土

無 0.62

201-09 雲出川左岸浄化センター下水道用地 津市雲出鋼管町52-8,52-9
Ｎ　34°40′59
Ｅ 136°31′47

4013-3896
中南勢流域下水道事務所
0598-50-0673

80
×

200
14000 Ａ 無 草地 無 16.06 28.08

行政財産目的外使用許可によ
りヘリコプター離着陸訓練用地
として使用

201-10 西郊中学校グラウンド 津市一色町219
Ｎ　34°43′48
Ｅ 136°28′36

3519-4409
西郊中学校
059-228-0305

100
×

120
12000 Ｃ 有 砂質 有 27.82 37.9

201-11 南部緑地公園内運動広場 津市高茶屋小森町4000
Ｎ　34°40′12
Ｅ 136°29′44

3702-3746
津市スポーツ文化振興部

スポーツ振興課
059-229-3254

94
×
95

8930 Ｃ 有 芝生 無

201-12 大里小学校グラウンド 津市大里窪田町1821
Ｎ　34°46′13
Ｅ 136°29′33

3657-4858
大里小学校
059-232-2128

100
×
50

5000 Ｃ 有 砂質 有

201-13 三重県津庁舎駐車場 津市桜橋3丁目446-34
Ｎ　34°44′19
Ｅ 136°30′59

3881-4510
三重県津地域防災総合
事務所　総務課
059-223-5010

55
×
50

2750 Ｃ 無 舗装 無 40.63 62.7 1.1 1.77 令和４年度名称変更

201-14 乙部公園内運動広場 津市寿町5
Ｎ　34°42′56
Ｅ 136°30′56

3877-4254
津市スポーツ文化振興部

スポーツ振興課
059-229-3254

70
×
80

5600 Ｃ 有
芝生
砂質

有 26.43 1.09 1.69

津
消
防

津
消
防



1

L1 L2 L1 L2

緯 　  度
経　 　度

面 積  （㎡）
離着陸場

規模

避難
場所
指定

土地
表面

備　　考
散水の
必要性

液状化（１５
以上）

名　　　称
指定
番号

浸水深（ｍ）

所   在   地 UTM
離着陸場
連絡先

電話番号

管
轄
消
防

201-15 三重県総合教育センター駐車場 津市大谷町12
Ｎ　34°44′08
Ｅ 136°30′12

3762-4474
三重県総合教育センター
059-226-3512

60
×
40

2400 Ｃ 有 舗装 無

201-17 三重大学陸上競技場 津市栗真町屋町1577
Ｎ　34°44′38
Ｅ 136°31′36

3975-4570
三重大学
総務部
059-231-9004

180
×

100
18000 Ｂ 有 芝生 無 24.36 39.22 0.15 0.8

三重大学医学部附属病院
※防災ヘリ適地
SCU候補地

201-18 香良洲水防ステーション 津市香良洲町4084-1
Ｎ　34°39′08
Ｅ 136°31′50

4026-3554
津市香良洲総合支所
地域振興課
059-292-4374

75
×
24

1800 Ｃ 無
レンガ

舗装
無 29.96 37.75 ※防災ヘリ適地

201-19 美里グラウンド 津市美里町三郷70
Ｎ　34°43′12
Ｅ 136°23′10

2692-4287
津市美里総合支所
地域振興課
059-279-8111

110
×

100
11000 Ｃ 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

201-20 牧町雲出川河川敷 津市牧町569番地
Ｎ　34°38′50
Ｅ 136°29′16

3634-3492
津市久居総合支所
地域振興課
059-255-8851

450
×

125
56250 Ａ 無 芝生 無

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

201-22 久居西中学校グラウンド 津市久居一色町940
Ｎ　34°41′13
Ｅ 136°24′23

2882-3922
久居西中学校
059-252-0324

120
×
60

7200 Ｃ 有 砂質 有

201-23 榊原小学校グラウンド 津市榊原町5848
Ｎ　34°42′19
Ｅ 136°22′23

2574-4121
榊原小学校
059-252-0011

80
×
50

4000 Ｃ 有 砂質 有

201-24 久居高校グラウンド 津市戸木町3569-1
Ｎ　34°41′37
Ｅ 136°27′42

3388-4003
久居高等学校
059-271-8120

100
×

100
10000 Ｃ 有 砂質 有

201-25
陸上自衛隊久居駐屯地
グラウンド

津市久居新町975
Ｎ　34°40′20
Ｅ 136°28′47

3557-3769
陸上自衛隊　久居駐屯地
第33普通科連隊第3科
059-255-3133

200
×

150
30000 Ａ 無

芝生
砂質

無

ヘリ専用拠点
三重中央医療センター
CH実績あり
※防災ヘリ適地

201-26 久居中学校グラウンド 津市久居西鷹跡町494
Ｎ　34°40′32
Ｅ 136°27′41

3388-3803
久居中学校
059-255-2102

105
×

112
11760 Ｃ 有 砂質 有

201-27 白山家城運動場 津市白山町南家城1471番地1
Ｎ　34°37′16
Ｅ 136°19′07

2088-3181
津市白山総合支所
地域振興課
059-262-7011

100
×
85

8500 Ｃ 有 砂質 有

201-28 白山高等学校グラウンド 津市白山町南家城678番地
Ｎ　34°37′27
Ｅ 136°18′48

2039-3214
白山高等学校
059-262-3525

175
×

120
21000 Ｂ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

201-29 家城小学校グラウンド 津市白山町南家城647番地
Ｎ　34°37′37
Ｅ 136°18′49

2041-3245
家城小学校
059-262-3027

110
×
50

5500 Ｃ 有 砂質 有

津
消
防

津
消
防
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201-30 川口小学校グラウンド 津市白山町川口1991番地
Ｎ　34°38′31
Ｅ 136°20′53

2354-3416
川口小学校
059-262-0004

100
×
85

8500 Ｃ 有 砂質 有

201-31 大三小学校グラウンド 津市白山町二本木269番地
Ｎ　34°39′49
Ｅ 136°22′22

2578-3659
大三小学校
059-262-0120

90
×
70

6300 Ｃ 有 砂質 有

201-32 倭小学校グラウンド 津市白山町上ノ村183番地
Ｎ　34°40′00
Ｅ 136°20′07

2234-3689
倭小学校
059-262-0150

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

201-33 八ツ山小学校グラウンド 津市白山町八対野2480番地
Ｎ　34°38′55
Ｅ 136°19′37

2160-3487
八ツ山小学校
059-262-0204

130
×
75

9750 Ｃ 有 砂質 有

201-34 白山中学校グラウンド 津市白山町川口471番地6
Ｎ　34°38′42
Ｅ 136°20′11

2247-3448
白山中学校
059-262-0020

80
×
80

6400 Ｃ 有 砂質 有

201-35 白山運動場 津市白山町古市699番地
Ｎ　34°39′10
Ｅ 136°20′28

2289-3535
津市白山体育館
管理事務所
059-262-4363

100
×
90

9000 Ｃ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

201-37 （旧）大井小学校グラウンド 津市一志町大仰326
Ｎ　34°38′43
Ｅ 136°24′39

2929-3461
津市一志総合支所
地域振興課
059-293-3001

100
×
71

7100 Ｃ 有 砂質 有

201-38 （旧）波瀬小学校グラウンド 津市一志町波瀬2236
Ｎ　34°37′28
Ｅ 136°23′24

2742-3227
津市一志総合支所
地域振興課
059-293-3001

130
×
40

5200 Ｃ 有 砂質 有

201-39 一志東小学校グラウンド 津市一志町八太785-1
Ｎ　34°39′07
Ｅ 136°26′48

3257-3539
一志東小学校
059-293-1027

80
×
80

6400 Ｃ 有 砂質 有

201-40 一志西小学校グラウンド 津市一志町田尻353-1
Ｎ　34°39′20
Ｅ 136°25′37

3075-3577
一志西小学校
059-293-0021

151
×
65

9815 Ｃ 有 砂質 有

201-42 美杉中学校グラウンド 津市美杉町八知5800
Ｎ　34°33′22
Ｅ 136°15′56

1611-2454
津市立美杉中学校
059-272-1191

100
×

130
13000 Ｃ 有 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

201-43 （旧）太郎生小学校屋外運動場 津市美杉町太郎生2128-1
Ｎ　34°32′04
Ｅ 136°11′39

0958-2206
津市美杉総合支所
地域振興課
059-272-8080

60
×
60

3600 Ｃ 有 砂質 有 令和４年度名称変更

201-44 （旧）多気小学校屋外運動場 津市美杉町上多気1042-5
Ｎ　34°30′59
Ｅ 136°18′01

1935-2018
津市美杉総合支所
地域振興課
059-272-8080

60
×
60

3600 Ｃ 無 砂質 有 令和４年度名称変更

津
消
防

津
消
防
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201-45 （旧）下之川小学校屋外運動場 津市美杉町下之川6098-2
Ｎ　34°33′26
Ｅ 136°20′33

2316-2476
津市美杉総合支所
地域振興課
059-272-8080

70
×
60

4200 Ｃ 無 砂質 有 令和４年度名称変更

201-46 美杉小学校グラウンド 津市美杉町奥津1025
Ｎ　34°30′44
Ｅ 136°15′55

1614-1968
津市立美杉小学校
059-274-0802

70
×
55

3850 Ｃ 無 砂質 有 令和元年度名称変更

201-47 津市フットパーク美杉 津市美杉町石名原2775
Ｎ　34°31′20
Ｅ 136°14′37

1414-2076
津市美杉総合支所
地域振興課
059-272-8080

100
×
70

7000 Ｃ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

201-49 一志野球場 津市一志町井生2848
Ｎ　34°38′53
Ｅ 136°23′21

2730-3489
津市一志野球場
一志総合支所地域振興課
059-293－3013

85
×
80

6800 Ｃ 無
ｱﾝﾂｰｶｰ
（人工土） 有

201-50 安濃小学校グラウンド 津市安濃町内多451
Ｎ　34°45′30
Ｅ 136°27′33

3354-4721
津市安濃小学校
059-268-2014

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

201-52
メナード青山リゾート
場外離発着場

津市白山町福田山1450
Ｎ　34°35′43
Ｅ 136°15′45

1577-2888
津市白山総合支所
地域振興課
059-262-7011

30
×
60

1800 Ｃ 無 舗装 無

201-53
三重県身体障害者
総合福祉センターグラウンド

津市一身田大古曽670-2
Ｎ　34°45′22
Ｅ 136°29′58

3723-4702
三重県身体障害者総合
福祉センター管理部
059-231-0155

150
×

120
18000 B 無 砂質 有

緊急消防援助隊
指揮支援部隊長受け入れ場所

※防災ヘリ適地

201-54 一志ゴルフ倶楽部 津市一志町大仰２９６１
Ｎ　34°39′08
Ｅ 136°23′33

2761-3536
株式会社一志ゴルフ倶楽
部
059-293-6868

14
×
14

196 Ｃ 無 アスファルト 無 令和５年度新規

201-55 公立大学法人三重県立看護大学 津市夢が丘1丁目1番地
Ｎ　34°45′40
Ｅ 136°29′16

3618-4757
公立大学法人三重県立看護大学
財務・運営課
059-233-5600

100
×
50

5000 Ｃ 無 芝生 無
令和６年度新規
SCU候補地
※防災ヘリ適地

201-56 香良洲高台防災公園 津市香良洲町5380
Ｎ　34°39′27
Ｅ 136°32′43

4160-3614
香良洲総合支所地域振興課
059-292-4374

112
×

174
19488 Ｂ 有 芝生 無

令和６年度新規
※防災ヘリ適地

204-01 三雲中学校グラウンド 松阪市中道町345番地
Ｎ　34°37′10
Ｅ 136°30′51

3881-3185
三雲中学校
0598-56-2329

133
×

104
13832 Ｃ 有 砂質 有 41.46 1.6 ヘリ専用拠点

津
消
防

松
阪
消
防
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204-02 ハートフルみくも駐車場 松阪市曽原町2678番地
Ｎ　34°37′28
Ｅ 136°31′54

4041-3246
松阪市三雲地域振興局
地域振興課
0598-56-7905

82
×
32

2624 Ｃ 有 舗装 無 49.91 2.51

204-03 津松阪港港湾施設 松阪市大口町1408番地
Ｎ　34°36′36
Ｅ 136°33′41

4316-3090

松阪建設事務所総務
・管理室
津松阪港管理分所
0598-51-3451

70
×
35

2450 Ｃ 無 舗装 無 0.21

204-04 旧大平中学校グラウンド 松阪市新屋敷町299番地１
Ｎ　34°34′42
Ｅ 136°35′14

4558-2743
松阪市
財務課
0598-53-4323

70
×
60

4200 Ｃ 無 芝生 無 36.6

204-05 広陽公園 松阪市広陽町22番地
Ｎ　34°32′08
Ｅ 136°31′28

3990-2260
松阪市
都市計画課
0598-53-4165

90
×
90

8100 Ｃ 無 砂質 有 令和元年度再登録

204-06 大江中学校グラウンド 松阪市小片野町228番地
Ｎ　34°28′58
Ｅ 136°26′59

3312-1664
大江中学校
0598-34-0024

90
×
70

6300 Ｃ 有 砂質 有

204-07 松阪公園グランド 松阪市殿町1539番地
Ｎ　34°34′36
Ｅ 136°31′28

3983-2715
松阪市教育委員会
スポーツ課
0598-53-4402

115
×

100
11500 Ｃ 無 砂質 有 48.84

204-08 中部台運動公園芝生公園 松阪市立野町1370番地
Ｎ　34°32′47
Ｅ 136°30′22

3819-2377
松阪市
中部台管理事務所
0598-26-1472

170
×

114
19380 Ｂ 無 芝生 無 ※防災ヘリ適地

204-09 中部台運動公園第1駐車場 松阪市立野町567番地１
Ｎ　34°32′55
Ｅ 136°30′18

3809-2402
松阪市
中部台管理事務所
0598-26-1472

108
×
95

12060 Ｃ 無 舗装 無
松阪市民病院
済生会松阪総合病院
松阪中央総合病院

204-10 中部中学校グラウンド 松阪市立野町1344番地
Ｎ　34°32′50
Ｅ 136°30′31

3842-2387
中部中学校
0598-21-0462

200
×

100
20000 Ａ 有 砂質 有

204-11 西中学校グラウンド 松阪市曲町4番地8
Ｎ　34°34′38
Ｅ 136°29′56

3748-2718
西中学校
0598-26-0066

125
×
80

10000 Ｃ 有 砂質 有

204-13 柿野小学校グラウンド 松阪市飯南町深野3688番地
Ｎ　34°28′27
Ｅ 136°24′21

2911-1561
松阪市飯南地域振興局
地域振興課
0598-32-2511

80
×
30

2400 Ｃ 無 砂質 有

204-14 粥見小学校グラウンド 松阪市飯南町粥見3969番地
Ｎ　34°26′59
Ｅ 136°23′29

2782-1290
松阪市飯南地域振興局
地域振興課
0598-32-2511

75
×
45

3375 Ｃ 有 砂質 有

204-15 飯南高等学校グラウンド 松阪市飯南町粥見5480番地1
Ｎ　34°26′50
Ｅ 136°22′21

2608-1260
松阪市飯南地域振興局
地域振興課
0598-32-2511

130
×
90

11700 Ｃ 無 砂質 有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

松
阪
消
防

松
阪
消
防
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204-16 飯南中学校グラウンド 松阪市飯南町粥見566番地
Ｎ　34°27′44
Ｅ 136°24′10

2884-1430
松阪市飯南地域振興局
地域振興課
0598-32-2511

100
×
90

9000 Ｃ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

204-17 飯高中学校グラウンド 松阪市飯高町宮前927番地
Ｎ　34°26′03
Ｅ 136°20′00

2250-1110
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

105
×
55

5775 Ｃ 有 砂質 有
ヘリ専用拠点
令和元年度名称変更

204-18 波瀬小学校グラウンド 松阪市飯高町波瀬675番地
Ｎ　34°25′19
Ｅ 136°09′09

0590-0954
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

115
×
48

5520 Ｃ 無 砂質 有 ヘリ専用拠点

204-19 香肌小学校グラウンド（旧森小学校） 松阪市飯高町森1810番地2
Ｎ　34°23′13
Ｅ 136°13′21

1238-0574
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

110
×
75

8250 Ｃ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

204-20 川俣小学校グラウンド 松阪市飯高町粟野481番地
Ｎ　34°25′11
Ｅ 136°15′01

1489-0940
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

100
×
55

5500 Ｃ 無 砂質 有 ヘリ専用拠点

204-22 青田公園 松阪市飯高町青田439番地
Ｎ　34°23′03
Ｅ 136°10′16

0766-0537
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

40
×
40

1600 Ｃ 無 舗装 無 ヘリ専用拠点

204-23 津本公園（蓮ダム） 松阪市飯高町森1810番地11
Ｎ　34°22′31
Ｅ 136°11′45

0996-0440
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

18
×
18

324 Ｃ 無 舗装 無
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

204-24 松阪市嬉野グラウンド 松阪市嬉野権現前町423番地53
Ｎ　34°37′21
Ｅ 136°28′52

3578-3218
松阪市嬉野地域振興局
地域振興課
0598-48-3800

108
×
95

10260 Ｃ 有 砂質 有

204-25
嬉野宇気郷公民館
（旧宇気郷小学校）

松阪市嬉野小原町587番地
Ｎ　34°33′13
Ｅ 136°22′36

2631-2440
松阪市嬉野地域振興局
地域振興課　0598-48-3800
嬉野宇気郷公民館　0598-35-0022

75
×
40

3000 Ｃ 有 砂質 有

204-26
中郷公民館
（旧中郷小学校）

松阪市嬉野宮野町43番地
Ｎ　34°35′49
Ｅ 136°25′44

3103-2928
松阪市嬉野地域振興局
地域振興課　0598-48-3800
中郷公民館　0598-43-2208

90
×
60

5400 Ｃ 有 砂質 有

204-27 豊地小学校グラウンド 松阪市嬉野堀之内町229番地
Ｎ　34°37′16
Ｅ 136°27′34

3379-3200
豊地小学校
0598-42-1009

60
×
40

2400 Ｃ 有 砂質 有

204-28 松ヶ崎公園 松阪市松ヶ島町343番地
Ｎ　34°36′11
Ｅ 136°31′35

3996-3008
松阪市
清掃事業課
0598-53-4470

130
×

120
15600 Ｃ 無 砂質 有 44.47 0.02 ※防災ヘリ適地

204-29 高須町公園 松阪市高須町4026番地
Ｎ　34°35′57
Ｅ 136°34′11

4394-2971
松阪市
下水道建設課
0598-53-4121

115
×
88

10120 Ｃ 無 芝生 無 36.79 2.3

松
阪
消
防

松
阪
消
防
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204-30 コクマタ山・青空広場 松阪市飯高町蓮
Ｎ　34°19′50
Ｅ 136°07′56

0415-9940
松阪市飯高地域振興局
地域振興課
0598-46-7111

18
×
18

324 Ｃ 無 山土 無 ヘリ専用拠点

204-31 西野々町多目的グラウンド 松阪市西野々町721番地１
Ｎ　34°34′42
Ｅ 136°33′34

4303-2739
松阪市
松阪地区衛生組合
0598－51－1851

 203
×

154
31262 Ａ 無 砂質 有 50.57

204-33 総合運動公園 松阪市山下町111番地
Ｎ　34°32′35
Ｅ 136°34′19

4424-2349
松阪市
防災対策課
0598-53-4313

200
×

150
30000 Ａ 無 芝生 無 ※防災ヘリ適地

204-34 嬉野中学校グラウンド 松阪市嬉野下之庄町1725番地
Ｎ　34°37' 11
Ｅ 136°28' 20

3497-3186
松阪市
防災対策課
0598-53-4313

200
×

100
20000 Ａ 有 砂質 無

ヘリ専用拠点
令和５年度新規

442-01 明和町総合グラウンド 多気郡明和町大淀向野595
Ｎ　34°32′49
Ｅ 136°38′51

5117-2404
明和町
防災安全課
0596-52-7110

100
×

100
10000 Ｃ 有 赤土 有 19.73 26.32 0.53 0.45

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

442-02 明和中学校グラウンド 多気郡明和町坂本1237番地1
Ｎ　34°32′54
Ｅ 136°37′22

4890-2415
明和町
防災安全課
0596-52-7110

160
×
90

14400 Ｂ 無 砂質 有

442-03 大淀小学校グラウンド 多気郡明和町大淀2873番地1
Ｎ　34°33′57
Ｅ 136°39′15

5175-2614
明和町
防災安全課
0596-52-7110

115
×
48

5520 Ｃ 有 砂質 有 21.22 29.07 2.27 1.38

442-04 上御糸小学校グラウンド 多気郡明和町佐田2038番地2
Ｎ　34°33′44
 Ｅ 136°37′22

4887-2569
明和町
防災安全課
0596-52-7110

55
×
55

3025 Ｃ 有 砂質 有 16.37 23.51

442-05 下御糸小学校グラウンド 多気郡明和町内座367番地
Ｎ　34°35′00
Ｅ 136°37′20

4878-2803
明和町
防災安全課
0596-52-7110

80
×
52

4160 Ｃ 有 砂質 有 63.38 74.33 1.5 0.98

442-06 斎宮小学校グラウンド 多気郡明和町斎宮3385番地2
Ｎ　34°32′14
Ｅ 136°36′41

4787-2290
明和町
防災安全課
0596-52-7110

90
×
70

6300 Ｃ 有 砂質 有

442-07 明星小学校グラウンド 多気郡明和町明星1547番地
Ｎ　34°31′36
Ｅ 136°38′12

5021-2177
明和町
防災安全課
0596-52-7110

75
×
65

4875 Ｃ 有 砂質 有

442-08 旧修正小学校グラウンド 多気郡明和町有爾中816番地‐1
Ｎ　34°31′15
Ｅ 136°37′11

4867-2110
明和町
防災安全課
0596-52-7110

70
×
50

3500 Ｃ 有 砂質 有

442-09
斎宮歴史博物館
 （斎宮跡ふるさと南部公園）

多気郡明和町竹川559番地‐18
Ｎ　34°32′30
Ｅ 136°36′30

4758-2339
明和町
防災安全課
0596-52-7110

130
×

100
13000 Ｃ 無 芝生 無 ※防災ヘリ適地

松
阪
消
防

松
阪
消
防
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441-01 多気中学校グラウンド 多気郡多気町相可1540番地
Ｎ　34°29′57
Ｅ 136°32′46

4195-1859
多気町役場
総務課
0598-38-1111

120
×
87

10440 Ｃ 無
その他
(クレー） 有 ヘリ専用拠点

441-02
勢和東公民館
（旧丹生小学校グラウンド）

多気郡多気町丹生1807番地
Ｎ　34°28′50
Ｅ 136°29′21

3674-1644
多気町教育委員会
社会教育係
0598-38-1121

60
×
36

2160 Ｃ 無 赤土 有

441-03 勢和台スポーツセンター 多気郡多気町古江1041番地‐2
Ｎ　34°27′31
Ｅ 136°29′20

3676-1401
多気町スポーツ協会
0598-38-1131

105
×

130
13650 Ｃ 無 砂質 有 ※防災ヘリ適地

441-04 ゆとりの丘芝生広場 多気郡多気町古江120番地
Ｎ　34°27′33
Ｅ 136°27′50

3446-1404
多気町勢和振興事務所
住民生活係
0598-49-4511

108
×

103
11124 C 無 芝生 無

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

松
阪
消
防
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203-01 御薗ラブリバー公園内 伊勢市御薗町長屋
Ｎ　34°30′45
Ｅ 136°42′14

5641-2030
伊勢市役所
維持課
0596-21-5589

65
×

140
9100 C 無 芝生 無 24.55 32.41

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

203-02
伊勢市小俣大仏山公園
スポーツセンター

度会郡玉城町長更1212‐3
Ｎ　34°31′10
Ｅ 136°39′23

5203-2100
伊勢市教育委員会事務局
スポーツ課
0596-22-7891

192
×

100
19200 Ｂ 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

203-03 中島小学校グラウンド 伊勢市二俣1丁目2‐17
Ｎ　34°29′34
Ｅ 136°41′31

5535-1809
中島小学校
0596-28-2766

65
×
46

2990 Ｃ 有
砂質
赤土

有 30.72 35.41

203-04 宮川河川敷 伊勢市中島1丁目
Ｎ　34°29′33
Ｅ 136°41′10

5481-1806
国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所
0596-25-1018

200
×
55

11000 Ｃ 無 芝生 無 25.38 31.48
ヘリ専用拠点
伊勢赤十字病院

203-05 厚生中学校グラウンド 伊勢市一之木5丁目5-3
Ｎ　34°30′03
 Ｅ 136°42′34

5694-1901
厚生中学校
0596-28-3703

130
×
70

9100 Ｃ 有
砂質
赤土

有 40.17 47.07 0.71 1.07

203-06 倉田山中学校グラウンド 伊勢市神田久志本町1645-2
Ｎ　34°29′22
Ｅ 136°43′41

5867-1778
倉田山中学校
0596-24-2198

100
×
65

6500 Ｃ 有 赤土 有 56.46 69.77

203-07 修道小学校グラウンド 伊勢市久世戸町5-1
Ｎ　34°28′55
Ｅ 136°43′26

5830-1694
修道小学校
0596-28-2764

70
×
45

3150 Ｃ 有 砂質 有

203-09 旧今一色小学校グラウンド 伊勢市二見町今一色3
Ｎ　34°31′05
Ｅ 136°45′02

6068-2099
伊勢市教育委員会事務
局　学校施設整備課
0596-22-7876

70
×
50

3500 Ｃ 有 砂質 有 47.39 61.95 2 2.71

203-10 旧二見浦小学校グラウンド 伊勢市二見町荘1500
Ｎ　34°30′24
Ｅ 136°46′29

6292-1977
伊勢市資産経営課
0596-21‐5526

110
×
60

6600 Ｃ 有 砂質 有 53.47 69.54 1.32 2.25

203-11 伊勢市二見グラウンド 伊勢市二見町荘2066
Ｎ　34°30′33
Ｅ 136°46′24

6279-2004

伊勢市教育委員会
スポーツ課
0596-22-7891

110
×
80

8800 Ｃ 無 砂質 有 55.98 72.94 1.41 2.33
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

203-12
三重県広域防災拠点
（伊勢志摩拠点）

伊勢市朝熊町3477-15
Ｎ　34°29′23
Ｅ 136°45′53

6204-1787
三重県防災対策部
災害対策推進課
059-224-2189

200
×

170
34548 Ａ 無 舗装 無

ヘリ集結場所
ヘリ専用拠点
市立伊勢総合病院
※防災ヘリ適地　CH実績あり
※ SCU候補地

461-01 田丸小学校グラウンド 度会郡玉城町佐田1247
Ｎ　34°29′36
Ｅ 136°38′02

5002-1807
田丸小学校
0596-58-3046

100
×
90

9000 Ｃ 有 砂質 有 19.78

461-02 下外城田小学校グラウンド 度会郡玉城町小社曽根776
Ｎ　34°28′37
Ｅ 136°38′59

5150-1628
下外城田小学校
0596-58-3333

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

伊
勢
消
防
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461-03 外城田小学校グラウンド 度会郡玉城町蚊野2018
Ｎ　34°28′58
Ｅ 136°36′06

4708-1685
外城田小学校
0596-58-2606

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

461-04 有田小学校グラウンド 度会郡玉城町長更376
Ｎ　34°30′23
Ｅ 136°38′23

5053-1953
有田小学校
0596-58-2321

100
×
80

8000 Ｃ 有 砂質 有

461-05 お城広場 度会郡玉城町田丸114番地1
Ｎ　34°29′31
Ｅ 136°37′49

4969-1791
玉城町役場
総務防災課
0596-58-8200

100
×
90

9000 Ｃ 無 砂質 有 ヘリ専用拠点

461-06 玉城中学校グラウンド 度会郡玉城町田丸114番地1
Ｎ　34°29′24
Ｅ 136°37′46

4961-1769
玉城中学校
0596-58-3057

100
×

100
10000 Ｃ 有 砂質 有

470-01 旧一之瀬小学校グラウンド 度会郡度会町脇出372
Ｎ　34°21′05
Ｅ 136°35′21

4616-0226
度会町総務課
0596-62-1111

79
×
53

4187 Ｃ 有
砂質
赤土

有

470-02 宮リバー度会パーク第5駐車場 度会郡度会町大野木1058番地
Ｎ　34°26′05
Ｅ 136°38′10

5032-1157
度会町産業振興課
0596-62-2416

70
×
34

2380 Ｃ 無 舗装 無 19.55

470-03 旧小川郷小学校グラウンド 度会郡度会町中之郷1025
Ｎ　34°24′19
Ｅ 136°36′16

4747-0826
度会町教育委員会事務局

0596-62-2422

77
×
72

5544 Ｃ 有 赤土 有

470-04 ふれあい広場栗山 度会郡度会町脇出794
Ｎ　34°21′13
Ｅ 136°35′09

4585-0250
度会町産業振興課
0596-62-2416

80
×
80

6400 Ｃ 無
芝生
黒土

有 ※防災ヘリ適地

470-05 度会小学校グラウンド 度会郡度会町棚橋1679‐1
Ｎ　34°26′05
Ｅ 136°37′03

4861-1155
度会小学校
0596-62-0004

80
×
75

6000 Ｃ 有
グリーン
サンド

有

470-06 度会中学校グラウンド 度会郡度会町棚橋300番地
Ｎ　34°25′54
Ｅ 136°37′35

4944-1122
度会中学校
0596-62-0194

135
×
75

10125 Ｃ 有
グリーン
サンド

有
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

470-07 中川第2グラウンド 度会郡度会町麻加江145
Ｎ　34°26′00
Ｅ 136°33′30

4318-1131
度会町教育委員会
事務局
0596-62-2422

70
×
75

5250 Ｃ 無 赤土 有

伊
勢
消
防
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211-01 鳥羽展望台 鳥羽市国崎町大岳3-3
Ｎ　34°25′39
Ｅ 136°54′50

7586-1121
㈲ノア
0599-33-6201

38
×
21

798 Ｃ 無 舗装 無 防災拠点

211-02 市民の森公園 鳥羽市大明東町2090-224
Ｎ　34°28′13
Ｅ 136°50′56

6980-1585
鳥羽市役所建設課
管理係
0599-25-1171

70
×
63

4410 C 無 芝生 無 0.17 0.12

211-03 旧桃取小学校グラウンド 鳥羽市桃取町21
Ｎ　34°30′43
Ｅ 136°51′02

6987-2047
鳥羽市教育委員会
総務課　庶務係
0599-25-1262

80
×
48

3840 Ｃ 有 赤土 有 0.22 0.79 令和４年度水道管工事

211-04 答志小学校グラウンド 鳥羽市答志町941-1
Ｎ　34°31′29
Ｅ 136°54′00

7438-2197
答志小学校
0599-37-2032

78
×
46

3588 Ｃ 有 赤土 有 1.24 1.29

211-05 鳥羽高校グラウンド 鳥羽市安楽島町1459
Ｎ　34°28′04
Ｅ 136°50′52

6970-1557
鳥羽高等学校
0599-25-2935

150
×

120
18000 Ｂ 無 砂質 有

211-06 神島中学校グラウンド 鳥羽市神島町505-2
Ｎ　34°32′38
Ｅ 136°58′56

8189-2424
神島中学校
0599-38-2009

89
×
64

5696 Ｃ 無 赤土 有

211-08 旧坂手小学校グラウンド 鳥羽市坂手町938
Ｎ　34°29′09
Ｅ 136°51′39

7088-1760
鳥羽市教育委員会
総務課　庶務係
0599-25-1262

51
×
36

1836 Ｃ 有 赤土 有

211-09 旧鳥羽小学校グラウンド 鳥羽市鳥羽三丁目1-61
Ｎ　34°28′51
Ｅ 136°50′40

6937-1701
鳥羽市教育委員会
総務課　庶務係
0599-25-1262

33
×
33

1089 Ｃ 有 砂質 有 31.49 37.63

211-10 旧鏡浦小学校グラウンド 鳥羽市浦村町1751-4
Ｎ　34°26′49
Ｅ 136°54′02

7459-1335
鳥羽市教育委員会
総務課　庶務係
0599-25-1262

109
×
50

5450 Ｃ 有 砂質 有

211-11 弘道小学校グラウンド 鳥羽市相差町1014
Ｎ　34°23′19
Ｅ 136°54′10

7492-0688
弘道小学校
0599-33-6016

56
×
53

2968 Ｃ 有 砂質 有 4.06 4.78

211-12 鳥羽中央公園野球場 鳥羽市大明東町3-2
Ｎ　34°28′06
Ｅ 136°50′59

6988-1563
三幸株式会社
鳥羽市運動施設指定管理者

0599-25-6215

70
×
70

4900 Ｃ 無
芝生
赤土

無 0.22 0.23 ※防災ヘリ適地

211-13 菅島小学校グラウンド 鳥羽市菅島町1-2
Ｎ　34°29′54
Ｅ 136°53′59

7441-1905
菅島小学校
0599-34-2011

69
×
29

2001 Ｃ 有
砂質
赤土

有 2.44 2.14

211-14 鳥羽中央公園多目的グラウンド 鳥羽市大明東町4-8
Ｎ　34°28′07
Ｅ 136°51′13

7024-1567
三幸株式会社
鳥羽市運動施設指定管理者

0599-25-6215

90
×
57

5130 C 無
芝生
赤土

無 1.06 1.07
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

鳥
羽
消
防
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211-15 神島漁港（漁具干場） 鳥羽市神島町地先
Ｎ　34°33′07
Ｅ 136°58′52

8177-2513
鳥羽市
神島連絡所
0599-38-2004

80
×
50

4000 Ｃ 無 舗装 無 17.73 31.96 2.21 1.47

211-16 池上公園 鳥羽市池上町１４－９
Ｎ　34°28′55
Ｅ 136°49′40

6784-1711
鳥羽市役所建設課
管理係
0599-25-1171

45
×
50

2250 Ｃ 有 芝生 無 防災拠点

211-17 株式会社ホーペック 鳥羽市松尾町1002-1
Ｎ　34°25′25
Ｅ 136°50′59

6997-1067
鳥羽市役所総務課
防災危機管理室
0599-25-1118

70
×
80

5600 Ｃ 無
草地
土

有 ヘリ専用拠点

211-18 鳥羽市消防庁舎ヘリポート 鳥羽市船津町1393-1
Ｎ　34°27′54
Ｅ 136°50′47

6958-1526
鳥羽市消防本部
通信指令室
0599-25-2821

24
×
24

576 Ｃ 無 舗装 無
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

211-19 菅崎園地へリポート 鳥羽市相差町37-157
Ｎ　34°22′46
Ｅ 136°54′27

7537-0587
鳥羽市役所建設課
管理係
0599-25-1171

52
×
40

2080 Ｃ 無 舗装 無 ヘリ専用拠点

211-20 答志中学校グラウンド 鳥羽市答志町2220-5
Ｎ　34°31′17
Ｅ 136°53′16

7327-2158
答志中学校
0599-37-2033

70
×
65

4450 Ｃ 有 赤土 有 令和６年度新規

211-21 今浦城跡 鳥羽市浦村町地先
Ｎ　34°26′25
Ｅ 136°52′50

7277-1257
鳥羽市役所総務課
防災危機管理室
0599-25-1118

30
×
20

600 Ｃ 無 草 無 令和６年度新規

鳥
羽
消
防
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215-01 旧的矢小学校グラウンド 志摩市磯部町的矢840
Ｎ　34°22′13
Ｅ 136°51′43

7120-0478
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

70
×
80

5600 Ｃ 有 芝生 無
校舎、体育館、プール、倉庫撤
去済

215-02 志摩高等学校グラウンド 志摩市磯部町恵利原1308
Ｎ　34°22′37
Ｅ 136°48′06

6565-0542
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

150
×

100
15000 Ｂ 無 赤土 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

215-03 渡鹿野島コミュニティ公園 志摩市磯部町渡鹿野370－4
Ｎ　34°21′51
Ｅ 136°52′32

7246-0413
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

80
×
40

3200 Ｃ 有 芝生 無 離島のため給油困難

215-04 東海中学校グラウンド 志摩市阿児町甲賀2088-1
Ｎ　34°19′02
Ｅ 136°52′26

7241-9892
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

110
×
80

8800 Ｃ 有
砂質
赤土

有

215-05 志摩パークゴルフ場 志摩市阿児町国府3025-36
Ｎ　34°20′28
Ｅ 136°52′43

7280-0158
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

100
×
50

5000 Ｃ 無 芝生 無 36.54 51.42 6.5
津波襲来時一時的に浸水の
可能性あり

215-06 長沢多目的広場 志摩市阿児町神明1537-1
Ｎ　34°19′18
Ｅ 136°51′06

7036-9938
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

130
×
85

11050 Ｃ 無
砂質
赤土

有
ヘリ専用拠点
県立志摩病院指定
※防災ヘリ適地

215-07 阿児ふるさと公園多目的広場 志摩市阿児町神明981-29
Ｎ　34°19′19
Ｅ 136°49′40

6816-9937
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

90
×
75

6750 Ｃ 無
砂質
赤土

有

215-08 旧安乗中学校グラウンド 志摩市阿児町国府3705-2
Ｎ　34°21′22
Ｅ 136°53′26

7387-0326
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

100
×
75

7500 Ｃ 有
砂質
赤土

有 令和元年度名称変更

215-09 旧船越中学校グラウンド 志摩市大王町船越1903
Ｎ　34°16′25
Ｅ 136°51′48

7153-9405
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

85
×
60

5100 Ｃ 有
砂質
赤土

有

215-10 大王中学校グラウンド 志摩市大王町波切1506-2
Ｎ　34°16′39
Ｅ 136°52′58

7331-9453
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

65
×

100
6500 C 有

砂質
赤土

有 ※防災ヘリ適地

215-11 大王小学校グラウンド 志摩市大王町波切877-3
Ｎ　34°16′41
Ｅ 136°53′39

7436-9461
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

90
×
90

8100 C 有
砂質
赤土

有

215-12 ともやま公園芝生広場 志摩市大王町波切2199
Ｎ　34°17′14
Ｅ 136°50′23

6933-9554
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

65
×
60

3900 C 無 芝生 無
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

215-13 ともやま公園球場 志摩市大王町波切2211-57
Ｎ　34°17′06
Ｅ 136°50′35

6964-9529
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

85
×

100
8500 Ｃ 無

芝生
赤土

無

志
摩
消
防
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215-14 旧片田中学校グラウンド 志摩市志摩町片田1677
Ｎ　34°15′34
Ｅ 136°50′50

7008-9247
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

105
×
65

6825 Ｃ 無
砂質
赤土

有 44.64 49.48 9.9
津波襲来時一時的に浸水の
可能性あり

215-16 志摩小学校グラウンド 志摩市志摩町和具314-1
Ｎ　34°15′30
Ｅ 136°48′36

6665-9228
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

85
×
65

5525 Ｃ 有
砂質
赤土

有 4
津波襲来時一時的に浸水の
可能性あり

215-17 間崎地区防災施設 志摩市志摩町和具4354-1
Ｎ　34°17′20
Ｅ 136°48′46

6685-9568
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

40
×
45

1800 Ｃ 有
芝生
砂質 無 離島のため給油不可

215-18 水産高等学校グラウンド 志摩市志摩町和具2578
Ｎ　34°15′57
Ｅ 136°48′42

6679-9312
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

85
×
85

7225 Ｃ 無
砂質
赤土

有 5.7
津波来襲時、一時的に浸水の
可能性あり

215-19 旧越賀中学校グラウンド 志摩市志摩町越賀1877
Ｎ　34°15′32
Ｅ 136°47′09

6443-9230
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

115
×
90

10350 Ｃ 無
砂質
赤土

有 3.6

平成26年3月閉校
（校舎解体予定）
津波襲来時一時的に浸水の可能性あり
※防災ヘリ適地

215-20 旧御座小学校グラウンド 志摩市志摩町御座630
Ｎ　34°16′26
Ｅ 136°46′02

6268-9394
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

75
×
35

2625 Ｃ 有 草地 無 2.8
津波襲来時一時的に浸水の
可能性あり
校舎裏急傾斜あり

215-22
志摩総合スポーツ公園
多目的グラウンド

志摩市志摩町布施田1103
Ｎ　34°15′11
Ｅ 136°49′18

6774-9172
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

170
×
90

15300 Ｂ 無
芝生
赤土

無 29.63 33.04 6.7

ヘリ専用拠点
津波襲来時一時的に浸水の可
能性あり
※防災ヘリ適地

215-23 和具水産物荷捌施設前 志摩市志摩町和具
Ｎ　34°15′17
Ｅ 136°48′14

6610-9187
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

100
×
30

3000 Ｃ 無 舗装 無 18.47 20.82 14.2
津波襲来時、高潮時一時的に
浸水の可能性あり

215-24 浜島小学校グラウンド 志摩市浜島町浜島1112
Ｎ　34°18′17
Ｅ 136°45′01

6106-9733
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

110
×
60

6600 Ｃ 有
砂質
赤土

有

215-25 浜島中学校グラウンド 志摩市浜島町塩屋604-5
Ｎ　34°18′26
Ｅ 136°45′31

6182-9762
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

130
×
95

12350 Ｃ 有
砂質
赤土

有 5.9
津波襲来時一時的に浸水の可
能性あり

215-26
NEMU　HOTEL＆RESORT
スポーツスタジアム

志摩市浜島町迫子2692-3
Ｎ　34°17′38
Ｅ 136°47′16

6454-9616
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

115
×

100
11500 Ｃ 無 芝生 無

令和元年度再登録
ヘリ専用拠点

215-27 阿児アリーナ第2駐車場 志摩市阿児町神明1048－2
Ｎ　34°19′18
Ｅ 136°49′44

6827-9933
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

65
×
70

4550 Ｃ 無 舗装 無 ヘリ専用拠点(Hマークあり）

215-28 志摩スペイン村第3駐車場 志摩市磯部町坂崎
Ｎ　34°20′53
Ｅ 136°50′22

6918-0228
（株）スペイン村
総務部総務課
0599-57-3395

390
×

100
39000 A 無 芝生 無 ※防災ヘリ適地

志
摩
消
防
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215-29 安乗岬園地 志摩市阿児町安乗794-1
Ｎ　34°21′52
Ｅ 136°54′26

7538-0421
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

50
×
70

3500 C 無 芝生 無 令和元年度新規

215-30 旧越賀小学校グラウンド 志摩市志摩町越賀1572
Ｎ　34°15′48
Ｅ 136°47′31

6497-9280
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

90
×
65

5850 C 有 赤土 有 令和元年度新規

215-31 旧片田小学校グラウンド 志摩市志摩町片田２３９３
Ｎ　34°15′14
Ｅ 136°50′40

6983-9184
志摩市危機管理統括監
防災危機管理室
0599-44-0203

60
×
70

4200 C 有 赤土 有 令和元年度新規

472-01 南勢小学校グラウンド 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3755-4
Ｎ　34°21′00
Ｅ 136°42′29

5709-0229
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

110
×
60

6600 Ｃ 無 砂質 有 令和元年度名称変更

472-02
南伊勢高等学校
南勢校舎グラウンド

度会郡南伊勢町船越2926-1
Ｎ　34°20′42
Ｅ 136°41′30

5560-0171
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

120
×
80

9600 Ｃ 無 砂質 有 2.23 5.63 ヘリ専用拠点

472-03 旧穂原小学校グラウンド 度会郡南伊勢町伊勢路981
Ｎ　34°20′39
Ｅ 136°38′33

5107-0154
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

100
×
50

5000 Ｃ 無 砂質 有 40.36 42.01 1.03 2.82
令和元年度名称変更
令和４年度調査時新規建造物
（スケートボードパーク）あり

472-04 南伊勢町町民グラウンド 度会郡南伊勢町田曽浦3798-1
Ｎ　34°17′51
Ｅ 136°41′31

5571-9643
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

70
×
80

5600 Ｃ 無 砂質 有 2.18

472-05 旧南海小学校グラウンド 度会郡南伊勢町迫間浦1020-1
Ｎ　34°18′4１
Ｅ 136°38′07

5047-9789
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

110
×
50

5500 Ｃ 無 赤土 有 3.34 4.57 令和元年度名称変更

472-06 南勢中学校グラウンド 度会郡南伊勢町船越2100
Ｎ　34°20′57
Ｅ 136°41′14

5518-0216
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

110
×
90

9900 Ｃ 無 砂質 有 ヘリ専用拠点

志
摩
消
防
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472-08 南島中学校グラウンド 度会郡南伊勢町東宮1020
Ｎ　34°17′09
Ｅ 136°32′39

4213-9493
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

130
×

100
13000 C 無 砂質 有 0.01

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

472-09 南島西小学校グラウンド 度会郡南伊勢町村山1036
Ｎ　34°16′51
Ｅ 136°29′49

3779-9431
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

80
×
70

5600 Ｃ 無 砂質 有 4.85 10.1 ※防災ヘリ適地

472-10 旧島津小学校グラウンド 度会郡南伊勢町古和浦254
Ｎ　34°15′32
Ｅ 136°27′41

3455-9183
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

80
×
50

4000 Ｃ 無 砂質 有 16.07 25.7 2.09

472-11 紀勢地区広域消防組合　南島分署 度会郡南伊勢町村山2-2
Ｎ　34°16′28
Ｅ 136°29′29

3729-9359
南伊勢町役場
防災安全課
0599-66-1704

25
×
35

875 Ｃ 無 舗装 無 ※ ※ ※ ※
面積・地形により県防災ヘリは
不可、ドクヘリは可。

471-01 七保小学校グラウンド 度会郡大紀町打見388
Ｎ　34°24′44
Ｅ 136°28′50

3607-0886
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

60
×
60

3600 Ｃ 無 砂質 有

471-02 大紀町野添山村広場 度会郡大紀町野添887
Ｎ　34°24′27
Ｅ 136°29′16

3674-0834
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

103
×

103
10609 Ｂ 無 砂質 有

ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

471-03 大宮小学校グラウンド 度会郡大紀町滝原1748-1
Ｎ　34°21′00
Ｅ 136°24′27

2945-0186
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

60
×
75

4500 Ｃ 無 砂質 有

471-04 大宮中学校グラウンド 度会郡大紀町滝原1889-7
Ｎ　34°21′04
Ｅ 136°24′20

2927-0198
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

132
×

122
16104 Ｂ 無 砂質 有

471-05 錦小学校グラウンド 度会郡大紀町錦426-1
Ｎ　34°13′26
Ｅ 136°23′46

2859-8786
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

100
×

100
10000 Ｃ 無 砂質 有 3.6 6.67

471-06 旧錦中学校グラウンド 度会郡大紀町錦71-5
Ｎ　34°12′49
Ｅ 136°24′16

2938-8673
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

88
×

112
9856 Ｃ 無 砂質 有

471-07 大紀中学校グラウンド 度会郡大紀町崎291-3
Ｎ　34°18′09
Ｅ 136°23′33

2814-9658
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

84
×
70

5880 Ｃ 無 砂質 有

471-08 塩浜山村広場 度会郡大紀町錦10-2
Ｎ　34°12′42
Ｅ 136°23′54

2882-8651
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

60
×
17

1020 Ｃ 無 舗装 無

471-09 旧大内山中学校グラウンド 度会郡大紀町大内山926
Ｎ　34°16′04
Ｅ 136°21′42

2534-9269
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

60
×
70

4200 Ｃ 無 砂質 有
令和元年度名称変更
※防災ヘリ適地

紀
勢
消
防
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471-10 定坂集積場 度会郡大紀町大内山1917
Ｎ　34°15′39
Ｅ 136°20′39

2375-9189
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

40
×
50

2000 Ｃ 無 舗装 無

471-11 山岳救助訓練施設 度会郡大紀町錦722-14
Ｎ　34°13′38
Ｅ 136°23′22

2797-8822
大紀町役場
防災安全課
0598-73-3318

145
×
66

9600 Ｃ 無 舗装 無
※防災ヘリ適地
CH実績あり

443-01 旧協和中学校グラウンド 多気郡大台町新田712番地
Ｎ　34°26′03
Ｅ 136°30′47

3902-1134
大台町教育委員会
0598-82-3791

110
×
70

7700 Ｃ 無 砂質 有 管理注意（草）

443-02 大台中学校グラウンド 多気郡大台町上三瀬903番地の1
Ｎ　34°23′58
Ｅ 136°24′54

3006-0735
大台中学校
0598-82-1045

150
×

110
16500 Ｂ 有 砂質 有 ヘリ専用拠点

443-03 宮川中学校グラウンド 多気郡大台町茂原643－8
Ｎ　34°21′26
Ｅ 136°19′45

2223-0257
大台町役場
総務課
0598-82-3781

80
×
70

5600 Ｃ 有 赤土 有

443-04 領内地区町民運動場 多気郡大台町小滝200-1
Ｎ　34°20′38
Ｅ 136°17′09

1827-0104
大台町役場
総務課
0598-82-3781

50
×
90

4500 Ｃ 有 赤土 有 ※防災ヘリ適地

443-05
大杉谷地域総合センター
グラウンド

多気郡大台町久豆199
Ｎ　34°16′44
Ｅ 136°13′04

1209-9375
大台町役場
総務課
0598-82-3781

50
×
80

4000 Ｃ 有 赤土 有

443-07 Ｂ＆Ｇ海洋センターグラウンド 多気郡大台町佐原363
Ｎ　34°23′19
Ｅ 136°23′48

2839-0613
大台町役場
総務課
0598-82-3781

55
×
55

3025 Ｃ 有 舗装 無

443-08 上三瀬ヘリ離着陸場 多気郡大台町上三瀬877-17
Ｎ　34°23′47
Ｅ 136°25′00

3022-0702
大台町役場
総務課
0598-82-3781

56
×
56

3200 Ｃ 無 舗装 無 ※ ※ ※ ※
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

443-09 荻原地区町民運動場 多気郡大台町茂原434-1
Ｎ　34°21′24
Ｅ 136°19′51

2239-0251
大台町役場
総務課
0598-82-3781

60
×
60

3600 Ｃ 無 砂質 無

紀
勢
消
防
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543-01 紀北町東長島スポーツ公園 北牟婁郡紀北町東長島769-1
Ｎ　34°12′43
Ｅ 136°20′09

2306-8646
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

120
×
90

10800 B 有
その他
（土）

有 ヘリ専用拠点

543-02 紀北中学校グラウンド 北牟婁郡紀北町長島444
Ｎ　34°12′30
Ｅ 136°19′37

2224-8605
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

110
×
70

7700 Ｃ 有 赤土 有 3.12 7.24

543-03 赤羽公園多目的広場 北牟婁郡紀北町島原1402-55
Ｎ　34°12′51
Ｅ 136°18′12

2006-8667
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

120
×
60

7200 Ｃ 無 赤土 有 ※防災ヘリ適地

543-04 西小学校グラウンド 北牟婁郡紀北町長島1539
Ｎ　34°11′56
Ｅ 136°19′45

2246-8501
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

60
×
80

4800 Ｃ 有 赤土 有 30.57 33.12

543-05 始神峠さくら広場 北牟婁郡紀北町三浦763-1
Ｎ　34°09′37
Ｅ 136°16′35

1765-8066
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

70
×
70

4900 Ｃ 無 芝生 無 3.24 7.9
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

543-06 赤羽公園野球場 北牟婁郡紀北町島原1402-55
Ｎ　34°12′50
Ｅ 136°18′18

2021-8664
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

90
×
90

8100 Ｃ 無
芝生
赤土

無

543-07 赤羽中学校グラウンド 北牟婁郡紀北町島原2708
Ｎ　34°12′56
Ｅ 136°18′04

1985-8682
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

70
×
55

3850 Ｃ 有 砂質 有

543-09 三船中学校グラウンド 北牟婁郡紀北町上里543
Ｎ　34°08′36
Ｅ 136°13′29

1291-7873
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

100
×
70

7000 Ｃ 有 砂質 有

543-10 海山グラウンド 北牟婁郡紀北町相賀939-2
Ｎ　34°06′24
Ｅ 136°13′11

1250-7465
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

100
×

130
13000 B 無 砂質 有 16.21 23.42 0.21

ヘリ専用拠点
CH実績あり

543-11 潮南中学校グラウンド 北牟婁郡紀北町相賀499-3
Ｎ　34°06′37
Ｅ 136°13′51

1352-7507
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

90
×
50

4500 Ｃ 有 砂質 有 1.24 2.78

543-12 銚子川河川敷
北牟婁郡紀北町相賀
字藤ﾉ木中川原及び小山道

Ｎ　34°06′22
Ｅ 136°13′28

1294-7460
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

290
×
60

17400 B 無
舗装
砂利

無 20.33 30 9999
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

543-13 海山リサイクルセンター横
北牟婁郡紀北町船津
2556-1 2565-1

Ｎ　34°08′45
Ｅ 136°12′17

1107-7898
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

180
×

100
18000 Ｂ 無 舗装 無 ヘリ専用拠点

543-14 多目的広場 北牟婁郡紀北町相賀481-1
Ｎ　34°06′39
Ｅ 136°13′44

1334-7513
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

90
×
60

5400 Ｃ 無 舗装 無 1.79 3.35

三
重
紀
北
消
防
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543-15 大白公園多目的グラウンド 北牟婁郡紀北町矢口浦80
Ｎ　34°08′14
Ｅ 136°16′08

1699-7810
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

115
×
95

10925 B 無
砂質
山土

有 15.67 3.85
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

543-16 大田賀山林駐車場 北牟婁郡紀北町上里字太田賀
Ｎ　34°08′14
Ｅ 136°14′32

1454-7807
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

50
×
25

1250 Ｃ 無 砂質 有

543-18 引本魚市場横 北牟婁郡紀北町引本浦616-33
Ｎ　34°06′38
Ｅ 136°14′52

1508-7512
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

26
×
75

1950 Ｃ 無 舗装 無 3.88 6.44

543-19 島勝浦玉戸網干し場 北牟婁郡紀北町島勝浦135-6
Ｎ　34°06′44
Ｅ 136°17′37

1931-7535
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

115
×
32

3680 Ｃ 無 舗装 無 3.9 8.7

543-20 白浦須崎網干し場 北牟婁郡紀北町白浦161-7
Ｎ　34°07′49
Ｅ 136°17′00

1834-7734
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

50
×
20

1000 Ｃ 無 舗装 無

543-21 42号防災拠点施設 北牟婁郡紀北町東長島
Ｎ　34°13′03
Ｅ 136°20′51

2413-8709
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

20
×
20

400 Ｃ 無 舗装 無 42.8 49.55 1 6.32

543-23 紀北町　名倉空き地 北牟婁郡紀北町東長島2717-51
Ｎ　34°12′45
Ｅ 136°21′13

2470-8655
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

100
×
88

8800 Ｃ 無 砂利 無 ※防災ヘリ適地

543-24 熊野灘臨海公園大白地区 北牟婁郡紀北町矢口浦8
Ｎ　34°08′21
Ｅ 136°16′11

1707-7831
紀北町役場
危機管理課
0597-46-3114

100
×
50

5000 Ｃ 無 砂利 無
令和3年度新規
※防災ヘリ適地

209-01 須賀利　西の浜網干場 尾鷲市須賀利町91-1
Ｎ　34°06′03
Ｅ 136°15′43

1640-7406
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

115
×
26

2990 Ｃ 無 舗装 無 Hマーク表示あり

209-02 尾鷲市立運動場 尾鷲市中川28
Ｎ　34°03′54
Ｅ 136°11′44

1033-7001
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

150
×

100
15000 Ｂ 無 赤土 有 1.18 5.75  

209-03
尾鷲高等学校
光が丘グラウンド

尾鷲市光ヶ丘29
Ｎ　34°03′56
Ｅ 136°10′29

0840-7005
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

120
×
80

9600 Ｃ 無 赤土 有 ヘリ専用拠点

209-04 輪内中学校グラウンド 尾鷲市賀田町572
Ｎ　33°58′29
Ｅ 136°11′06

0947-5998
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

52
×
71

4910 Ｃ 無 赤土 有 7.28 12.64

209-05 賀田駅前用地 尾鷲市曽根町竹ノ川835-33
Ｎ　33°58′21
Ｅ 136°11′27

1001-5975
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

98
×
95

9310 Ｃ 無 赤土 有 6.12 10.68 ※防災ヘリ適地

三
重
紀
北
消
防
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209-06 曽根　埋立地 尾鷲市曽根町54-1
Ｎ　33°57′51
Ｅ 136°12′05

1099-5883
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

180
×
60

10800 Ｃ 無
舗装
草地

無 4.72 9.3 ※防災ヘリ適地

209-07 九鬼　網干場 尾鷲市九鬼町1179-1
Ｎ　34°01′00
Ｅ 136°14′50

1516-6471
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

120
×
40

4800 Ｃ 無
舗装
草地
砂利

無 3.95 7.56

209-08 九鬼　R３１１埋立地 尾鷲市九鬼町814-1
Ｎ　34°01′11
Ｅ 136°14′40

1490-6504
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

70
×
50

3500 Ｃ 無 草地 無

209-09
熊野尾鷲道路
三木里インター線横用地

尾鷲市三木里町地内
（熊野尾鷲道路三木里ＩＣ）

Ｎ　34°00′07
Ｅ 136°11′21

0982-6302
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

70
×
50

3500 Ｃ 無 舗装 無

209-10
三重県広域防災拠点
（東紀州〔紀北〕拠点）

尾鷲市光が丘29
Ｎ　34°03′52
Ｅ 136°10′24

0828-6992
三重県防災対策部
災害対策推進課
059-224-2189

120
×
80

9600 Ｃ 無 舗装 無

ヘリ集結場所
ヘリ専用拠点
尾鷲総合病院
※防災ヘリ適地

209-11 尾鷲市古江漁港 尾鷲市古江町806
Ｎ　33°58′39
Ｅ 136°12′26

1152-6032
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

38
 ×
38

1444 Ｃ 無 舗装 無 15.38 4.55 8.77

209-12 尾鷲南防災基地
尾鷲市大字南浦字矢ノ川主ヶ谷
2163-1

Ｎ　34°02′33
Ｅ 136°11′11

0951-6750
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

90
 ×
27

2430 Ｃ 無 砂利 有
令和６年度新規
※防災ヘリ適地

209-13 旧須賀利中学校グラウンド 尾鷲市須賀利町387
Ｎ　34°06′11
Ｅ 136°16′32

1765-7431
三重紀北消防組合
指揮指令課通信指令係
0597-23-2119

40
 ×
38

1520 Ｃ 無
草地
砂利

有 5～10 令和６年度新規

三
重
紀
北
消
防
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212-01 旧荒坂中学校グラウンド 熊野市二木島町432
Ｎ　33°56′17
Ｅ 136°10′40

0885-5591
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

70
×
32

2240 Ｃ 有 砂質 有

212-03 木本高校グラウンド 熊野市木本町1101-4
Ｎ　33°53′43
Ｅ 136°06′20

0222-5109
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

145
×

122
17690 Ｃ 有 砂質 有 0.62

212-04 木本中学校グラウンド 熊野市木本町4877-11
Ｎ　33°53′29
Ｅ 136°05′36

0110-5065
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

130
×
79

10270 Ｃ 有 砂質 有

212-05
熊野市総合グラウンド
（陸上競技場）

熊野市有馬町1425
Ｎ　33°52′41
Ｅ 136°04′53

0001-4916
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

90
×

140
12600 Ｃ 無

芝生
砂質

有 16.52 ※防災ヘリ適地

212-06 井戸小学校グラウンド 熊野市井戸町238
Ｎ　33°53′23
Ｅ 136°05′30

0095-5046
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

120
×
82

9840 Ｃ 有 砂質 有

212-07 飛鳥中学校グラウンド 熊野市飛鳥町小阪501
Ｎ　33°56′32
Ｅ 136°05′46

0129-5629
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

70
×
75

5250 Ｃ 有 砂質 有

212-09 飛鳥小学校グラウンド 熊野市飛鳥町野口375
Ｎ　33°56′55
Ｅ 136°04′33

9941-5698
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

60
×
55

3300 Ｃ 有 砂質 有

212-10 五郷小学校グラウンド 熊野市五郷町桃崎1698-1
Ｎ　33°59′04
Ｅ 136°02′45

9660-6092
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

95
×
50

4750 Ｃ 有 砂質 有
令和６年度名称変更
旧五郷中学校グラウンド

212-11 旧神上中学校グラウンド 熊野市神川町神上198
Ｎ　33°56′48
Ｅ 136°00′32

9323-5670
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

79
×

100
7900 Ｃ 有 砂質 有

212-12 熊野救急ヘリ場外発着場 熊野市有馬町4520-313
Ｎ　33°52′11
Ｅ 136°04′40

9968-4823
熊野市消防本部
0597-89-0119

100
×
40

4000 Ｃ 無
舗装
芝生

無
ヘリ専用拠点
紀南病院
※防災ヘリ適地

212-13 旧育生中学校グラウンド 熊野市育生町長井280
Ｎ　33°55′27
Ｅ 135°59′00

9087-5418
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

45
×
80

3600 Ｃ 有 砂質 有

212-14 海岸（クマノカルバート） 熊野市井戸町
Ｎ　33°53′09
Ｅ 136°06′05

0185-5004
熊野建設事務所
管理課
0597-89-6142

46
×
30

1380 Ｃ 無 舗装 無 4.49 6.29

212-15 七里御浜海岸　堤防 熊野市木本町
Ｎ　33°53′24
Ｅ 136°06′32

0254-5051
熊野建設事務所
管理課
0597-89-6142

21
×
18

378 Ｃ 無 舗装 無 31.4 42.08 3.09 4.37

熊
野
消
防
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212-16
熊野市山崎運動公園
多目的グラウンド

熊野市有馬町4520-325
Ｎ　33°52′02
Ｅ 136°04′27

9935-4795
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

150
×
80

12000 Ｂ 無 芝生 無
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

212-17
熊野市山崎運動公園
野球場

熊野市有馬町4520-325
Ｎ　33°52′01
Ｅ 136°04′33

9951-4792
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

130
×

　119
15470 Ｃ 無

芝生
砂質

有 ヘリ専用拠点

212-18
熊野市山崎運動公園
健康運動広場

熊野市有馬町4520-325
Ｎ　33°52′04
Ｅ 136°04′36

9958-4802
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

141
×
77

10857 Ｃ 無 芝生 無
ヘリ専用拠点
※防災ヘリ適地

212-19 金山小学校グラウンド 熊野市金山町2370-2
Ｎ　33°51′56
Ｅ 136°03′25

9776-4775
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

120
×
63

7560 Ｃ 有 砂質 有

212-20 旧西山中学校グラウンド 熊野市紀和町長尾1114
Ｎ　33°54′17
Ｅ 135°57′37

8878-5201
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

47
×
48

2256 Ｃ 無 その他 無

212-21 入鹿中学校グラウンド 熊野市紀和町小栗須27
Ｎ　33°52′47
Ｅ 135°55′22

8534-4920
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

90
×
80

7200 Ｃ 無 赤土 有

212-22 北山川　小川口前 河川敷 熊野市紀和町小川口
Ｎ　33°52′31
Ｅ 135°53′56

8313-4869
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

150
×
70

10500 Ｂ 無 砂利 無 17.72 ヘリ専用拠点

212-23 旧上川小学校グラウンド 熊野市紀和町楊枝2
Ｎ　33°48′42
Ｅ 135°52′09

8045-4161
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

55
×
40

2200 Ｃ 無 草地 無 雑草・ぬかるみにより使用困難

212-24 熊野川　楊枝前 河川敷 熊野市紀和町楊枝
Ｎ　33°48′42
Ｅ 135°51′56

8011-4161
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

150
×
70

10500 Ｂ 無 砂利 無

212-25 熊野市スポーツ公園 熊野市紀和町小川口150
Ｎ　33°52′20
Ｅ 135°53′58

8319-4835
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

59
×
85

5015 Ｃ 無 赤土 有 16.07 24.98 ※防災ヘリ適地

212-26 北山川　花井 百夜月前 河川敷 熊野市紀和町花井
Ｎ　33°52′20
Ｅ 135°51′32

7944-4832
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

900
×
50

45000 Ｃ 無 砂利 無 21.39 27.17

212-27 小森公園 熊野市紀和町小森
Ｎ　33°56′04
Ｅ 135°56′13

8659-5528
熊野市
防災対策推進課
0597-89-4111

60
×
50

3000 Ｃ 無 芝生 無

212-28
三重県広域防災拠点
（東紀州〔紀南〕拠点）

熊野市久生屋町1330-2
Ｎ　33°51′52
Ｅ 136°03′37

9807-4763
三重県防災対策部
災害対策推進課
059-224-2189

100
×

120
12000 Ｃ 無 舗装 無

ヘリ集結場所
※防災ヘリ適地

熊
野
消
防
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212-29 熊野市防災公園(野球場) 熊野市有馬町3537
Ｎ　33°52′03
Ｅ 136°04′00

9866-4798
熊野市教育委員会
0597-89-4111

70
×

100
7000 Ｃ 無 芝 無

561-01 阿田和小学校グラウンド
南牟婁郡御浜町大字阿田和1791-
1

Ｎ　33°47′44
Ｅ 136°02′15

9604-3997
御浜町役場　総務課
05979-3-0505

110
×
80

8800 Ｃ 無 砂質 有 19.5 20.29 0.83 1.48

561-02 御浜中学校グラウンド 南牟婁郡御浜町大字志原1737
Ｎ　33°50′39
Ｅ 136°03′12

9745-4537
御浜町役場　総務課
05979-3-0505

90
×

100
9000 Ｃ 有 砂質 有

561-03 阿田和中学校グラウンド
南牟婁郡御浜町大字阿田和3996-
1

Ｎ　33°47′37
Ｅ 136°01′59

9563-3975
御浜町役場　総務課
05979-3-0505

120
×
82

9840 Ｃ 無 砂質 有

561-04 紀南高等学校グラウンド 南牟婁郡御浜町大字阿田和1960
Ｎ　33°47′46
Ｅ 136°01′55

9552-4002
御浜町役場　総務課
05979-3-0505

120
×

120
14400 Ｃ 有 砂質 有 0.31

561-05 尾呂志学園小・中学校グラウンド 南牟婁郡御浜町大字上野535－5
Ｎ　33°51′13
Ｅ 135°58′53

9078-4635
御浜町役場　総務課
05979-3-0505

83
×
68

5644 Ｃ 有 砂質 有

562-01 紀宝町深田運動場 南牟婁郡紀宝町大里24-5
Ｎ　33°46′20
Ｅ 135°58′53

9087-3733
紀宝町教育委員会
教育課
0735-33-0341

104
×

110
11440 Ｃ 無 砂質 有 ヘリ専用拠点

562-02 相野谷小学校グラウンド 南牟婁郡紀宝町井内98-1
Ｎ　33°47′12
Ｅ 135°59′12

9134-3893
相野谷小学校
0735-34-0009

100
×
45

4500 Ｃ 無 渋土 有 16.41 17.28

562-03 神内小学校グラウンド 南牟婁郡紀宝町神内461
Ｎ　33°45′09
Ｅ 136°00′42

9369-3517
神内小学校
0735-32-2009

82
×
70

5740 Ｃ 有 渋土 有

562-04 紀宝町鵜殿運動場 南牟婁郡紀宝町鵜殿1148-1
Ｎ　33°44′26
Ｅ 136°00′33

9347-3384
紀宝町教育委員会
教育課
0735-33-0341

90
×

120
10800 Ｃ 無 渋土 有 44.21 43.42 ヘリ専用拠点

562-05 鵜殿小学校グラウンド 南牟婁郡紀宝町鵜殿1232-1
Ｎ　33°44′31
Ｅ 136°00′42

9370-3400
鵜殿小学校
0735-32-0054

80
×
60

4800 Ｃ 有 渋土 有

562-06 矢渕中学校グラウンド 南牟婁郡紀宝町鵜殿20
Ｎ　33°44′02
Ｅ 136°00′06

9279-3310
矢渕中学校
0735-32-0025

100
×
91

9100 Ｃ 無 渋土 有

熊
野
消
防
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562-08 井田小学校グラウンド 南牟婁郡紀宝町井田1787-2
Ｎ　33°45′21
Ｅ 136°01′20

9467-3555
井田小学校
0735-32-2004

83
×
90

7493 Ｃ 有 渋土 有
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所　在　地 離 着 陸 場 名 離 着 陸 場 連 絡 先 離着陸場

電 話 番 号 所   在   地 電 話 番 号 指定番号

桑名市寿町3丁目11 光風中学校グラウンド 光風中学校

0594-22-1211 桑名市新矢田2丁目37 0594-24-0914

桑名市中央町5丁目7番地 光風中学校グラウンド 光風中学校

0594-22-1711 桑名市新矢田2丁目37 0594-24-0914

いなべ市北勢町阿下喜771 いなべ市ヘリポート いなべ市総務部防災課

0594-72-2000 いなべ市北勢町阿下喜3694 0594-86-7746

四日市市日永5450-132 三重県立総合医療センター 医療センター総務課

059-345-2321 四日市市日永5450-132 059-345-2321

四日市市芝田2丁目2-37 四日市市中消防署中央分署 （同左）

059-354-1111 四日市市曽井町391-2 059-325-4717

四日市市羽津山町10-8 北部墓地公園運動施設 四日市市スポーツ協会グループ

059-331-2000 四日市市大矢知大沢1981-25 059-345-4111

三重郡菰野町福村75 菰野町役場南　三滝川堤防 菰野町役場都市整備課

059-393-1212 三重郡菰野町大字潤田 059-391-1138

鈴鹿市安塚町山之花1275-53 鈴鹿中央総合病院西広場
鈴鹿中央総合病院
施設管理

059-382-1311 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 伊賀市荒木1856

鈴鹿市国府町112-1 鈴鹿回生病院ヘリポート
鈴鹿回生病院
総務課

059-375-1212 鈴鹿市国府町8474 059-375-1212

亀山市亀田町466-1 亀山公園芝生広場 亀山市防災安全課

0595-83-0990 亀山市若山町4-7 0595-84-5035

津市江戸橋2丁目174
三重大学医学部附属病院屋
上ヘリポート

総務課

(059)232-1111 津市江戸橋2丁目174 059-232-1111

津市久居明神町2158-5
陸上自衛隊久居駐屯地
グラウンド

陸上自衛隊久居駐屯地
第33普通科連隊第3科

桑名保健衛生室
0594-24-3621

2

２　災害拠点病院、災害医療支援病院付近飛行場外離着陸場（適地）一覧表 

番号 病    院    名 病 床 数 備  考 管 轄 消 防 本 部 管 轄 保 健 所

青木記念病院 106 205-09 災害医療支援病院

214-17

205-09 災害拠点病院

災害拠点病院220

桑名市消防本部
0594-24-0119

6 四日市羽津医療センター 226

1 桑名市総合医療センター 400

3 いなべ総合病院

4

四日市市保健所
059-352-0595

5 市立四日市病院 568 202-38 災害拠点病院
(3次救急医療機関）

四日市市消防本部
059-356-2001

三重県立総合医療センター

亀山市立医療センター 90

423 非公-1 災害拠点病院
(3次救急医療機関）

災害医療支援病院

災害医療支援病院202-28

7

災害拠点病院
(3次救急医療機関）

津市消防本部
059-254-0119

津保健衛生室
059-223-5184

12 三重中央医療センター 486 201-25 災害拠点病院

10

鈴鹿市消防本部
059-382-0500

210-11

379 207-22 災害医療支援病院

341-15
桑名保健衛生室
0594-24-3621

8 鈴鹿中央総合病院 460 207-21 災害拠点病院

鈴鹿保健衛生室
059-382-8671

9 鈴鹿回生病院

菰野町消防本部
059-394-3211

亀山市消防本部
0595-82-0244

鈴鹿保健衛生室
059-382-8671

災害医療支援病院

11 三重大学医学部附属病院 685 病院－1

菰野厚生病院 230
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所　在　地 離 着 陸 場 名 離 着 陸 場 連 絡 先 離着陸場
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番号 病    院    名 病 床 数 備  考 管 轄 消 防 本 部 管 轄 保 健 所

059-259-1211 津市久居新町975 059-255-3133

伊賀市四十九町831 伊賀市立上野総合市民病院
上野総合市民病院病院総務課
管理係

0595-24-1111 伊賀市四十九町８３１番地 0595-41-0065

名張市百合が丘西1-178 名張市立病院駐車場 名張市危機管理室

0595-61-1100 名張市百合が丘西1-178 0595-63-7271

松阪市川井町小望102 中部台運動公園第1駐車場
松阪市
中部台管理事務所

0598-21-5252 松阪市立野町567-1 0598-26-1472

松阪市朝日町1区15-6 中部台運動公園第1駐車場
松阪市
中部台管理事務所

0598-51-2626 松阪市立野町567-1 0598-26-1472

松阪市殿町1550 中部台運動公園第1駐車場
松阪市
中部台管理事務所

0598-23-1515 松阪市立野町567-1 0598-26-1472

伊勢市船江1丁目４７１－２ 病院屋上ヘリポート
伊勢赤十字病院
中日本航空通信センター

0596-28-2171 伊勢市船江1丁目４７１－２ 0596-65-5398

伊勢市楠部町3038 病院屋上ヘリポート
伊勢総合病院
総務課管理係

0596-23-5111 伊勢市楠部町3038 0596-23-5111

志摩市阿児町鵜方1257 病院屋上ヘリポート 運営調整部総務課

0599-43-0501 志摩市阿児町鵜方1257 059-943-0501

尾鷲市上野町5-25
三重県広域防災拠点
（東紀州〔紀北）拠点）

三重県防災対策部
災害対策課

0597-22-3111 尾鷲市光が丘２９ 059-224-2189

南牟婁郡御浜町大字阿田和4750 熊野救急ヘリ場外発着場 熊野市消防本部

05979-2-1333 熊野市有馬町4520-313 0597-89-0119

災害拠点病院
(3次救急医療機関）

津市消防本部
059-254-0119

津保健衛生室
059-223-5184

12 三重中央医療センター 486 201-25 災害拠点病院

328 204-09

208-19 災害拠点病院
名張市消防本部
0595-63-0999

15 松阪中央総合病院 440 204-09

14 名張市立病院 200

13 伊賀市立上野総合市民病院 281

三重紀北消防組合
消防本部

0597-23-2119

尾鷲保健衛生室
0597-23-3446

20 県立志摩病院 336 非公-2 災害拠点病院

伊勢保健衛生室
0596-27-5137

19 市立伊勢総合病院 300 屋上-3 災害拠点病院

18 伊勢赤十字病院 災害拠点病院
(3次救急医療機関）

伊勢市消防本部
0596-25-1261

熊野保健衛生室
0597-85-2158

※三重県　医療保健部　医療政策課 地域医療班

屋上-2

伊勢保健衛生室
0596-27-5137

志摩市消防本部
0599-43-1418

熊野市消防本部
0597-89-0119

22 紀南病院 244 212-12 災害拠点病院

伊賀保健衛生室
0595-24-8070

伊賀保健衛生室
0595-24-8070

松阪保健衛生室
0598-50-0527

災害拠点病院

216-40 災害拠点病院

松阪地区広域
消防組合消防本部

0598-25-0119

伊賀市消防本部
0595-24-9110

災害拠点病院

災害拠点病院

647

16 済生会松阪総合病院 430 204-09

21 尾鷲総合病院 255 209-10

17 松阪市民病院



1

　　所在地　桑名市長島町松陰427-2

　　緯度　N    35°02′16″ L1 L2 L1 L2

　　経度　E   136°43′44″ 43.97 57.69 0.86 1.12

　　所在地　三重郡川越町亀崎新田39-11

　　緯度　N    35°01′11″

　　経度　E   136°41′08″

　　所在地　津市大里睦合字石橋138-17

　　緯度　N    34°46′39″

　　経度　E   136°28′19″

　　所在地　多気郡多気町丹生4424

　　緯度　N    34°27′41″

　　経度　E   136°30′35″

　　所在地　鈴鹿市山本町675-1 伊賀市荒木1856

　　緯度　N    34°57′37″

　　経度　E   136°27′57″

液状化（１５以上）：数字が大きいほど液状化の危険度が高い

　（３）伊勢自動車道　安濃ＳＡ（下り線）

　（４）伊勢自動車道　勢和多気ＩＣ

　（５）新名神高速道路　鈴鹿ＰＡ

３　県内高速道路におけるヘリ離着陸場一覧

液状化（１５以上） 浸水深（ｍ）

L1：過去最大クラスの南海トラフ地震
L2：理論上最大クラスの南海トラフ地震

　（２）伊勢湾岸自動車道　みえ川越ＩＣ

　（１）伊勢湾岸自動車道　湾岸長島ＰＡ（上り線）



1

燃料配置の名称
（所 在 地）

責 任 者
（連絡先）

貯蔵量

津市伊勢湾へリポート
（津市出雲鋼管町2-2）

津市伊勢湾へリポート事務所
（059－235－1665）

平均１６ｋℓ
最大３０ｋℓ

三重県防災航空隊基地
（津市出雲鋼管町2-2）

三重県防災航空隊
（昼間　059－235－2555）
（夜間 090-5630-3214）

ドラム１３本
２，６００ℓ

菰野町消防本部
（菰野町大字潤田4418）

菰野町消防本部
（昼間　059－394－3239）
（夜間　059－394－3257）

ドラム２本
４００ℓ

松阪地区広域消防組合消防本部
松阪中消防署飯高分署

（松阪市飯高町宮本1824‐2）

松阪地区広域消防組合消防本部
（0598－25－0119）

ドラム３本
６００ℓ

三重紀北消防組合消防本部
海山消防署

（紀北町船津878-1）

三重紀北消防組合消防本部
（昼間　0597－22－2021）
（夜間　0597－33－1119）

ドラム３本
６００ℓ

三重県広域防災拠点
（東紀州〔紀南〕拠点）

（熊野市久生屋町1330-2）

三重県紀南地域活性化局
地域活性化防災室　県民防災課

（0597－89－6105）

ドラム46本
９，２００ℓ

熊野救急ヘリ場外発着場
（熊野市有馬町4520-313）

熊野市消防本部
（昼間　0597－89－0995）
（夜間　0597－89－0119）

ドラム３本
６００ℓ

４　航空隊燃料（ＪＥＴ Ａ-１）配置場所等一覧表

ＪＥＴ Ａ－１保管場



1

最　大 責　任　者　・　管　理　者　等 管　轄　消　防　本　部　等

駐機数 電　　話　　番　　号 電　　話　　番　　号

北緯 34°40′22″ 伊勢湾ヘリポート 三重県防災航空隊

東経 136°33′21″ 059-235-1665 059-235-2555

北緯 34°50′05″ スポーツの杜鈴鹿管理事務所 鈴鹿市消防本部

東経 136°30′56″ 059-372-2250 059-382-0500

北緯 34°45′22″ 管理部 津市消防本部

東経 136°29′58″ 059‐231‐0155 059‐254‐0119

北緯 34°54′09″ 災害対策推進課 鈴鹿市消防本部

東経 136°33′12″ 059-224-2189 059-382-0500

北緯  34°29′23″ 災害対策推進課 伊勢市消防本部

東経 136°45′53″ 059-224-2189 0596‐25‐1261

北緯 34°03′52″ 災害対策推進課 三重紀北消防組合消防本部

東経 136°10′24″ 059-224-2189 0597‐22‐8679

北緯 33°51′52″ 災害対策推進課 熊野市消防本部

東経  136°03′37″ 059-224-2189 0597‐89‐0119

北緯 34°45′35″ 災害対策推進課 伊賀市消防本部

東経  136°09′53″ 059-224-2189 0595‐24‐9100

北緯 35°01′34″ 災害対策推進課 四日市市消防本部

東経  136°36′27″ 059-224-2189 059‐356‐2002

8 〃 伊賀 伊賀市
三重県広域防災拠点
（伊賀拠点）

伊賀市荒木1856

6

9 〃 北勢 四日市市
三重県広域防災拠点
（北勢拠点）

四日市市中村町2281番地2 3

10

7 〃 東紀州 熊野市 三重県広域防災拠点
（東紀州〔紀南〕拠点）

熊野市久生屋町1330-2

10

6 〃 東紀州 尾鷲市 三重県広域防災拠点
（東紀州〔紀北〕拠点）

尾鷲市光が丘29 5

5 〃 南勢 伊勢市
三重県広域防災拠点
（伊勢志摩拠点）

伊勢市朝熊町字東谷3477-1

4 防災拠点 中勢 鈴鹿市
三重県広域防災拠点
（中勢拠点）

鈴鹿市石薬師町452 4

2
第2順位
HB

1 （部隊長受入れに限定） 3 - 中勢 津市
三重県身体障害者
総合福祉センター

津市一身田大古曽670-2

北勢 鈴鹿市
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿
（旧 鈴鹿スポーツガーデン） 鈴鹿市御薗町1669

燃　料　備　蓄　等
※世界測地系

5
地下タンク

（16.000～30.000ℓ）
ドラム13本～18本
（2.600～3.600ℓ）

18

1
第1順位
HB

中勢 津市 津市伊勢湾ヘリポート 津市雲出鋼管町2-2

ドラム46本
（9.200ℓ）

備考
・HB、FB設定時は、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画に従い消防本部に連絡を行う。(HBは実施計画作成済）

５　ヘ　リ　ベ　ー　ス　及　び　三重県広域防災拠点等一覧

№ 分類 地区 市町村名 　名　　　称 所　　　　在　　　　地
座標（緯度・経度）



高速自動車道（中日本高速道路(株)管理）
東名阪自動車道 桑名市 亀山市 愛知県境 伊勢自動車道
伊勢自動車道 亀山市 伊勢市 東名阪自動車道 一般国道２３号
伊勢湾岸自動車道 木曽岬町 四日市市 愛知県境 東名阪自動車道
紀勢自動車道 紀北町 多気町 一般国道４２２号 伊勢自動車道
新名神高速道路 亀山市 亀山市 東名阪自動車道 滋賀県境
新名神高速道路 四日市市伊坂町 亀山市安坂山町 伊勢湾岸自動車道 新名神高速道路
東海環状自動車道 いなべ市大安町 四日市市北山町 大安ＩＣ 新名神高速道路

高速自動車道（国土交通省管理）
紀勢自動車道 尾鷲市 紀北町 一般国道４２５号 一般国道４２２号

一般国道（国土交通省管理）
1 一般国道１号 桑名市長島町押付 亀山市関町坂下 愛知県境 滋賀県境
1 一般国道１号（北勢ＢＰ） 川越町南福崎 四日市市山之一色町 一般国道２３号 （市）日永八郷線
23 一般国道２３号 木曽岬町川先 伊勢市宇治浦田町 愛知県境 （主）伊勢磯部線
23 一般国道２３号（中勢ＢＰ） 鈴鹿市北玉垣町 松阪市小津町 一般国道２３号 一般国道２３号
25 一般国道２５号（名阪国道） 亀山市太岡寺町 伊賀市治田 東名阪自動車道 奈良県境
25 一般国道２５号 四日市市塩浜 四日市市大治田 一般国道２３号 一般国道１号
42 一般国道４２号 松阪市八太町 紀宝町成川 （一）松阪多気線 和歌山県境
42 一般国道４２号（熊野尾鷲道路Ⅱ期） 尾鷲市坂場西町 尾鷲市南浦 一般国道４２号（熊野尾鷲道路） 紀勢自動車道
42 一般国道４２号（熊野尾鷲道路） 尾鷲市南浦 熊野市大泊町 一般国道４２号（熊野尾鷲道路Ⅱ期） 一般国道４２号
42 一般国道４２号（新宮紀宝道路） 紀宝町成川 紀宝町鵜殿 一般国道４２号 和歌山県境
42 一般国道４２号（松阪多気ＢＰ） 松阪市西黒部町 松阪市八太町 一般国道２３号 一般国道４２号
258 一般国道２５８号 桑名市多度町柚井 桑名市泉 岐阜県境 一般国道２３号

一般国道（県管理）
25 一般国道２５号 伊賀市上野農人町 伊賀市上野西大手 一般国道１６３号 一般国道１６３号
42 一般国道４２号 伊勢市二見町松下 伊勢市朝熊町 一般国道１６７号 （主）鳥羽松阪線
163 一般国道１６３号 伊賀市島ヶ原山菅 伊賀市荒木 京都府境 名阪国道
164 一般国道１６４号 四日市市千歳町 四日市市中部 臨港道路・千歳４号幹線 一般国道１号
166 一般国道１６６号 松阪市小津町 松阪市大黒田町 一般国道２３号 （一）松阪多気線
165 一般国道１６５号 名張市安部田 津市雲出本郷町 奈良県境 一般国道２３号
167 一般国道１６７号（第二伊勢道路） 鳥羽市白木町 伊勢市二見町松下 一般国道１６７号 一般国道４２号
167 一般国道１６７号 志摩市磯部町恵利原 鳥羽市白木町 市道磯部ふれあい公園線 一般国道１６７号（第二伊勢道路）
167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方 志摩市磯部町恵利原 （市）神明道線 市道磯部ふれあい公園線
365 一般国道３６５号 四日市市堀木 四日市市西町 一般国道４７７号 一般国道１号
422 一般国道４２２号 紀北町東長島 紀北町東長島 紀勢自動車道 一般国道４２号
425 一般国道４２５号 尾鷲市倉ノ谷町 尾鷲市倉ノ谷町 一般国道４２号 紀勢自動車道

477 一般国道４７７号 四日市市堀木 四日市市西伊倉町 一般国道３６５号 一般国道４７７号ＢＰ
477 一般国道４７７号 四日市市高角町 四日市市智積町 一般国道４７７号ＢＰ 東名阪自動車道（四日市ＩＣ）
477 一般国道４７７号ＢＰ 四日市市西伊倉町 四日市市高角町 一般国道４７７号 一般国道４７７号（高角ＩＣ）
477 一般国道４７７号ＢＰ 四日市市高角町 四日市市高角町 一般国道４７７号（高角ＩＣ） 一般国道４７７号
477 一般国道４７７号（四日市湯の山道路） 四日市市高角町 菰野町音羽 一般国道４７７号（高角ＩＣ） 新名神高速道路（菰野ＩＣ）

主要地方道
8 四日市鈴鹿環状線 鈴鹿市神戸三丁目 鈴鹿市北玉垣町 鈴鹿市役所 一般国道２３号
10 津関線 津市広明町 津市芸濃町楠原 一般国道２３号 名阪国道
22 伊勢南島線 伊勢市岩渕町 伊勢市本町 伊勢市役所 （主）伊勢磯部線
24 松阪久居線 松阪市鎌田町 松阪市本町 一般国道４２号 （主）伊勢松阪線
27 神戸長沢線 鈴鹿市汲川原町 鈴鹿市長澤町 一般国道１号 東名阪自動車道

32 伊勢磯部線 伊勢市本町 伊勢市勢田町 （主）伊勢南島線 伊勢自動車道

34 七色峡線 熊野市井戸町 熊野市井戸町 三重県熊野庁舎 一般国道４２号

37 鳥羽松阪線 伊勢市朝熊町 伊勢市楠部町 （主）鳥羽松阪線 伊勢自動車道
42 津芸濃大山田線 津市丸之内 津市一色町 一般国道２３号 伊勢自動車道

54 鈴鹿環状線 鈴鹿市神戸三丁目 鈴鹿市庄野羽山三丁目 （主）四日市鈴鹿環状線 三行庄野線

59 松阪第２環状線 松阪市伊勢寺町 松阪市大塚町 伊勢自動車道 一般国道４２号

64 上海老茂福線 四日市市中村町 四日市市茂福町 東名阪自動車道 一般国道１号

69 湾岸桑名インター線 桑名市福岡町 桑名市和泉 伊勢湾岸自動車道 一般国道２５８号
一般県道

114 上浜高茶屋久居線 津市上浜町 津市上浜町 一般国道２３号 三重県津庁舎
114 上浜高茶屋久居線 津市高茶屋小森町 津市久居新町 一般国道１６５号 陸上自衛隊久居駐屯地
160 松阪多気線 松阪市大黒田町 松阪市八太町 一般国道１６６号 一般国道４２号
204 木本港熊野市停車場線 熊野市木本町新出町 熊野市井戸町 市道新出町１号線 熊野市役所
401 桑名四日市線 四日市市羽津 四日市市白須賀 一般国道２３号 一般国道１号
643 三行庄野線 鈴鹿市庄野羽山三丁目 鈴鹿市汲川原町 （主）鈴鹿環状線 一般国道１号
699 六軒鎌田線 松阪市大塚町 松阪市大平尾町 一般国道４２号 一般国道２３号

713 東大淀小俣線 伊勢市東大淀町 伊勢市小俣町明野 一般国道２３号 陸上自衛隊明野駐屯地

756 松阪環状線 松阪市内五曲町 松阪市内五曲町 市道外五曲下村線 市道松阪公園桜町線

市町道

市役所南線（桑名市） 桑名市中央町 桑名市中央町 一般国道１号 桑名市役所

四日市中央線（四日市市） 四日市市三栄町 四日市市三栄町 四日市市役所 一般国道１号

末広新正線（四日市市） 四日市市新正四丁目 四日市市新正三丁目 一般国道１号 市道新正４３号線
新正４３号線（四日市市） 四日市市新正三丁目 四日市市新正三丁目 市道末広新正線 市道新正４４号線
新正４４号線（四日市市） 四日市市新正三丁目 四日市市新正三丁目 市道新正４３号線 国土交通省四日市港湾事務所
飯野十宮線（鈴鹿市） 鈴鹿市西條町 鈴鹿市西条七丁目 （主）鈴鹿環状線 市道西条２２７号線
西条２２７号線（鈴鹿市） 鈴鹿市西条七丁目 鈴鹿市西条三丁目 鈴鹿市道飯野十宮線 三重県鈴鹿庁舎

宮町高町線（松阪市） 松阪市宮町 松阪市高町 一般国道４２号 一般国道２３号

松阪公園桜町線（松阪市） 松阪市本町 松阪市内五曲町 （主）松阪久居線 （一）松阪環状線

外五曲下村線（松阪市） 松阪市川井町 松阪市内五曲町 （主）松阪第２環状線 （一）松阪環状線

磯部ふれあい公園線（志摩市） 志摩市磯部町恵利原 志摩市磯部町恵利原 一般国道１６７号 一般国道１６７号

神明道線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 志摩庁舎

勢田５号線（伊勢市） 伊勢市勢田町 伊勢市勢田町 三重県伊勢庁舎 （主）伊勢磯部線

茅町駅四十九新池線（伊賀市） 伊賀市問屋町 伊賀市四十九町 名阪国道 伊賀市役所
卸商業団地線（伊賀市） 伊賀市緑ヶ丘南町 伊賀市問屋町 名阪国道 名阪国道
尾鷲港新田線（尾鷲市） 尾鷲市上野町 尾鷲市南陽町 一般国道４２号 市道坂場銀杏町線
坂場銀杏町線（尾鷲市） 尾鷲市南陽町 尾鷲市中央町 市道尾鷲港新田線 尾鷲市役所
新出町１号線（熊野市） 熊野市木本町新出町 熊野市木本町新出町 一般国道４２号 （一）木本港熊野市停車場線

その他道路
臨港道路・霞１号幹線（四日市港） 四日市市霞 四日市市霞 一般国道２３号 臨港道路・霞６号支線

臨港道路・霞４号幹線（四日市港） 四日市市霞 三重郡川越町亀崎新田 臨港道路・霞１号幹線 （一）桑名四日市線
臨港道路・霞５号幹線（四日市港） 四日市市霞 四日市市霞 臨港道路・霞１号幹線 四日市港管理組合
臨港道路・霞６号支線（四日市港） 四日市市霞 四日市市霞 臨港道路・霞１号幹線 四日市港（霞）
臨港道路・千歳１号幹線（四日市港） 四日市市千歳町 四日市市千歳町 臨港道路・千歳４号幹線 臨港道路・千歳１号支線
臨港道路・千歳４号幹線（四日市港） 四日市市千歳町 四日市市千歳町 一般国道１６４号 臨港道路・千歳１号幹線
臨港道路・千歳１号支線（四日市港） 四日市市千歳町 四日市市千歳町 臨港道路・千歳１号幹線 四日市港（千歳）

第　１　次　緊　急　輸　送　道　路

第６章第７節　緊　急　輸　送　道　路　一　覧　表

路線番号 路　　線　　名

区　　　　　　間 連　絡　路　線　（拠　点）　名

起　　　　点
（市町字名）

終　　　　点
（市町字名）

起　　点 終　　点

　（注）県ホームページ「三重県緊急輸送道路ネットワーク計画」(https://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/77496006278.htm)で最新版を確認すること。



一般国道（県管理）

25 一般国道２５号 伊賀市新堂 伊賀市新堂 伊賀市伊賀支所 （一）伊賀甲南線

25 一般国道２５号 伊賀市上野西大手 伊賀市治田 一般国道１６３号 奈良県境
42 一般国道４２号 鳥羽市鳥羽三丁目 伊勢市二見町松下 鳥羽港 一般国道１６７号
42 一般国道４２号 伊勢市朝熊町 伊勢市二見町茶屋 （主）鳥羽松阪線 一般国道４２号
42 一般国道４２号 伊勢市二見町茶屋 伊勢市二見町茶屋 一般国道４２号 伊勢市二見総合支所
163 一般国道１６３号 伊賀市荒木 伊賀市平田 名阪国道 伊賀市大山田支所
163 一般国道１６３号 津市美里町三郷 津市南河路 津市美里総合支所 一般国道２３号中勢ＢＰ
166 一般国道１６６号 松阪市飯高町木梶 松阪市飯高町森 奈良県境 (一)蓮峡線
166 一般国道１６６号 松阪市飯高町七日市 松阪市大黒田町 (一)蓮峡線 一般国道４２号
167 一般国道１６７号 鳥羽市白木町 鳥羽市松尾町 一般国道１６７号（第二伊勢道路） 鳥羽警察署
167 一般国道１６７号 鳥羽市鳥羽四丁目 鳥羽市鳥羽三丁目 （一）阿児磯部鳥羽線 一般国道４２号
167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 （主）浜島阿児線 市道神明道線
167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 一般国道２６０号
169 一般国道１６９号 熊野市神川町 熊野市神川町 奈良県境 和歌山県境
260 一般国道２６０号 志摩市浜島町浜島 志摩市浜島町浜島 一般国道２６０号 浜島港
260 一般国道２６０号 志摩市阿児町鵜方 志摩市志摩町和具 一般国道１６７号 市道長谷線
260 一般国道２６０号 南伊勢町五ヶ所浦 南伊勢町神前浦 町道前田愛洲線 町道神前小方線
260 一般国道２６０号 大紀町錦 大紀町錦 一般国道２６０号 大紀町錦支所
306 一般国道３０６号 菰野町大字菰野 菰野町大字潤田 一般国道４７７号 菰野町消防本部
306 一般国道３０６号 いなべ市北勢町阿下喜 いなべ市藤原町山口 三重県連厚生いなべ総合病院 一般国道３６５号
309 一般国道３０９号 熊野市飛鳥町小阪 熊野市五郷町桃崎 一般国道４２号 一般国道１６９号
311 一般国道３１１号 尾鷲市三木浦町 尾鷲市三木里町 市道三木浦盛松線 (一)三木里インター線
311 一般国道３１１号 熊野市有馬町 熊野市紀和町小川口 一般国道４２号 和歌山県境
365 一般国道３６５号 いなべ市藤原町古田 いなべ市藤原町山口 岐阜県境 一般国道３０６号
365 一般国道３６５号 いなべ市大安町高柳 いなべ市大安町高柳 一般国道４２１号 東海環状自動車道（大安ＩＣ）
365 一般国道３６５号 いなべ市大安町高柳 いなべ市員弁町北金井 東海環状自動車道（大安ＩＣ） 一般国道４２１号
368 一般国道３６８号 伊賀市八幡町 松阪市飯南町粥見 一般国道２５号 一般国道１６６号
365 一般国道３６５号 東員町長深 東員町長深 （一）桑名東員線 東海環状自動車道（東員ＩＣ）
368 一般国道３６８号 多気町朝柄 多気町丹生 多気町勢和振興事務所 一般国道４２号
421 一般国道４２１号 桑名市西別所 いなべ市大安町石榑下 一般国道２５８号 （一）四日市菰野大安線
421 一般国道４２１号 いなべ市員弁町大泉新田 いなべ市員弁町北金井 一般国道４２１号 一般国道３６５号
422 一般国道４２２号 伊賀市久米町 伊賀市青山羽根 市道桑町恵美須町線 一般国道１６５号
477 一般国道４７７号 四日市市智積町 菰野町大字菰野 東名阪自動車道（四日市ＩＣ） 一般国道３０６号

主要地方道
4 草津伊賀線 伊賀市柘植町 伊賀市柘植町 （主）草津伊賀線 一般国道２５号
5 北勢多度線 いなべ市北勢町阿下喜 いなべ市員弁町楚原 一般国道３０６号 一般国道４２１号
7 水郷公園線 桑名市長島町松蔭 桑名市長島町福吉 伊勢湾岸自動車道 一般国道２３号
7 水郷公園線 桑名市長島町押付 桑名市長島町小島 一般国道１号 東名阪自動車道

11 四日市関線 亀山市関町木崎 亀山市関町新所 亀山市関支所 一般国道１号
12 伊勢南勢線 伊勢市楠部町 伊勢市楠部町 （主）鳥羽松阪線 一般国道２３号
14 菰野東員線 東員町六把野新田 東員町穴太 （一）桑名東員線 一般国道４２１号
15 久居美杉線 津市久居射場町 津市美杉町八知 一般国道１６５号 津市美杉総合支所
17 浜島阿児線 志摩市浜島町浜島 志摩市阿児町鵜方 一般国道２６０号 一般国道１６７号
22 伊勢南島線 伊勢市黒瀬町 伊勢市岩渕町 一般国道２３号 伊勢市役所
23 北方多度線 桑名市多度町福永 桑名市多度町香取 岐阜県境 一般国道２５８号
24 松阪久居線 松阪市嬉野須賀町 松阪市嬉野宮古町 市道嬉野小村線 （主）松阪一志線
24 松阪久居線 津市久居新町 津市久居万町 （一）上浜高茶屋久居線 （主）久居美杉線
26 四日市多度線 桑名市多度町多度 桑名市多度町香取 桑名市多度町総合支所 一般国道２５８号
28 亀山白山線 亀山市川合町 亀山市東御幸町 一般国道１号 （一）亀山城跡線

31 大台宮川線 大台町弥起井 大台町江馬 一般国道４２号 大台町宮川総合支所

35 紀宝川瀬線 紀宝町井田 紀宝町成川 一般国道４２号 一般国道４２号（紀宝ＢＰ）

37 鳥羽松阪線 伊勢市楠部町 伊勢市中島 （主）伊勢南勢線 （主）伊勢松阪線
38 伊勢大宮線 度会町葛原 度会町棚橋 （一）玉城南勢線 （主）度会玉城線

38 伊勢大宮線 大紀町滝原 大紀町滝原 大紀町役場 一般国道４２号

41 亀山鈴鹿線 亀山市和田町 鈴鹿市国府町 （主）亀山白山線 鈴鹿回生病院

42 津芸濃大山田線 津市一色町 津市安濃町曽根 伊勢自動車道 （一）草生曽根線

44 宮妻峡線 四日市市泊村 四日市市泊小柳町 県立総合医療センター 一般国道１号
49 甲南阿山伊賀線 伊賀市馬田 伊賀市西之沢 （一）上友田円徳院線 一般国道２５号
55 久居河芸線 津市久居明神町 津市久居明神町 一般国道１６５号 津市消防本部
56 上野大山田線 伊賀市上野丸之内 伊賀市上野恵美須町 (主)上野大山田線（市管理） 市道桑町恵美須町線
56 上野大山田線 伊賀市生琉里 伊賀市下友生 名阪国道 （一）依那具荒木線
58 松阪一志線 松阪市嬉野天花寺町 松阪市嬉野宮古町 （一）天花寺一志嬉野インター線 （主）松阪久居線
60 伊勢松阪線 伊勢市中島 伊勢市御薗町高向 （主）鳥羽松阪線 （一）大湊宮町停車場線
61 磯部大王線 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 市道波切漁港本線 一般国道２６０号
65 度会玉城線 度会町棚橋 度会町棚橋 （主）伊勢大宮線 度会町役場

65 度会玉城線 玉城町宮古 玉城町勝田 （一）玉城南勢線 （一）田丸停車場斎明線

66 四日市朝日線 朝日町柿 朝日町柿 朝日町役場 一般国道１号北勢ＢＰ

67 一志嬉野線 津市一志町小山 津市一志町小山 （一）天花寺一志嬉野インター線 伊勢自動車道

68 紀勢インター線 大紀町崎 大紀町錦 一般国道４２号 一般国道２６０号

一般県道

108 木曽岬弥富停車場線 木曽岬町川先 木曽岬町西対海地 一般国道２３号 木曽岬町役場
114 上浜高茶屋久居線 津市久居新町 津市久居新町 陸上自衛隊久居駐屯地 （一）久居停車場津線
115 鈴鹿宮妻峡線 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 市道石薬師１２６号線 一般国道１号
133 伊賀甲南線 伊賀市下柘植 伊賀市新堂 （一）伊賀大山田線 一般国道２５号
138 信楽上野線 伊賀市小田 伊賀市平野中川原 一般国道１６３号 市道丸之内伊賀上野橋線

140 四日市菰野大安線 菰野町大字宿野 菰野町大字大強原 一般国道４７７号 四日市西警察署

140 四日市菰野大安線 いなべ市大安町石榑東 いなべ市大安町石榑下 市道石榑大井田線 一般国道４２１号

141 鵜殿熊野線 熊野市久生屋町 熊野市井戸町 市道久生屋金山線 （主）七色峡線

142 桑名東員線 東員町六把野新田 東員町長深 （主）菰野東員線 一般国道３６５号

145 天花寺一志嬉野インター線 松阪市嬉野天花寺町 津市一志町小山 （主）松阪一志線 （主）一志嬉野線

154 依那具荒木線 伊賀市下友生 伊賀市荒木 （主）上野大山田線 三重県広域防災拠点（伊賀拠点）

159 三木里インター線 尾鷲市三木里町 尾鷲市三木里町 一般国道３１１号 一般国道４２号（熊野尾鷲道路）
169 玉城南勢線 玉城町宮古 南伊勢町船越 （主）度会玉城線 一般国道２６０号
201 宇治山田港伊勢市停車場線 伊勢市小木町 伊勢市船江一丁目 一般国道２３号 市道上ノ社船江線
202 須賀利港相賀停車場線 紀北町相賀 紀北町相賀 紀北町海山総合支所 町道本地汐ノ津呂線
203 尾鷲港尾鷲停車場線 尾鷲市港町 尾鷲市中村町 （一）中井浦九鬼線 市道坂場銀杏町線
302 亀山停車場石水渓線 亀山市御幸町 亀山市本丸町 （一）亀山城跡線 亀山市役所
302 亀山停車場石水渓線 亀山市羽若町 亀山市羽若町 一般国道１号 市道亀田小川線

401 桑名四日市線 桑名市相川町 桑名市小貝須 一般国道１号 一般国道２３号
413 嬉野津線 松阪市嬉野中川町 松阪市肥留町 （主）松阪久居線 （一）三雲久居線
510 大淀港斎明線 明和町行部 明和町斎宮 一般国道２３号 町道大淀役場坂本線
511 豊北港小俣線 伊勢市西豊浜町 伊勢市小俣町元町 一般国道２３号 伊勢市小俣総合支所
530 田丸停車場斎明線 玉城町勝田 玉城町下田辺 （主）度会玉城線 町道田丸土羽線
565 亀山城跡線 亀山市東御幸町 亀山市太岡寺町 （主）亀山白山線 一般国道１号
569 蓮峡線 松阪市飯高町森 松阪市飯高町七日市 一般国道１６６号 一般国道１６６号
575 香良洲公園島貫線 津市香良洲町東山 津市雲出島貫町 津市香良洲総合支所 一般国道２３号
601 本郷志礼石線 いなべ市藤原町市場 いなべ市藤原町志礼石新田 いなべ市藤原庁舎 一般国道３０６号
624 千草赤水線 菰野町吉澤 菰野町吉澤 (一)四日市菰野大安線 一般国道４７７号（吉澤IC）
624 千草赤水線 菰野町潤田 菰野町潤田 一般国道４７７号（四日市湯の山道路） 一般国道３０６号
629 宮東日永線 四日市市六呂見町 四日市市泊小柳町 一般国道２３号 一般国道１号
645 上野鈴鹿線 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市飯野寺家町 市道安塚地子町線 （主）鈴鹿環状線

連　絡　路　線　（拠　点）　名

終　　　　点
（市町字名）

起　　点 終　　点

第　２　次　緊　急　輸　送　道　路

路線番号 路　　線　　名

区　　　　　　間

起　　　　点
（市町字名）



653 草生曽根線 津市安濃町東観音寺 津市安濃町曽根 津市安濃総合支所 （主）津芸濃大山田線

664 垣内御城線 津市白山町川口 津市白山町川口 （主）久居美杉線 津市白山総合支所

673 上友田円徳院線 伊賀市馬場 伊賀市馬場 （主）甲南阿山伊賀線 伊賀市阿山支所
679 川東佐那具線 伊賀市川西 伊賀市西之澤 名阪国道 一般国道２５号
697 三雲久居線 松阪市小舟江町 松阪市嬉野小村町 一般国道２３号 （一）嬉野津線
748 大湊宮町停車場線 伊勢市御薗町長屋 伊勢市御薗町長屋 伊勢市御園総合支所 市道御薗４号線
748 大湊宮町停車場線 伊勢市御薗町高向 伊勢市御薗町高向 一般国道２３号 （主）伊勢松阪線
750 阿児磯部鳥羽線 鳥羽市安楽島町 鳥羽市鳥羽四丁目 市道東中学校線 一般国道１６７号
754 津香良洲線 津市雲出本郷町 津市雲出伊倉津町 一般国道２３号 市道久居伊倉津線
776 久居停車場津線 津市久居新町 津市久居新町 （一）上浜高茶屋久居線 一般国道１６５号
778 中井浦九鬼線 尾鷲市港町 尾鷲市林町 （一）尾鷲港尾鷲停車場線 臨港道路４号
778 中井浦九鬼線 尾鷲市坂場町 尾鷲市坂場町 一般国道４２号 市道坂場銀杏町線

市管理県道
56 上野大山田線 伊賀市上野丸之内 伊賀市上野丸之内 一般国道２５号 (主)上野大山田線（県管理）

市町道
石榑大井田線（いなべ市） いなべ市大安町石榑東 いなべ市大安町大井田 （一）四日市菰野大安線 いなべ市大安庁舎
阿第１０７号（いなべ市） 北勢町阿下喜 北勢町阿下喜 いなべ市役所 （主）北勢多度線
西新地久保田線（四日市市） 四日市市西新地 四日市市久保田 一般国道１号 市立四日市病院
三重橋垂坂線（四日市市） 四日市市羽津山町 四日市市金場町 四日市羽津医療センター 一般国道１号
茂福６号線（四日市市） 四日市市茂福町 四日市市南富田町 市道茂福２７号線 北勢国道事務所（四日市庁舎）
茂福２７号線（四日市市） 四日市市茂福町 四日市市茂福町 一般国道１号 市道茂福６号線
久保田９号線（四日市市） 四日市市久保田 四日市市久保田 西新地久保田線 市立四日市病院
潤田鳥居戸線（Ⅱ）（菰野町） 菰野町大字潤田 菰野町大字潤田 一般国道４７７号（四日市湯の山道路） 一般国道３０６号
豊一4号線（川越町） 川越町豊田一色 川越町豊田一色 一般国道１号線 川越町役場
安塚地子町線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 （一）上野鈴鹿線 市道安塚２８８号線
安塚２８８号線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 市道安塚地子町線 市道安塚２９１号線
安塚２９１号線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 市道安塚２８８号線 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院
加佐登鼓ケ浦線（鈴鹿市） 鈴鹿市稲生町 鈴鹿市寺家五丁目 一般国道２３号（中勢ＢＰ） 一般国道２３号
御薗１４９号線（鈴鹿市） 鈴鹿市徳田町 鈴鹿市御薗町 一般国道２３号（中勢ＢＰ） （一）三行庄野線
御薗１５９号線（鈴鹿市） 鈴鹿市御薗町 鈴鹿市御薗町 市道御薗１６１号線 市道御薗１６０号線
御薗１６０号線（鈴鹿市） 鈴鹿市御薗町 鈴鹿市御薗町 市道御薗１５９号線 三重県広域防災拠点（中勢拠点サブ）

御薗１６１号線（鈴鹿市） 鈴鹿市御薗町 鈴鹿市御薗町 （一）三行庄野線 市道御薗１５９号線
石薬師１２６号線（鈴鹿市） 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 （一）鈴鹿宮妻峡線 市道石薬師１８７号線
石薬師１３１号線（鈴鹿市） 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 市道石薬師１８７号線 三重県消防学校
石薬師１８７号線（鈴鹿市） 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 市道石薬師１２６号線 市道石薬師１３１号線
亀田小川線（亀山市） 亀山市羽若町 亀山市羽若町 (一)亀山停車場石水渓線 亀山市立医療センター
津駅一身田上津部田線（津市） 津市広明町 津市広明町 （主）津関線 三重河川国道事務所
栄町観音寺町線（津市） 津市栄町 津市栄町 一般国道２３号 三重県警察本部
西丸之内１号線（津市） 津市丸之内 津市丸之内 一般国道２３号 津警察署

久居伊倉津線（津市） 津市雲出伊倉津町 津市雲出伊倉津町 （一）津香良洲線 臨港道路・伊倉津１号線
中瀬北黒田線（津市） 津市河芸町中瀬 津市河芸町浜田 一般国道２３号 市道一色浜田線
一色浜田線（津市） 津市河芸町浜田 津市河芸町浜田 市道中瀬北黒田線 津市河芸総合支所
椋本安西線（津市） 津市芸濃町椋本 津市芸濃町椋本 （主）津関線 津市芸濃総合支所
三郷樫木原線（津市） 津市美里町三郷 津市美里町三郷 一般国道１６３号 津市美里総合支所
中町明神線（津市） 津市久居明神町 津市久居明神町 一般国道１６５号 三重中央医療センター
一身田大古曽第１３号（津市） 津市一身田大古曽 津市夢が丘一丁目 一般国道２３号（中勢BP） 三重県立看護大学
松阪駅松阪港線（松阪市） 松阪市中央町 松阪市大口町 一般国道１６６号 津松阪港
柳瀬津本線（松阪市） 松阪市飯南町粥見 松阪市飯南町粥見 一般国道１６６号 松阪市飯南地域振興局
西五佐奈線（多気町） 多気町相可 多気町相可 一般国道４２号 町道相可国道線
相可国道線（多気町） 多気町相可 多気町相可 町道西五佐奈線 町道国道役場線

国道役場線（多気町） 多気町相可 多気町相可 町道相可国道線 多気町役場

大淀役場坂本線（明和町） 明和町斎宮 明和町馬之上 町道明和中央線 明和町役場

御薗４号線（伊勢市） 伊勢市御薗町長屋 伊勢市御薗町長屋 一般国道２３号 （一）大湊宮町停車場線
上ノ社船江線（伊勢市） 伊勢市船江一丁目 伊勢市船江一丁目 （一）宇治山田港伊勢市停車場線 市道日赤東紡線

日赤東紡線（伊勢市） 伊勢市船江一丁目 伊勢市船江一丁目 伊勢赤十字病院 市道上ノ社船江線

田丸土羽線（玉城町） 玉城町下田辺 玉城町田丸 （一）田丸停車場斎明線 玉城町役場

前田愛洲線（南伊勢町） 南伊勢町五ヶ所浦 南伊勢町五ヶ所浦 一般国道２６０号 南伊勢町役場

神前小方線（南伊勢町） 南伊勢町神前浦 南伊勢町神前浦 一般国道２６０号 南伊勢町南島庁舎
岩崎樋ノ山線（鳥羽市） 鳥羽市鳥羽 鳥羽市鳥羽 一般国道４２号 市道岩崎錦町線
岩崎錦町線（鳥羽市） 鳥羽市鳥羽 鳥羽市鳥羽 市道岩崎樋ノ山線 鳥羽市役所
東中学校線（鳥羽市） 鳥羽市安楽島町 鳥羽市安楽島町 （一）阿児磯部鳥羽線 鳥羽市消防本部
川辺迫間線（志摩市） 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町迫間 （主）磯部大王線 一般国道１６７号
磯部支所線（志摩市） 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町迫間 市道川辺迫間線 志摩市磯部支所
鵜方立神線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道２６０号 志摩市広域消防組合消防本部
堂岡岩出線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 市道宮坂線
宮坂線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 市道堂岡岩出線 市道志摩病院線

志摩病院線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 市道宮坂線 県立志摩病院

成滝３号線（志摩市） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 市道大王支所１号線 一般国道２６０号

大王支所１号線（志摩市） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 志摩市大王支所 市道成滝３号線

長谷線（志摩市） 志摩市志摩町和具 志摩市志摩町和具 志摩市志摩支所 一般国道２６０号

桧山路浜島線（志摩市） 志摩市浜島町 志摩市浜島町 鳥羽海上保安部浜島分室 市道１３号線

１３号線（志摩市） 志摩市浜島町 志摩市浜島町 市道桧山路浜島線 （主）浜島阿児線
波切漁港本線（志摩市） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 （主）磯部大王線 波切漁港臨港道路
桑町恵美須町線（伊賀市） 伊賀市上野桑町 伊賀市上野恵美須町 一般国道４２２号 （主）上野大山田線
矢倉谷桜谷線（伊賀市） 伊賀市四十九町 伊賀市四十九町 一般国道４２２号 伊賀警察署
市民病院線（伊賀市） 伊賀市四十九町 伊賀市四十九町 一般国道４２２号 上野総合市民病院

子ヶ谷線（伊賀市） 伊賀市島ヶ原町 伊賀市島ヶ原町 市道平田広垣内線 一般国道１６３号

平田広垣内線（伊賀市） 伊賀市島ヶ原町 伊賀市島ヶ原町 伊賀市島ヶ原支所 市道子ヶ谷線

北部公園西線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市阿保 国道１６５号 市道阿保沢代線

阿保沢代線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市阿保 市道北部公園西線 市道阿呆煤ヶ森線

阿呆煤ヶ森線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市阿保 市道阿保沢代線 伊賀市青山支所

西明寺緑ヶ丘線（伊賀市） 伊賀市西明寺 伊賀市西明寺 一般国道１６３号 伊賀市消防本部

平尾中央公園線（名張市） 名張市鴻之台 名張市鴻之台 一般国道１６５号 名張市消防本部
青蓮寺名張線（名張市） 名張市百合が丘 名張市夏見 市道池之谷中央線 一般国道１６５号
池之谷中央線（名張市） 名張市百合が丘 名張市百合が丘 市道青蓮寺名張線 名張市立病院
相賀小浦線（紀北町） 紀北町相賀 紀北町相賀 一般国道４２号 町道本地汐ノ津呂線
本地汐ノ津呂線（紀北町） 紀北町相賀 紀北町相賀 （一）須賀利港相賀停車場線 町道相賀小浦線
井の島山本６号線（紀北町） 紀北町東長島 紀北町東長島 紀北町役場 一般国道４２号
尾鷲港新田線（尾鷲市） 尾鷲市南陽町 尾鷲市新田町 尾鷲海上保安部 市道古戸野日尻線

古戸野日尻線（尾鷲市） 尾鷲市新田町 尾鷲市光ヶ丘 市道尾鷲港新田線 三重県広域防災拠点（東紀州〔紀北〕拠点）

三木浦盛松線（尾鷲市） 尾鷲市三木浦町 尾鷲市三木浦町 一般国道３１１号 三木浦漁港
坂場銀杏町線（尾鷲市） 尾鷲市坂場町 尾鷲市中央町 （一）中井浦九鬼線 尾鷲市役所
久生屋金山線(熊野市） 熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 （一）鵜殿熊野線 市道金山東通り線
金山東通り線(熊野市） 熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 市道久生屋金山線 市道久生屋金山１号線
久生屋金山１号線(熊野市） 熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 市道金山東通り線 三重県広域防災拠点（東紀州〔紀南〕拠点）

紀南病院線（御浜町） 御浜町阿田和 御浜町阿田和 一般国道４２号 紀南病院1号線
紀南病院1号線（御浜町） 御浜町阿田和 御浜町阿田和 紀南病院線 紀南病院
四ツ辻線（紀宝町） 紀宝町鵜殿 紀宝町鵜殿 紀宝川瀬線 紀宝町役場

その他道路
臨港道路・伊倉津１号線（津松阪港） 津市雲出鋼管町 津市雲出鋼管町 市道久居伊倉津線 伊勢湾ヘリポート
吉津港臨港道路（吉津港） 南伊勢町神前浦 南伊勢町神前浦 一般国道２６０号 吉津港
埋立地臨港道路（浜島港） 志摩市浜島町浜島 志摩市浜島町浜島 一般国道２６０号 浜島港
波切漁港臨港道路（波切漁港） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 市道波切漁港本線 波切漁港
臨港道路４号（尾鷲港） 尾鷲市林町 尾鷲市瀬木山町 （一）中井浦九鬼線 尾鷲港
長島港臨港道路（長島港） 紀北町長島 紀北町長島 一般国道４２号 長島港
鵜殿港臨港道路 紀宝町鵜殿 紀宝町鵜殿 紀宝川瀬線 鵜殿港

終　　点
路　　線　　名

区　　　　　　間 連　絡　路　線　（拠　点）　名

起　　　　点
（市町字名）

終　　　　点
（市町字名）

起　　点
路線番号

第　２　次　緊　急　輸　送　道　路



一般国道（県管理）

163 一般国道１６３号 伊賀市平田 津市美里町三郷 伊賀市大山田支所 津市美里総合支所

163 一般国道１６３号 津市南河路 津市丸之内 一般国道２３号中勢ＢＰ 一般国道２３号
167 一般国道１６７号 鳥羽市松尾町 鳥羽市鳥羽四丁目 鳥羽警察署 （一）阿児磯部鳥羽線
167 一般国道１６７号 志摩市阿児町神明 志摩市阿児町鵜方 賢島駅 一般国道２６０号
260 一般国道２６０号 志摩市浜島町浜島 南伊勢町五ヶ所浦 浜島阿児線 前田愛洲線
260 一般国道２６０号 南伊勢町神前浦 大紀町錦 町道神前小方線 （主）紀勢インター線
260 一般国道２６０号 南伊勢町奈屋浦 南伊勢町奈屋浦 一般国道２６０号 南島東小学校
260 一般国道２６０号 大紀町錦 紀北町東長島 大紀町錦支所 一般国道４２号
260 一般国道２６０号 志摩市志摩町和具 志摩市志摩町御座 市道長谷線 一般国道260号
260 一般国道２６０号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 （一）鳥羽阿児線 一般国道１６７号
306 一般国道３０６号 津市河芸町中瀬 津市河芸町北黒田 一般国道２３号 一般国道２３号中勢ＢＰ
306 一般国道３０６号 亀山市栄町 亀山市栄町 一般国道１号 市道国一側道栄町川合線
306 一般国道３０６号 鈴鹿市長沢町 菰野町大字菰野 （主）神戸長沢線 一般国道４７７号
306 一般国道３０６号 菰野町大字潤田 いなべ市北勢町阿下喜 菰野町消防本部 三重県厚生連いなべ総合病院
311 一般国道３１１号 尾鷲市南浦 熊野市大泊町 一般国道４２号 一般国道４２号
365 一般国道３６５号 四日市市上海老町 四日市市上海老町 一般国道３６５号ＢＰ （主）上海老茂福線
365 一般国道３６５号ＢＰ 四日市市小牧町 四日市市上海老町 保々工業団地中央公園 一般国道３６５号
368 一般国道３６８号 松阪市飯南町粥見 多気町朝柄 一般国道１６６号 多気町勢和振興事務所
421 一般国道４２１号 いなべ市大安町石榑下 いなべ市大安町石榑南 （一）四日市菰野大安線 一般国道３０６号
422 一般国道４２２号 松阪市飯高町富永 大台町天ヶ瀬 一般国道１６６号 （主）大台宮川線
422 一般国道４２２号 紀北町島原 紀北町島原 赤羽公園多目的広場 町道島地１号線
477 一般国道４７７号 四日市市川島町 四日市市高角町 （一）川島貝家線 一般国道４７７号ＢＰ
477 一般国道４７７号 菰野町大字菰野 菰野町大字千草 一般国道３０６号 （一）湯の山温泉線

主要地方道
5 北勢多度線 いなべ市員弁町畑新田 いなべ市員弁町畑新田 一般国道４２１号 員弁運動公園
10 津関線 津市芸濃町楠原 亀山市関町木崎 名阪国道 一般国道１号
13 伊勢多気線 多気町四神田 多気町仁田 （一）仁田多気停車場線 一般国道４２号
15 久居美杉線 津市美杉町八知 津市美杉町奥津 津市美杉総合支所 一般国道３６８号
16 南勢磯部線 南伊勢町神津佐 志摩市磯部町迫間 一般国道２６０号 （主）磯部大王線
19 津停車場線 津市羽所町 津市栄町 津駅 一般国道２３号
22 伊勢南島線 伊勢市本町 伊勢市円座町 （主）伊勢磯部線 （一）玉城南勢線
22 伊勢南島線 度会町川口 南伊勢町道方 （主）度会玉城線 一般国道２６０号
24 松阪久居線 松阪市船江町 松阪市嬉野須賀町 （一）松阪環状線 市道嬉野小村線
24 松阪久居線 松阪市嬉野宮古町 津市久居新町 （主）松阪一志線 （一）上浜高茶屋久居線
26 四日市多度線 桑名市星川 桑名市星川 一般国道４２１号 市道星川中央線
27 神戸長沢線 鈴鹿市甲斐町 鈴鹿市上田町 市道庄野４２号線 一般国道１号
27 神戸長沢線 鈴鹿市長澤町 鈴鹿市長澤町 東名阪自動車道 一般国道３０６号
28 亀山白山線 津市白山町佐田 津市白山町中村 市道佐田停車場線 一般国道１６５号

31 大台宮川線 大台町江馬 大台町天ヶ瀬 大台町宮川総合支所 一般国道４２２号
32 伊勢磯部線 伊勢市勢田町 志摩市磯部町恵利原 伊勢自動車道 一般国道１６７号
37 鳥羽松阪線 伊勢市中島 松阪市宮町 （主）伊勢松阪線 一般国道４２号
38 伊勢大宮線 度会町麻加江 度会町田口 町道麻加江注連指線 町道井戸ヶ瀬線
44 宮妻峡線 四日市市波木町 四日市市泊村 （一）四日市菰野大安線 県立総合医療センター
49 甲南阿山伊賀線 伊賀市川合 伊賀市馬田 阿山B＆G海洋センター （一）上友田円徳院線
55 久居河芸線 津市大里窪田町 津市一身田町 (一)草生窪田津線 (一)草生窪田津線
57 上野名張線 伊賀市比土 伊賀市比土 一般国道４２２号 市道出屋敷伊賀神戸停車場線
61 磯部大王線 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町穴川 市道川辺迫間線 市道第一国道線
64 上海老茂福線 四日市市上海老町 四日市市中村町 一般国道３６５号 東名阪自動車道
65 度会玉城線 度会町川口 度会町棚橋 （主）伊勢南島線 （主）伊勢大宮線

65 度会玉城線 度会町棚橋 玉城町宮古 度会町役場 伊勢自動車道

66 四日市朝日線 朝日町柿 朝日町柿 朝日町町民スポーツ施設 朝日町役場

70 賀田港中山線 尾鷲市賀田町 尾鷲市三木里町 一般国道３１１号 一般国道４２号
70 賀田港中山線 尾鷲市賀田町 尾鷲市賀田町 (主)賀田港中山線 一般国道４２号（熊野尾鷲道路）

80 奈良名張線 名張市平尾 名張市夏見 名張駅 一般国道１６５号

81 名張曽爾線 名張市夏見 名張市夏見 一般国道１６５号 市道春日丘中央線

一般県道

128 鳥羽阿児線 鳥羽市浦村町 志摩市阿児町鵜方 （一）阿児磯部鳥羽線 一般国道２６０号
140 四日市菰野大安線 四日市市桜町 菰野町大字宿野 グレースヒルズカントリークラブ 一般国道４７７号
140 四日市菰野大安線 四日市市波木町 四日市市六名町 （主）宮妻峡線 太陽化学南部工場グラウンド
141 鵜殿熊野線 紀宝町鵜殿平島 熊野市久生屋町 一般国道４２号 市道久生屋金山線
142 桑名東員線 桑名市東方 東員町穴太 一般国道１号 一般国道４２１号
146 伊賀大山田線 伊賀市愛田 伊賀市御代 名阪国道 いがまちスポーツセンター
153 依那具市部線 伊賀市ゆめが丘 伊賀市依那具 市道四十九町ゆめが丘線 一般国道４２２号
160 多気八太線 多気町仁田 多気町相可 一般国道４２号 （一）勢和兄国松阪線
201 宇治山田港伊勢市停車場線 伊勢市吹上 伊勢市本町 市道岡本吹上線 伊勢市駅

201 宇治山田港伊勢市停車場線 伊勢市船江一丁目 伊勢市吹上 市道上ノ社船江線 （主）鳥羽松坂線

203 尾鷲港尾鷲停車場線 尾鷲市中村町 尾鷲市中村町 市道坂場銀杏町線 尾鷲駅

204 木本港熊野市停車場線 熊野市井戸町 熊野市井戸町 熊野市役所 熊野市駅

410 草生窪田津線 津市一身田町 津市栗真中山町 (主)久居河芸線 一般国道２３号

410 草生窪田津線 津市大里窪田町 津市大里窪田町 一般国道２３号中勢ＢＰ (主)久居河芸線

421 勢和兄国松阪線 多気町多気 多気町多気 （一）仁田多気停車場線 多気駅
421 勢和兄国松阪線 多気町相可 多気町相可 県立相可高等学校 （一）多気八太線
428 伊勢小俣松阪線 伊勢市小俣町元町 伊勢市小俣町明野 伊勢市小俣総合支所 （一）東大淀小俣線
429 佐原勢和松阪線 大台町佐原 大台町佐原 （一）飯南三瀬谷停車場線 一般国道４２号
510 大淀港斎明線 明和町斎宮 明和町斎宮 町道大淀役場坂本線 （一）伊勢小俣松阪線

530 田丸停車場斎明線 玉城町勝田 明和町斎宮 町道田丸土羽線 （一）大淀港斎明線

538 伊勢柏崎停車場線 大紀町崎 大紀町崎 町道中野堤防線 旧柏崎中学校

577 湯の山温泉線 菰野町大字千草 菰野町大字千草 （一）千草永井線 一般国道４７７号

602 登茂山公園線 大王町波切 大王町波切 ともやま公園多目的屋内運動場 一般国道２６０号

616 田光四日市線 菰野町大字田光 菰野町大字小島 一般国道３０６号 （一）田光梅戸井停車場線

617 田光梅戸井停車場線 菰野町大字小島 四日市市西村町 （一）田光四日市線 北勢中央公園

622 小牧小杉線 四日市市山城町 四日市市山城町 （主）上海老茂福線 四日市カンツリー
622 小牧小杉線 四日市市山之一色町 四日市市山之一色町 名四カントリークラブ 市道日永八郷線
626 千草永井線 菰野町大字千草 菰野町大字千草 （一）湯の山温泉線 三重カンツリークラブ
630 川島貝家線 四日市市川島町 四日市市川島町 一般国道４７７号 市道小山田川島線
643 三行庄野線 鈴鹿市住吉町 鈴鹿市庄野共進 加佐登鼓ヶ浦線 （主）鈴鹿環状線
647 白木西町線 亀山市若山町 亀山市若山町 一般国道１号 亀山公園
653 草生曽根線 津市安濃町草生 津市安濃町東観音寺 市道白山芸濃線 津市安濃総合支所

697 三雲久居線 松阪市嬉野小村町 津市久居元町 （一）嬉野津線 （主）松阪久居線
707 南藤原竹川線 明和町坂本 明和町斎宮 町道大淀役場坂本線 いつきのみや地域交流センター
708 仁田多気停車場線 多気町四神田 多気町多気 （主）伊勢多気線 （一）勢和兄国松阪線
709 相鹿瀬大台線 大台町新田 大台町新田 町道新田田口本線 一般国道４２号
710 飯南三瀬谷停車場線 大台町佐原 大台町佐原 （一）佐原勢和松阪線 三瀬谷駅
713 東大淀小俣線 伊勢市小俣町明野 伊勢市小俣町明野 陸上自衛隊明野駐屯地 （一）伊勢小俣松阪線
734 矢口浦上里線 紀北町矢口浦 紀北町上里 町道枳殻原深谷１号線 一般国道４２号
737 新鹿佐渡線 熊野市新鹿町 熊野市新鹿町 一般国道３１１号 一般国道４２号（熊野尾鷲道路）
750 阿児磯部鳥羽線 鳥羽市浦村町 鳥羽市安楽島町 （一）鳥羽阿児線 市道東中学校線
751 三戸紀伊長島停車場線 紀北町東長島 紀北町東長島 一般国道４２号 紀伊長島駅
752 茶屋町湯の山停車場線 四日市市桜町 四日市市水沢町 一般国道３０６号 ゴルフ５カントリー四日市コース
754 津香良州線 津市雲出町 津市香良州町 （一）津香良州線 津市防災物流施設
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756 松阪環状線 松阪市川井町 松阪市船江町 （主）松阪第２環状線 （主）松阪久居線

756 松阪環状線 松阪市上川町 松阪市豊原町 松阪総合運動公園伊賀町線 （主）松阪第二環状線

757 辻原西町線 松阪市大足町 松阪市外五曲町 松阪市阪内川スポーツ公園 市道外五曲下村線
市管理県道

18 桑名停車場線（市管理） 桑名市桑名 桑名市桑名 桑名駅 一般国道１号
市町道

坂井多度線（桑名市） 桑名市大山田 桑名市多度町多度 （一）桑名東員線 桑名市多度町総合支所
星川中央線（桑名市） 桑名市星川 桑名市星見ヶ丘４丁目 （主）四日市多度線 市道星見ヶ丘44号線
星見ヶ丘44号線（桑名市） 桑名市星見ヶ丘４丁目 桑名市星見ヶ丘４丁目 市道星川中央線 桑名市防災拠点施設
下川原中山線（いなべ市） いなべ市藤原町大貝戸 いなべ市藤原町大貝戸 一般国道３０６号 藤原運動場
四日市中央線（四日市市） 四日市市朝日町 四日市市幸町 ＪＲ四日市駅 四日市市役所
四日市中央線（四日市市） 四日市市三栄町 四日市市浜田町 一般国道１号 近鉄四日市駅
草里野尾高線（菰野町） 菰野町大字千草 菰野町大字千草 一般国道３０６号 三重県民の森
並木通り線（菰野町） 菰野町大字菰野 菰野町大羽根園新林町 一般国道４７７号 大羽根園緑地
菰野潤田線（菰野町） 菰野町大字菰野 菰野町大字福村 一般国道４７７号 菰野町体育センター
垂坂平津線（四日市市） 四日市大矢知町 四日市市垂坂町 （主）上海老茂福線 北部墓地公園
小山田川島線（四日市市） 四日市市川島町 四日市市内山町 （一）川島貝家線 四日市の里ゴルフクラブ
日永八郷線（四日市市） 四日市市山之一色町 四日市市山之一色町 一般国道１号（北勢ＢＰ） （一）小牧小杉線
納屋１号線（四日市市） 四日市市北納屋町 四日市市稲葉町 一般国道２３号 コスモ石油四日市製油所
午起３号線（四日市市） 四日市市午起三丁目 四日市市午起三丁目 一般国道２３号 コスモ石油四日市製油所
追分石原線（四日市市） 四日市市中里町 四日市市塩浜町 一般国道２５号 昭和四日市石油四日市製油所
菰野永井線（菰野町） 菰野町大字福村 菰野町大字福村 一般国道４７７号 菰野自動車学校
庄野３５号線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野町 鈴鹿市庄野町 市道庄野橋庄野共進線 鈴鹿市河川防災センター
庄野４２号線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野町 鈴鹿市甲斐町 鈴鹿市河川防災センター （主）神戸長沢線
桜ヶ丘江島線（鈴鹿市） 鈴鹿市南江島町 鈴鹿市江島台二丁目 一般国道２３号 中江島６１２号線
中江島６１２号線（鈴鹿市） 鈴鹿市白子駅前 鈴鹿市南江島町 市道白子桜ヶ丘線 市道桜ヶ丘江島線
白子桜ヶ丘線（鈴鹿市） 鈴鹿市白子駅前 鈴鹿市白子駅前 市道中江島６１２号線 白子駅
庄野橋庄野共進線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野共進二丁目 鈴鹿市庄野町 （主）鈴鹿環状線 市道庄野３５号線
小野白木線（亀山市） 亀山市小野町 亀山市白木町 一般国道１号 豊田自動織機亀山試験場
国一側道栄町川合線（亀山市） 亀山市栄町 亀山市川合町 一般国道３０６号 市道国一東野公園跨道橋線
国一東野公園跨道橋線（亀山市） 亀山市川合町 亀山市川合町 市道栄町川合線 市道国一側道栄町川合線
栄町川合線（亀山市） 亀山市川合町 亀山市川合町 市道国一側道下り２号線 市道国一東野公園跨道橋線
国一側道下り２号線（亀山市） 亀山市川合町 亀山市栄町 市道栄町川合線 一般国道１号
サイエンスシティ中央線（津市） 津市河芸町南黒田 津市あのつ台五丁目 一般国道２３号ＢＰ あのつ台第1号線
あのつ台第1号線（津市） 津市あのつ台五丁目 津市あのつ台五丁目 サイエンスシティ中央線 中勢グリーンパーク
北河路橋安東小学校線（津市） 津市北河路町 津市納所町 メッセウイングみえ （主）津芸濃大山田線
白山芸濃線（津市） 津市芸濃町椋本 津市美里町足坂 （主）津関線 一般国道１６３号
佐田停車場線（津市） 津市白山町佐田 津市白山町佐田 榊原温泉口駅 （主）亀山白山線
野口田端線（津市） 津市安濃町草生 津市安濃町田端上野 市道白山芸濃線 安濃中央総合公園

黒田川原木造線（松阪市） 松阪市嬉野見永町 松阪市舞出町 （一）三雲久居線 甚目舞出１号線
松阪駅松阪港線（松阪市） 松阪市朝日町 松阪市中央町 松阪駅 一般国道４２号
中部台運動公園線（松阪市） 松阪市立野町 松阪市立野町 一般国道１６６号 松阪市中部台運動公園
虹が丘久保線（松阪市） 松阪市上川町 松阪市上川町 （主）松阪第２環状線 ワークセンター松阪
松阪総合運動公園伊賀町線（松阪市） 松阪市山下町 松阪市豊原町 松阪総合運動公園 （一）松阪環状線
甚目舞出１号線（松阪市） 松阪市甚目町 松阪市舞出町 黒田川原木造線 河川敷グランド・公園
大淀役場坂本線（明和町） 明和町馬之上 明和町坂本 明和町役場 町道坂本斎宮線
塚山線（明和町） 明和町斎宮 明和町竹川 町道坂本斎宮線 斎宮歴史博物館及び古里広場
新田田口本線（大台町） 大台町新田 大台町新田 （一）相鹿瀬大台線 町道井戸ヶ瀬線
秋葉山高向線（伊勢市） 伊勢市中島 伊勢市中島 （主）鳥羽松阪線 （主）伊勢南島線
岡本吹上線（伊勢市） 伊勢市吹上 伊勢市岩渕 （一）宇治山田港伊勢市停車場線 宇治山田駅

楠部２７号線（伊勢市） 伊勢市楠部町 伊勢市神田久志本町 一般国道２３号 （主）伊勢南島線

井戸ヶ瀬線（度会町） 度会町田口 度会町田口 町道新田田口本線 （主）伊勢大宮線

大野木棚橋線（度会町） 度会町棚橋 度会町大野木 （一）玉城南勢線 （主）度会玉城線
脇出２号線（度会町） 度会町脇出 度会町脇出 （主）伊勢南島線 町道脇出８号線

脇出８号線（度会町） 度会町脇出 度会町脇出 町道脇出２号線 ふれあい広場栗山

麻加江注連指線（度会町） 度会町麻加江 度会町麻加江 （主）伊勢大宮線 町道麻加江立花線

麻加江立花線（度会町） 度会町麻加江 度会町麻加江 町道麻加江注連指線 中川小学校第２運動場

長野下崎線（大紀町） 大紀町崎 大紀町崎 一般国道４２号線 町道中野堤防線
中野堤防線（大紀町） 大紀町崎 大紀町崎 町道中野堤防線 一般県道伊勢柏崎停車場線
大谷線（南伊勢町） 南伊勢町小方竈 南伊勢町小方竈 一般国道２６０号 南島西中学校
臥戸線（鳥羽市） 鳥羽市松尾町 鳥羽市松尾町 一般国道１６７号 スギハラプロテック
岩ノ谷線（鳥羽市） 鳥羽市松尾町 鳥羽市松尾町 一般国道１６７号 市道畑田口線
畑田口線（鳥羽市） 鳥羽市松尾町 鳥羽市松尾町 市道岩ノ谷線 松尾工業団地
磯部駅前幹線（志摩市） 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町迫間 （主）磯部大王線 志摩磯部駅
第一国道線（志摩市） 志摩市磯部町穴川 志摩市磯部町穴川 一般国道１６７号 （主）磯部大王線
文中通学本線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 市道パールロード関連道線

パールロード関連道線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 市道文中通学本線 一般国道２６０号

片田御座線（志摩市） 志摩市志摩町片田 志摩市志摩町布施田 一般国道２６０号 市道長谷線

道の駅線（志摩市） 志摩市磯部町穴川 志摩市磯部町穴川 一般国道１６７号 道の駅「伊勢志摩」

四十九町ゆめが丘線（伊賀市） 伊賀市ゆめが丘 伊賀市ゆめが丘 （一）依那具市部線 市道ゆめが丘環状線

ゆめが丘環状線（伊賀市） 伊賀市ゆめが丘 伊賀市ゆめが丘 市道四十九町ゆめが丘線 市道ゆめが丘１号線

ゆめが丘４５号線（伊賀市） 伊賀市ゆめが丘 伊賀市ゆめが丘 市道ゆめが丘環状線 ゆめが丘多目的広場
丸之内伊賀上野橋線（伊賀市） 伊賀市平野中川原 伊賀市小田町 （一）信楽上野線 上野運動公園
別府小学校前線（伊賀市） 伊賀市別府 伊賀市阿保 一般国道１６５号 市道阿保青山線
阿保青山線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市桐ケ丘 市道別府小学校前線 桐ヶ丘公園グランド
花之木古山神戸線（伊賀市） 伊賀市比土 伊賀市比土 市道出屋敷伊賀神戸停車場線 伊賀神戸駅

出屋敷伊賀神戸停車場線（伊賀市） 伊賀市比土 伊賀市比土 (主)上野名張線 市道花之木古山神戸線

桔梗が丘中央線（名張市） 名張市桔梗が丘 名張市桔梗が丘 一般国道１６５号 桔梗が丘駅

すずらん台中央線（名張市） 名張市すずらん台西 名張市すずらん台東 一般国道４２２号 市道すずらん台４号線

すずらん台４号線（名張市） 名張市すずらん台東 名張市すずらん台東 市道すずらん台中央線 すずらん台スポーツグランド

春日丘中央線（名張市） 名張市夏見 名張市中知山 （主）名張曽爾線 市道国津箕曲線

国津箕曲線（名張市） 名張市中知山 名張市つつじが丘北 市道春日丘中央線 市道つつじが丘北南線

つつじが丘北南線（名張市） 名張市つつじが丘北 名張市つつじが丘南 市道国津箕曲線 つつじが丘公園運動場
鴻之巣中央公園線（名張市） 名張市夏見 名張市夏見 一般国道１６５号 名張中央公園
大台線（紀北町） 紀北町中里 紀北町船津 一般国道４２号 海山リサイクルセンター
枳殻原深谷１号線（紀北町） 紀北町矢口浦 紀北町矢口浦 （一）矢口浦上里線 熊野灘臨海公園大白地区
島地１号線（紀北町） 紀北町島原 紀北町島原 一般国道４２２号 農道西坂線
金山東通り線（熊野市） 熊野市金山町 熊野市久生屋町 一般国道３１１号 市道山﨑古屋線
防災公園線（熊野市） 熊野市有馬町 熊野市久生屋町 市道山﨑古屋線 防災拠点屋根付練習場

山﨑古屋線（熊野市） 熊野市金山町 熊野市金山町 市道久生屋金山１号線 市道防災公園線
砂方向井地線（御浜町） 御浜町下市木 御浜町下市木 一般国道４２号線 町道西ノ平線
西ノ平線（御浜町） 御浜町下市木 御浜町下市木 町道砂方向井地線 JA三重南紀統一選果場
西川町千儀線（熊野市） 熊野市大泊町 熊野市木本町 一般国道４２号 市道西川町獅子岩線
西川町獅子岩線（熊野市） 熊野市木本町 熊野市井戸町 市道西川町千儀線 （主）七色峡線
有馬金山線（熊野市） 熊野市有馬町 熊野市有馬町 （一）鵜殿熊野線 市道渡井田線
渡井田線（熊野市） 熊野市有馬町 熊野市有馬町 市道有馬金山線 熊野市総合グラウンド

その他道路
農道西坂線（紀北町） 紀北町長島 紀北町島原 一般国道４２号 町道島地１号線

第　３　次　緊　急　輸　送　道　路

路　　線　　名

区　　　　　　間 連　絡　路　線　（拠　点）　名

起　　　　点
（市町字名）

終　　　　点
（市町字名）

起　　点 終　　点
路線番号



第 ７ 章  要 員 の 確 保 

 

 第１節 日本赤十字社三重県支部奉仕団【医療保健部 医療保健総務課】 

  (1) 地域奉仕団（令和６年１０月現在） 

 

地  区  名 
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い な べ 市 

 

313 

 

桑 名 市 

 

54 
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20 

 

津 市 

 

53 
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175 
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25 
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151 
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25 
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32 

三 重 郡 

 

菰 野 町 

 

114 

 

朝 日 町 

 

21 

度 会 郡 

 

南 伊 勢 町 

 

34 

 

大 紀 町 

             

391 

北牟婁郡 
 

紀 北 町 

 

96 

 

計 

 

9 市 5 町 

 

1,504 



 

第２節 災害対策用技術要員【総務部 人事課】 
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栄

養

士 

臨

床

検

査

技

師 

管

理

栄

養

士 

総計 

総務部 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 9 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 

政策企画部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

地域連携・交通部 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

防災対策部 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

医療保健部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10 15 1 0 0 1 9 1 2 1 43 

子ども・福祉部 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 

環境生活部 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 

農林水産部 7 8 20 0 17 60 37 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 

雇用経済部 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

観光部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

県土整備部 0 0 86 49 2 0 4 0 0 46 13 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 

出納局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

企業庁 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

病院事業庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

議会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

監査委員事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人事委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

教育委員会事務局 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 

労働委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

選挙管理委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

海区漁業調整委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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管

理

栄

養

士 

総計 

桑名 0 0 30 10 3 16 0 1 0 5 3 5 1 3 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0 10 1 0 1 100 

四日市 0 0 62 35 6 15 11 0 0 7 27 6 3 18 4 1 2 0 11 9 0 0 0 0 2 0 6 0 225 

鈴鹿 0 0 19 13 0 13 0 5 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 7 2 0 1 72 

津 0 0 37 26 9 34 24 5 5 3 23 8 2 10 1 0 34 0 26 12 247 1 0 4 20 5 15 4 555 

松阪 0 0 46 39 6 111 20 0 2 4 14 3 0 4 4 0 3 0 19 8 0 0 0 0 11 1 1 1 297 

伊勢 3 2 49 38 10 14 11 23 0 10 0 1 0 5 0 0 10 0 4 6 0 0 1 0 8 2 0 2 199 

伊賀 0 0 25 16 6 18 8 0 0 4 0 2 1 4 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0 8 1 1 1 106 

尾鷲 0 1 15 9 4 3 11 9 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 68 

熊野 0 0 24 9 3 18 12 0 0 2 0 2 0 2 0 0 6 1 6 1 0 0 0 0 4 1 0 0 91 

 

 

 



 

第３節 市町災害対策技術要員【地域連携・交通部 市町行財政課】令和７年地方公共団体定員管理調査結果より抜粋 
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津 市 0 2 0 0 50 166 0 0 0 65 9 6 

四 日 市 市 0 0 4 0 63 175 0 181 19 50 575 8 

伊 勢 市 0 0 7 0 15 62 0 55 0 34 245 7 

松 阪 市 0 0 0 0 19 101 0 62 0 46 275 11 

桑 名 市 0 0 5 0 28 62 0 0 0 24 4 8 

鈴 鹿 市 0 0 0 0 33 131 0 0 0 47 8 3 

名 張 市 0 0 5 0 11 35 6 35 0 21 129 6 

尾 鷲 市 0 0 1 2 1 9 0 11 0 6 104 4 

亀 山 市 0 1 1 1 10 34 0 3 0 15 63 4 

鳥 羽 市 27 0 2 0 4 10 0 2 0 7 7 2 

熊 野 市 0 0 3 1 2 10 0 0 0 8 1 1 

い な べ 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

志 摩 市 0 4 0 0 4 2 0 4 0 17 32 7 

伊 賀 市 0 0 7 0 20 41 0 23 0 22 149 4 

木 曽 岬 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 

東 員 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 

菰 野 町 0 1 2 0 5 14 0 0 0 12 0 2 

朝 日 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 

川 越 町 0 0 0 0 5 4 0 1 0 9 4 1 

多 気 町 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 0 1 

明 和 町 0 0 0 0 1 15 0 0 0 10 0 2 

大 台 町 0 0 0 0 0 4 0 2 0 8 6 0 



 

 船
員 

運
転
手
・ 

車
掌
等 

農
業
土
木
技
師 

林
業
技
師 

建
築
技
師 

土
木
技
師 

電
気
・ 

ボ
イ
ラ
ー
等

技
術
員 

医
師
・ 

歯
科
医
師 

獣
医
師 

保
健
師 

看
護
師
等 

栄
養
士 

玉 城 町 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 23 2 

度 会 町 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0 1 

大 紀 町 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 

南 伊 勢 町 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 29 3 

紀 北 町  0 2 0 0 1 8  0  0  0  6 3 3 

御 浜 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 

紀 宝 町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 1 

 

 

 



第８章 災害救助法適用基準等 

 

 第１節 市町別適用基準（施行令第１条第１項）【防災対策部 地域防災推進課】 

  

 市町名 人口 世帯数 第１号 第２号 

1 津市 274,537 117,663 100 50 

2 四日市市 305,424 133,331 150 75 

3 伊勢市 122,765 51,580 100 50 

4 松阪市 159,145 65,481 100 50 

5 桑名市 138,613 56,362 100 50 

6 鈴鹿市 195,670 82,158 100 50 

7 名張市 76,387 31,466 80 40 

8 尾鷲市 16,252 8,153 50 25 

9 亀山市 49,835 20,617 60 30 

10 鳥羽市 17,525 7,382 50 25 

11 熊野市 15,965 7,751 50 25 

12 いなべ市 44,973 18,075 60 30 

13 志摩市 46,057 19,568 60 30 

14 伊賀市 88,766 36,615 80 40 

15 木曽岬町 6,023 2,208 40 20 

16 東員町 25,784 9,539 50 25 

17 菰野町 40,559 15,382 60 30 

18 朝日町 11,021 4,112 40 20 

19 川越町 15,123 6,602 50 25 

20 多気町 14,021 5,124 40 20 

21 明和町 22,445 8,067 50 25 

22 大台町 8,668 3,639 40 20 

23 玉城町 15,041 5,404 50 25 

24 度会町 7,847 2,689 40 20 

25 大紀町 7,815 3,404 40 20 

26 南伊勢町 10,989 4,977 40 20 

27 紀北町 14,604 6,814 40 20 

28 御浜町 8,079 3,711 40 20 

29 紀宝町 10,321 4,724 40 20 

計 1,770,254 742,598    

※人口、世帯数は令和２年国勢調査結果に基づく 

 



 

第２節 災害救助法による救助の程度と期間【防災対策部 地域防災推進課】 

 

「災害救助法による救助の程度・方法及び期間」早見表 

災害救助基準（令和 7年 4月現在） 

救助の種類 対    象 費用の限度額 期    間 備    考 

 

避 難 所 の 

設置(法第 4

条第 1 項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害により現に被害を受け、

又は受けるおそれのある者に

供与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 １日当たり 

360円以内 

 

 「福祉避難所」を設置した場

合、当該地域における通常の実

費を支出でき、上記を超える額

を加算できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

災害発生の日から

７日以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  費用は、避難所の設

置、維持及び管理のため

の賃金職員等雇上費、消

耗器材費、建物等の使用

謝金、借上費又は購入

費、光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含む。 

２ 避難にあたっての輸送

費は別途計上 

３ 避難所での避難生活が

長期にわたる場合等にお

いては、避難所で避難生

活している者への健康上

の配慮等により、ホテル･

旅館など宿泊施設を借上

げて実施することが可能。

（ホテル・旅館の利用額

は＠10，000 円（税込）/

泊・人以内とするが、こ

れにより難い場合は内閣

府と事前に調整を行うこ

と。） 

 

 

避 難 所 の 

設置(法第 4

条 第 ２ 項 ) 

 

災害が発生するおそれのある

場合において、被害を受ける

おそれがあり、現に救助を要

する者に供与する。 

 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 １日当たり 

360円以内 

「福祉避難所」を設置した場

合、当該地域における通常の実

費を支出でき、上記を超える額

を加算できる。 

 

法第２条第２項に

よる救助を開始し

た日から、災害が

発生しなかったと

判明し、現に救助

の必要がなくなっ

た日までの期間

（ 災害が発生し、

継続して避難所の

供与を行う必要が

生じた場合は、法

第２条第２項に定

める救助を終了す

る旨を公示した日

までの期間） 

 

1 費用は、災害が発生する

おそれがある場合におい

て必要となる建物の使用

謝金や光熱水費とする。

なお、夏期のエアコンや

冬期のストーブ、避難者

が多数の場合の仮設トイ

レの設置費や、避難所の

警備等のための賃金職員

等雇上費など、やむを得

ずその他の費用が必要と

なる場合は、内閣府と協

議すること。 

2 避難に当たっての輸送費

は別途計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

救助の種類 対    象 費用の限度額 期    間 備    考 

応急仮設住
宅の供与 

  

住家が全壊、全焼又は流失
し、居住する住家がない者で
あって、自らの資力では住宅

を得ることができない者 

 

○建設型仮設住宅 
１ 規模 
  応急救助の趣旨を踏まえ、 

実施主体が地域の実情、世 
帯構成等に応じて設定 

２ 基本額 １戸当たり 

  7,089,000 円以内 
３ 建設型仮設住宅の供与終 

了に伴う解体撤去及び土 

地の現状回復のために支 
出できる費用は、当該地域 
における実費。 

 
 
 

 
 

 

災害発生の日から
20 日以内着工 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

１ 費用は設置にかかる原
材料費、労務費、付帯設
備工事費、輸送費及び建

築事務費等の一切の経費
として 7,089,000円以内
であればよい。 

２ 同一敷地内等に概ね 50
戸以上設置した場合は、
集会等に利用するための

施設を設置できる。（50 戸
未満であっても小規模な
施設を設置できる） 

３ 高齢者等の要援護者を
数人以上収容する「福祉
仮設住宅」を設置でき

る。 
４ 供与期間は 2年以内 
 

 
○賃貸型仮設住宅 
１ 規模 建設型仮設住宅に準

じる 
２ 基本額 
 地域の実情に応じた額 

 
災害発生の日から
速やかに借上げ、

提供 

 
１ 費用は、家賃、共益
費、敷金、礼金、仲介手

数料、火災保険等、民間
賃貸住宅の貸主、仲介業
者との契約に不可欠なも

のとして、地域の実情に
応じた額とすること。 

２ 供与期間は建設型仮設

住宅と同様。 
 

炊き出しそ
の他による
食品の給与 

 
１ 避難所に収容された者 
２ 住家に被害を受け、若し

くは災害により現に炊事ので
きない者 

  
１人１日当たり 
  1,390 円以内 

 

 
災害発生の日から
７日以内 

 
食品給与のための総経費を
延給食日数で除した金額が

限度額以内であればよい。 
（1食は 1/3日） 
 

飲料水の 
供給 

 
現に飲料水を得ることができ
ない者（飲料水及び炊事のた

めの水であること。） 
 

 
当該地域における通常の実費 

 
災害発生の日から
７日以内 

 
輸送費、人件費は別途計上 

  

被服、寝具
その他生活

必需品の給
与又は貸与  

 

 

全半壊（焼）、流失、床上浸
水等により、生活上必要な被

服、寝具、その他生活必需品
を喪失、若しくは毀損等によ
り使用することができず、直

ちに日常生活を営むことが困
難な者  

 

 

１ 夏季（4 月～9 月）冬季
（10 月～3 月）の季別は災害
発生の日をもって決定する。  

２ 下記金額の範囲内  

 
 

  

災害発生の日から 
10 日以内  

 

 

１ 備蓄物資の価格は年度
当初の評価額  

２ 現物給付に限ること  

 

 

区分   1 人世帯  

  

 2 人世帯  

  

 3 人世帯  

  

4 人世帯  

  

 5 人世帯 6 人以上 1 人増

すごとに加算 

全壊  

全焼   
流失 

夏 

20,300  

 

26,100  

 

38,700  

 

46,200  

 

58,500  

 

8,500  

冬  

33,700  

 

43,500  

 

60,600  

 

70,900  

 

89,300  

 

12,300  

半壊  

半焼  

床上浸水 

夏  

6,700  

 

8,900  

 

13,400  

 

16,300  

 

20,500  

 

2,900  

冬  

10,700  

 

14,000  

 

19,900  

 

23,600  

 

29,800  

 

3,900  

 



 

救助の種類 対    象 費用の限度額 期    間 備    考 

 

医療 

 

医療の途を失った者 
（応急的処置） 

 

１ 救護班…使用した薬剤、治療材
料、医療器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所…国民健康保険

診療報酬の額以内 
３ 施術者 
 協定料金の額以内 

 

 

災害の発生の日から 14
日以内 

 

患者等の移送費は、
別途計上 

 
助産 

 
災害発生の日以前又は以後７

日以内に分べんした者であっ
て災害のため助産の途を失っ
た者（出産のみならず、死産

及び流産を含み現に助産を要
する状態にある者） 
 

 
１ 救護班等による場合は、使用し

た衛生材料等の実費 
２ 助産師による場合は、慣行料金

の 100 分の 80以内の額 

 
分べんした日から７日

以内 

  
妊婦等の移送費は、

別途計上 

 
被災者の救

助 

 
１ 現に生命、身体が危険な

状態にある者 
２ 生死不明或いは行方不明
な状態にある者 

 

 
当該地域における通常の実費 

 
災害発生の日から３日

以内 

  
輸送費、人件費は、

別途計上 

 
福祉サービ

スの提供 

 
避難生活において配慮を必要

とする高齢者、障害者、乳幼
児、その他の者 
 

 
1 左記の者からの相談対応等消耗

器材費又は器物の使用謝金、借
上費若しくは購入費（工事費を
含む。）として当該地域におけ

る通常の実費 
2 福祉避難所の設置 

消耗器材費、建物の使用謝金、

器物の使用謝金、借上費、光熱
水費、仮設便所等の設置費とし
て当該地域における通常の実費 

 

 
災害発生の日から 7 日

以内 

 
令和 7 年 7 月 1 日か

ら施行 
輸送費、人件費は、
別途計上 

 

住家の被害
の拡大を防
止するため

の緊急修理 

 

災害のため住家が半壊（焼）
又はこれに準ずる程度の損傷
を受け、雨水の浸入等を放置

すれば住家の被害が拡大する
おそれがある者 
 

 

住家の被害の拡大を防止するため
の緊急の修理が必要な部分に対し
て、 

１世帯当たり 53,900 円以内 

 

災害発生の日から 10
日以内 

 

 
日常生活に
必要な最小

限度の部分
の修理 

 
１ 住家が半壊（焼）若しくは
これらに準ずる程度の損傷を

受け、自らの資力により応急
修理をすることができない者  
２ 大規模な補修を行わなけれ

ば居住することが困難である
程度に住家が半壊（焼）した
者 

 
居室、炊事場及び便所等日常生 活
に必要最小限度の部分 1 世帯当り  

①大規模半壊、中規模半壊又は半壊
若しくは半焼の被害を受けた世帯 
739,000 円以内  

②半壊又は半焼に準ずる程度の損傷
により被害を受けた世帯 358,000 
円以内 

 
災害発生の日から３か
月以内（災害対策基本

法第 23 条の 3第 1 項
に規定する 特定災害
対策本部、同法第 24

条第 1 項に規定する非
常災害対策 本部又は
同法第 28 条の 2 第 1

項に規定する緊急災害
対策本部が設置された
災害 にあっては、６

か月以内） 
 
 

 

 
学用品の給

与 
 
 

 

 
住家の全壊（焼）流失半壊

（焼）又は床上浸水により学
用品を喪失又は 毀損等により
使用することができず、就学

上支障のある小学校児童、中
学校生徒、義務教育学校生徒
及び高等学校等生徒。 

 
1 教科書及び教科書以外の 教 材で

教育委員会に届出又はそ の承認
を受けて使用している 教材、又
は正規の授業で使用 している教

材実費 
2 文房具及び通学用品は、1 人当
たり次の金額以内  

小学生児童 5,500 円  
中学生生徒 5,800 円  
高等学校等生徒 6,300 円 

 

 
災害発生の日から 

（教科書） 
1 か月以内 

（文房具及び通学用

品） 
  15 日以内 

 
１ 備蓄物資は評価

額 
２ 入進学時の場合
は個々の実情に応

じて支給する。 



 

救助の種類 対    象 費用の限度額 期    間 備    考 

 

埋葬 

 

災害の際死亡した者を対象に

して実際に埋葬を実施する者

に支給 

 
1 体当たり 
大人（12 歳以上） 232,200 円以内 

小人（12 歳未満） 185,700 円以内 
 

 

災害発生の日から 10

日以内 

 

災害発生の日以前に

死亡した者であって

も対象となる。 

 

死体の捜索 

  

行方不明の状態にあり、か

つ、四囲の事情によりすでに

死亡していると推定される者 

 
当該地域における通常の実費 

 

 
災害発生の日から 10

日以内 

 

輸送費、人件費は、

別途計上 

 

 

 

死体の処理 

  

災害の際死亡した者につい

て、死体に関する処理（埋葬

を除く。）をする。 

 

（洗浄、消毒等）  

１体当たり、3,700 円以内  

 

一時保存：  

○既存建物借上費：通常の実費  

○既存建物以外：１体当たり 5,900 

円以内  

 

検案、救護班以外は慣行料金 

 

 
災害発生の日から 10

日以内 

 

１ 検案は原則とし

て救護班 

２ 輸送費、人件費

は、別途計上 

３ 死体の一時保存

にドライアイスの

購入費等が必要な

場合は当該地域に

おける通常の実費

を加算できる。 
 

障害物の除

去 

 

居室、炊事場、玄関等に障害

物が運びこまれているため生

活に支障をきたしている場合

で自力では除去することので

きない者 

 

 

市町村内において障害物の除去を行

った一世帯当たりの平均 

 143,900 円以内 

 

災害発生の日から 10

日以内 

 

 

輸送費及び
賃金 
職員等雇上

費（法第４
条第 1 項） 

 

1 被災者の避難に係る支援 
2 医療及び助産 
3 被災者の救出 

4 福祉サービスの提供 
5 食品の供与及び飲料水の供
給 

6 死体の捜索 
7 死体の処理 
8 救済用物資の整理配分 

 

当該地域における通常の実費 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

救助の実施が認められ
る期間以内 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

輸送費及び
賃金職員等
雇上費 

（法第４条
第 2 項） 

 

避難者の避難に係る支援 

 

当該地域における通常の実費 

 

救助の実施が認められ
る期間以内 

 
災害が発生するおそ
れ段階の救助は、高
齢者・障害者等で避

難行動が困難な要配 
慮者の方の輸送であ
り、以下の費用を対 

象とする。  
１ 避難所へ輸送す

るためのバス借上

げ等 に係る費用  
２ 避難者がバス等

に乗降するための

補助員など、避難
支援のために必要
となる賃金職員等

雇上費 
 

 

実 費 弁 償 

  

災害救助法施行令第４条第１

号から第４号までに規定する

者 

  

災害救助法第 7 条第 1 項の規定に

より救助に関する業務に従事させた

都道府県知事等（法第 3 条に規定

する都道府県知事等をいう。）の総

括する都道府県等（法第 17 条第 1 

号に規定する 都道府県等をいう。）

の常勤の 職員で当該業務に従事し

た者に 相当するものの給与を考慮

して定める 

 

救助の実施が認められ

る期間以内 

  
時間外勤務手当及び

旅費は別途に定める

額 



 

救助の種類    対    象      費用の限度額 期    間  備    考 

 

救助の事務

を行うのに

必要な費用   

 

１ 時間外勤務手当  

２ 賃金職員等雇上費  

３ 旅費  

４ 需用費（消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷製本

費、光熱水費、修繕料）  

５ 使用料及び賃借料  

６ 通信運搬費  

７ 委託費  

  
救助事務費に支出できる費用は、法
第 21 条に定める国庫負担を行う年

度（以下「国庫負担対象年度」とい
う。）における各災害に係る左記 1
から 7 までに掲げる費用について、

地方自治法施行令（昭和 22 年政令
第 16 号）第 143 条に定める会計
年度所属区分により当該年度の歳出

に区分される額を合算し、各災害の
当該合算した額の合計額が、国庫負
担対象年度に支出した救助事務費以

外の費用の額の合算額に、次のイか
らトまでに掲げる区分に応じ、それ
ぞれイからトまでに定める割合を乗

じて得た額の合計額以内とするこ
と。  

イ 3 千万円以下の部分の金額に

ついては 100 分の 10  
 
ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下

の部分の金額については 100 
分の 9  

 

ハ 6 千万円を超え 1 億円 
以下の部分の金額については
100 分の 8  

 
ニ 1 億円を超え 2 億円以下の

部分の金額については 100 

分の 7  
 
ホ 2 億円を超え 3 億円以下の

部分の金額については 100 
分の 6  

 

へ 3 億円を超え 5 億円以下の
部分の金額については 100 
分の 5  

 
ト 5 億円を超える部分の金額に

ついては 100 分の 4  

 

救助の実施が認められ

る期間及び災害救助費

の精算する事務を行う

期間以内  

  
災害救助費の精算事

務を行うのに要した

経費も含む。  

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救

助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

 

 


